
令和６年４月５日               甲  府  市  公  報       

 

 

 

 

 

 

 

 

目 次

［ 条  例 ］ 

甲府市議会委員会条例の一部を改正する条例････････････････････5 

甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例････････････････････････････････6 

甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例････････････････････････････････････････････････9 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････11 

甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････12 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例･････････････････････････13 

甲府市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例･････14 

甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例及び甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例･････････････15 

甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････34 

甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例･････････････････････････････42 

甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例･････････････････50 

甲府市介護保険条例の一部を改正する条例･････････････････････53 

甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する等の条例･････････････････････55 

甲府市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料

条例の一部を改正する条例･･････････････････････････････････120 

甲府市建築基準法施行条例の一部を改正する条例･･････････････121 

甲府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改

正する条例････････････････････････････････････････････････122 

甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例･･････124 

甲府市市税条例の一部を改正する条例････････････････････････125 

［ 規  則 ］ 

甲府市公報 

第 １ ４ ９ ５ 号  
 
発 行 所   甲 府 市 役 所  

        甲府市丸の内一丁目１８番１号 

発 行 人   甲 府 市  

毎 月 ５ 日 発 行          

発行定日が休日に当たるときはその翌日 

- 1 -- 1 -



甲府市浄化槽事業の財務に関する特例を定める規則････････････140 

甲府市農業集落排水事業の財務に関する特例を定める規

則････････････････････････････････････････････････････････194 

甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則･･････････････････251 

甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個 人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例施行規則の一部を改正する規則･･････････････････････278 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

･･････････････････････････････････････････････････････････281 

甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改

正する規則････････････････････････････････････････････････282 

甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則････････････････････････････････････････････････････････283 

甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

の一部を改正する規則･･････････････････････････････････････284 

甲府市財務規則の一部を改正する規則････････････････････････286 

甲府市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則･･････289 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に

関する条例施行規則の一部を改正する規則････････････････････291 

甲府市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則････････････292 

甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の一部を改

正する規則････････････････････････････････････････････････293 

甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正

する規則甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則･･296 

甲府市心身障害児童福祉手当支給条例施行規則の一部を改正する規

則････････････････････････････････････････････････････････299 

甲府市簡易水道等事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改

正する規則････････････････････････････････････････････････302 

［ 規  程 ］ 

甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程･･････････････････303 

［ 告  示 ］ 

入札告示･･････････････････････････････････････････････････341 

差押調書（謄本）公示送達･･････････････････････････････････344 

地方自治法第２３１条の２の３第１項の規定に基づく指定納付受託

者の指定告示･･････････････････････････････････････････････345 

差押調書（謄本）公示送達･･････････････････････････････････346 

参加差押通知書公示送達････････････････････････････････････347 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の廃止公示････････348 

介護保険被保険者証無効告示････････････････････････････････349 

国民健康保険被保険者証無効告示････････････････････････････350 

差押調書（謄本）公示送達･･････････････････････････････････351 

軽自動車税督促状公示送達･･････････････････････････････････352 

軽自動車税過誤納金還付通知書公示送達･･････････････････････353 

農用地利用集積計画を定めた旨の公告････････････････････････354 

開発行為に関する工事の完了公告････････････････････････････355 

差押調書（謄本）公示送達･･････････････････････････････････356 

生活保護法等指定医療機関指定公示･･････････････････････････357 

配当計算書・充当通知書公示送達････････････････････････････358 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の廃止公示････････359 

開発行為に関する工事の完了公告････････････････････････････360 

令和５年度補正予算の公表･･････････････････････････････････361 

差押調書（謄本）公示送達･･････････････････････････････････362 

配当計算書・充当通知書公示送達････････････････････････････363 

法人市民税決定通知書公示送達･･････････････････････････････364 

生活保護法等指定医療機関廃止公示･･････････････････････････365 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の廃止公示････････366 

- 2 -- 2 -



指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業者の廃止公示･･････････････････････････････････････367 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の廃止公示････････368 

農業振興地域整備計画の変更公告････････････････････････････369 

配当計算書・充当通知書・差押解除通知書公示送達････････････370 

地縁による団体の告示された事項に係る変更告示･･････････････371 

固定資産税・都市計画税督促状公示送達･･････････････････････372 

犬又は猫の引取り告示･･････････････････････････････････････373 

開発行為に関する工事の完了公告････････････････････････････374 

差押調書（謄本）公示送達･･････････････････････････････････375 

特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出があった旨の

公示（２件）･･････････････････････････････････････････････376 

令和６年度固定資産課税台帳の縦覧公示･･････････････････････378 

配当計算書・充当通知書公示送達（２件）････････････････････379 

市道路線の認定告示････････････････････････････････････････381 

道路区域の決定告示････････････････････････････････････････382 

道路の供用開始告示････････････････････････････････････････383 

配当計算書・充当通知書公示送達････････････････････････････384 

介護保険料過誤納金還付通知書公示送達･･････････････････････385 

介護保険料督促状公示送達･･････････････････････････････････386 

市県民税督促状公示送達････････････････････････････････････387 

令和５年度補正予算の公表･･････････････････････････････････388 

令和６年度予算の公表･･････････････････････････････････････389 

指定居宅サービス事業者に係る指定の取消し公示･･････････････390 

差押調書（謄本）公示送達･･････････････････････････････････391 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定公示････････392 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の廃止公示････････393 

指定地域密着型サービス事業者の廃止公示････････････････････394 

国民健康保険料督促状公示送達･･････････････････････････････395 

特定子ども・子育て支援施設等の確認公示････････････････････396 

道路区域の変更公示････････････････････････････････････････397 

道路の供用開始告示････････････････････････････････････････398 

指定居宅介護支援事業者に係る指定の取消し公示･･････････････399 

指定障害福祉サービス事業者の指定公示（２件）･･････････････400 

指定障害児通所支援事業者の指定公示（６件）････････････････402 

指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相

談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の廃止公示････････408 

指定障害福祉サービス事業者の廃止公示･･････････････････････409 

障害児通所支援事業者の廃止公示････････････････････････････410 

国民健康保険被保険者証無効告示････････････････････････････411 

道路区域の変更告示････････････････････････････････････････412 

道路の供用開始告示････････････････････････････････････････413 

指定居宅サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業者の指定告示･･････････････････････････････････････414 

指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定告

示････････････････････････････････････････････････････････415 

公印廃止告示･･････････････････････････････････････････････416 

［ 議会局 ］ 

甲府市議会会議規則の一部を改正する規則････････････････････418 

甲府市議会議会局事務分掌規程の一部を改正する規程･･････････419 

［ 教育委員会 ］ 

甲府市学校職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則･･････････････････････････････････････････････････････420 

甲府市立甲府商科専門学校学則の一部を改正する規則･･････････437 

甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則･･････････440 

甲府市学校運営協議会規則の一部を改正する規則･･････････････441 
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甲府市社会教育指導員に関する規則の一部を改正する規則･･････442 

甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程････443 

甲府市教育委員会私有車公務使用規程の一部を改正する規程････444 

入札告示･･････････････････････････････････････････････････445 

［ 選挙管理委員会 ］ 

選挙人名簿登録者総数の５０分の１、３分の１及び６分の１の数の告

示････････････････････････････････････････････････････････448 

［ 公平委員会 ］ 

甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則････449 

［ 農業委員会 ］ 

甲府市農業委員会３月定例総会招集公告･･････････････････････450 

［ 上下水道局 ］ 

甲府市上下水道局電気保安規程の一部を改正する規程･･････････451 

甲府市上下水道局工事検査規程及び 休職等に係る待遇主管者等の設

置に関する規程の一部を改正する規程････････････････････････459 

甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程･･････････････460 

下水道工事指定店の指定告示････････････････････････････････461 

指定給水装置工事事業者の指定告示･･････････････････････････462 

下水道工事指定店の指定告示････････････････････････････････463

［ 任免辞令 ］ 

市長事務部局･･････････････････････････････････････････････464 

教育委員会････････････････････････････････････････････････465 

監査委員事務局････････････････････････････････････････････465 

上下水道局････････････････････････････････････････････････465 

 

 

※別紙・別冊についての掲載は省略しています。 
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条例  
 

 

 甲府市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２号 

甲府市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 甲府市議会委員会条例（平成３年６月条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項総務委員会第２号中「行政経営部」を「総務部」に改め、同項総務

委員会第３号中「企画財務部」を「企画部」に改め、同項民生文教委員会第１号中

「福祉保健部」を「福祉部」に改め、同項民生文教委員会中第４号を第５号とし、

第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 保健衛生部の所管に属する事項 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３号 

   甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２月

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

⑸ 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務

をいう。 

⑹ 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事  

務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号

利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」 

に、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

 別表第１の７の項中「別表第１」を「別表」に改め、同表中１０の項を１３の項

とし、９の項の次に次のように加える。                                 

１０ 市長 重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定

めるもの 

１１ 市長        心身障害児童福祉手当の支給に関する事務であって規則で定

めるもの 
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１２ 市長 結婚生活支援のための補助金の交付に関する事務であって規

則で定めるもの 

別表第２の１の項中「医療保険各法」の次に「 ( 健康保険法 ( 大正１１年法律第

７０号 ) 、船員保険法 ( 昭和１４年法律第７３号 ) 、私立学校教職員共済法 ( 昭和

２８年法律第２４５号 ) 、国家公務員共済組合法 ( 昭和３３年法律第１２８号 ) 、

国民健康保険法 ( 昭和３３年法律第１９２号 ) 又は地方公務員等共済組合法 ( 昭和

３７年法律第１５２号 ) をいう。 ) 」を、「支給又は保険料の徴収に関する情報」

の次に「（以下「医療保険給付関係情報」という。）」を加え、同表の３の項及び

４の項中「又は外国人生活保護関係情報」を「、外国人生活保護関係情報又は医療

保険給付関係情報」に改め、同表の７の項中「別表第１」を「別表」に改め、同表

の１０の項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務のうち第４欄」を「特定個人番号

利用事務のうち利用特定個人情報」に改め、同表に次のように加える。  

１１ 市長 重度心身障害者医療費の助成

に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情 

報、生活保護関係情報、外国人生

活保護関係情報又は医療保険給付

関係情報であって規則で定めるも

の 

国民年金法（昭和３４年法律第 

１４１号）、私立学校教職員共済

法、厚生年金保険法（昭和２９年

法律第１１５号）、国家公務員共

済組合法又は地方公務員等共済組

合法による年金である給付の支給

又は保険料の徴収に関する情報 

（以下「年金給付関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

障害者関係情報又は療育手帳制度

要綱 (昭和４８年厚生省発児第 

１５６号 ) による療育手帳に関す

る情報（以下「療育手帳関係情 
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報」という。）であって規則で定

めるもの 

１２ 市長 心身障害児童福祉手当の支給

に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報

又は年金給付関係情報であって規

則で定めるもの 

障害者関係情報又は療育手帳関係

情報であって規則で定めるもの 

１３ 市長 結婚生活支援のための補助金

の交付に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情

報であって規則で定めるもの 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の改正規定並び

に別表第１の７の項の改正規定並びに別表第２の７の項及び１０の項の改正規定  

は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）附則第１条本文に規定する政令で定

める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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 甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４号 

甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９月条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「、期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、「及び期末手当」

を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当） 

第１４条の２ 給与条例第４８条の４の規定は、任期の定めが６月以上のフルタイ 

ム会計年度任用職員について準用する。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支 

給について準用する。 

第２８条第１項中「この条」を「この条及び次条」に、「それぞれの」を「それ

ぞれその」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当） 

第２８条の２ 給与条例第４８条の４の規定は、任期の定めが６月以上のパートタ 

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第４８条

の４第２項第１号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在 ( 退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項におい

て同じ。 ) において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第３項中「それ
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ぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日 ( 退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡した日 ) 以前６月以内のパートタイム会計年

度任用職員としての在職期間における報酬（第２１条及び第２２条の報酬に限 

る。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２  前条第２項及び第３項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の 

支給について準用する。 

  附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５号 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

   する条例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１０

月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表３６の５の項の次に次のように加える。 

３６の６ 甲府市学校運営協

議会 

 年額 １０，０００円 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第６号 

甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２

月条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「指導」を「指導又は支援」に改める。 

 第３１条中「母子について」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該母子の事

情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向」

を加える。 

  附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第７号 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年９月条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければならない」

を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって

直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことを

いい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなけれ

ばならない」に改める。 

第５３条の２第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的

記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和６年

４月１日から施行する。 
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 甲府市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第８号 

   甲府市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

 甲府市老人デイサービスセンター条例（平成１７年１２月条例第５９号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条の表甲府市上九一色デイサービスセンターの項を削る。 

 第７条第２項を次のように改める。 

２ センターの開館時間は、午前９時から午後６時３０分（１１月から翌年３月ま

での間は、午後４時）までとする。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例及び甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第９号 

   甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例及び甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

 （甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部改正） 

第１条 甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成３１年３月条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１７号中「、指定通所支援基準条例第６８条に規定する指定医療型児

童発達支援の事業」を削る。 

  第８条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該指定居宅介護事業所以外」

に改める。 

  第２７条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。 

  第２８条第２項中「当該居宅介護計画を」の次に「利用者及びその同居の家族

並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１条の

１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害児相

談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第２項に規定

する指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下これらを総称して「指定特定
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相談支援事業者等」という。）に」を加え、同条第３項中「居宅介護計画作成

後」を「第１項の居宅介護計画の作成後」に改める。 

  第３２条に次の１項を加える。 

 ４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重

を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に  

  は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

  第４１条第４項中「規定により都道府県知事」の次に「（指定都市にあって

は、指定都市の市長）」を加える。 

  第５０条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該基準該当居宅介護事業所

以外」に改める。 

  第５５条第７項中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削り、同条第８項中

「第６条の２の２第３項」を「第７条第２項」に改める。 

  第６３条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。 

 ２ 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

  第６４条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第１０項中「第７項」を「第８項」

に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項を同

条第１０項とし、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に

「及び指定特定相談支援事業者等」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項

中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用

者」の次に「及び当該利用者」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対

する意向等を改めて確認するとともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条第

４項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１

項を加える。 

 ３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱え

る場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並

びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

  第６５条に次の１項を加える。 
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 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重 

  を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

  第８４条第１項第２号及び同条第４項中「又は作業療法士」を「、作業療法士

又は言語聴覚士」に改める。 

  第１１５条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。 

 ２ 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

  第１３２条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。 

 ２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならな

い。 

  第１３３条第２項中「当該重度障害者等包括支援計画を」の次に「利用者及び

その同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に」を加える。 

  第１３５条中「第３１条」の次に「、第３２条第４項」を加える。 

  第１３７条第１項第１号及び同条第４項中「又は作業療法士」を「、作業療法

士又は言語聴覚士」に改める。 

  第１４３条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  第１４４条の次に次の１条を加える。 

  （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事業

者の基準） 

 第１４４条の２ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテ

ーション事業者（指定居宅サービス等基準条例第１２５条第１項に規定する指

定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して満

たすべき基準は、次のとおりとする。 

  ⑴ 指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準条例第 

   １２５条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下

同じ。）の専用の部屋等の面積（当該指定通所リハビリテーション事業所が
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介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項

に規定する介護老人保健施設をいう。）又は介護医療院（同条第２９項に規

定する介護医療院をいう。）である場合にあっては、当該専用の部屋等の面

積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるもの

に限る。）の面積を加えるものとする。第１４７条第２号において同じ。）

を、指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準条例第１２４条

に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の利用者の数

と共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３

平方メートル以上であること。 

  ⑵ 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハ

ビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数 

   を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練（機能訓

練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリ

テーション事業所として必要とされる数以上であること。 

  ⑶ 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供する

ため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的

支援を受けていること。 

  第１４７条中「第２５９条」を「第１４８条の２に規定する病院等基準該当自

立訓練（機能訓練）及び第２５９条」に改め、同条第１号中「指定通所介護事業

者等」の次に「又は指定通所リハビリテーション事業者」を、「指定通所介護

等」の次に「又は指定通所リハビリテーション」を加え、同条第２号中「機能訓

練室」の次に「又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等」を、

「指定通所介護等」の次に「又は指定通所リハビリテーション」を加え、同条第

３号中「指定通所介護事業所等の」を「指定通所介護事業所等又は指定通所リハ

ビリテーション事業所の」に、「指定通所介護事業所等が」を「指定通所介護事

業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が」に、「提供する指定通所

介護等」を「提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーション」に、

「数を指定通所介護等」を「数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーショ

ン」に、「指定通所介護事業所等として」を「指定通所介護事業所等又は当該指

定通所リハビリテーション事業所として」に改める。 
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  第１４８条の次に次の１条を加える。 

  （病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス（自立訓練）に関する基

準） 

 第１４８条の２ 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等

により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病院又は診

療所（以下「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）が行う

自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この条において

「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）に関して病院等基準該当

自立訓練（機能訓練）事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。 

  ⑴ 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を行う事業所（次号において「病院

等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所」という。）の専用の部屋等の面積

を、病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数で除して得た

面積が３平方メートル以上であること。 

  ⑵ 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、管理者及び次のア又

はイに掲げる場合の区分に応じて当該ア又はイに掲げる基準を満たす人員を

配置していること。 

   ア 利用者の数が１０人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練（機

能訓練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は

看護職員若しくは介護職員が１以上確保されていること。 

   イ 利用者の数が１０人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を１０で除した数以上確保

されていること。 

  ⑶ 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設か

ら必要な技術的支援を受けていること。 

  第１５８条及び第１７６条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  第１９５条中「第１４１条」の次に「、第１８４条第６項」を加え、「第 

 １８５条第１項」を「第１８４条第６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」と

あるのは「第１９４条第１項の工賃」と、第１８５条第１項」に改める。 
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  第１９９条中「第１４１条」の次に「、第１８４条第６項」を加え、「第 

 １８５条第１項」を「第１８４条第６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」と

あるのは「第１９８条第１項の工賃」と、第１８５条第１項」に改める。 

  第２０４条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重 

  を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

  第２０５条中「過去３年間において平均１人以上、通常の事業所に新たに障害

者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者」を「生活介

護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の

事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就

業・生活支援センター」に改める。 

  第２１２条第１項第２号ア及びイを次のように改める。 

   ア サービス管理責任者が常勤である場合 次の（ア）又は（イ）に掲げる利用者の

数の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に掲げる数 

    （ア） 利用者の数が６０以下 １以上 

    （イ） 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて６０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

   イ ア以外の場合 次の（ア）又は（イ）に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞ

れ（ア）又は（イ）に掲げる数 

    （ア） 利用者の数が３０以下 １以上 

    （イ） 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

  第２１２条第３項を同条第５項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

 ２ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号。以下この条にお

いて「指定地域相談支援基準」という。）第２条第３項に規定する指定地域移

行支援事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業
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と指定地域移行支援（指定地域相談支援基準第１条第１１号に規定する指定地

域移行支援をいう。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場

合にあっては、指定地域相談支援基準第３条の規定により当該事業所に配置さ 

  れた相談支援専門員（同条第２項に規定する相談支援専門員をいう。以下同

じ。）を第１項第２号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすこと

ができる。 

 ３ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者（指定地域相談支援基準

第３９条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。）の指定を併せて

受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援（指定地域相談支援

基準第１条第１２号に規定する指定地域定着支援をいう。）の事業を同一の事

業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第

４０条において準用する指定地域相談支援基準第３条の規定により当該事業所

に配置された相談支援専門員を第１項第２号の規定により置くべきサービス管

理責任者とみなすことができる。 

  第２１５条を次のように改める。 

 第２１５条 削除 

  第２１６条の見出し中「訪問」を「訪問等」に改め、同条中「おおむね週に１

回以上、」を「定期的に」に改め、「より」の次に「、又はテレビ電話装置等を

活用して」を加える。 

  第２１８条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  第２１９条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「効果的」の次に「に

行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入

居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に

係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要

な援助を適切かつ効果的」を加える。 

  第２２３条第３項中「必要な援助」の次に「を行い、又はこれに併せて居宅に

おける自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助」を加える。 

  第２２６条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項を第３項と

し、第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む
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ことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

  第２２７条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重

を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

  第２２７条の次に次の１条を加える。 

  （地域との連携等） 

 第２２７条の２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。 

 ２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者

及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並び

に市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。以下この条及び第２４４条において「地域連携推

進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議に

おいて、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。 

 ３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年

に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学

する機会を設けなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を

作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助

の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ず

る措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。 

  第２３４条に次の２項を加える。 

 ３ 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協

定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第
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８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である

場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。 

  第２３５条中「、第８０条」を削る。 

  第２３６条中「入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助」を

「相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに

併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要

な援助」に改める。 

  第２３７条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「の援助」の次に「又

はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定

着に必要な援助」を加える。 

  第２４４条の見出しを「（地域との連携等）」に改め、同条第２項中「前項

の」の次に「協議会等における」を加え、同項を同条第７項とし、同条第１項中

「、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては」を削り、「実施

状況」の次に「及び第２項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果」

を加え、同項を同条第６項とし、同条に第１項から第５項までとして次の５項を

加える。 

   日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共

同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

 ２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共

同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね１年に

１回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとと

もに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催の

ほか、おおむね１年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。 

 ４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助言
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等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供す

る日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当

該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの（次項

に規定するものを除く。）を講じている場合には、適用しない。 

  第２４５条中「、第８０条」を削る。 

  第２４６条中「  (第２４８条第１項」を「又はこれに併せて行われる居宅にお

ける自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助（第２４８条第１

項」に改める。 

  第２４７条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「の援助」の次に「又

はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定

着に必要な援助」を加える。 

  第２５６条中「、第８０条」を削る。 

  第２５７条第１項中「、指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援基準条

例第６９条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。）」を削り、同条

第２項中「、指定医療型児童発達支援事業所」を削る。 

  第２６０条第１項第３号及び第２項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又

は言語聴覚士」に改める。 

  第２６１条ただし書中「職務に」の次に「従事させ、又は当該特定基準該当障

害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に」を加える。 

  第２６３条第１項中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  附則第３項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改め

る。 

  附則第１０項中「同条第４項」を「同条第５項」に改める。 

  附則第１５項及び第１６項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１

日」に改める。 

第２条 甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を次のように改正する。 

  目次中「第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１６２条～第  

 １６４条 ) 」を 

- 24 -- 24 -



 

 「 

   第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１６２条～第 

       １６４条） 

  第８章の２ 就労選択支援 

   第１節 基本方針（第１６４条の２） 

   第２節 人員に関する基準（第１６４条の３・第１６４条の４） 

   第３節 設備に関する基準（第１６４条の５） 

   第４節 運営に関する基準（第１６４条の６～第１６４条の９） 

                                    」 

 に改める。 

  第２条第３号中「第５条第２３項」を「第５条第２４項」に改める。 

  第４条第１項中「及び第７章」を「、第７章、第８章及び第９章」に改める。 

  第８章の次に次の１章を加える。 

    第８章の２ 就労選択支援 

     第１節 基本方針 

 第１６４条の２ 就労選択支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労選

択支援」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、施行規則第６条の７の２に規定する者につき、短期間の生

産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力

の評価並びに施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い、又はこれ

に併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第６条の７の４に

規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。 

     第２節 人員に関する基準 

  （従業員の員数等） 

 第１６４条の３ 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労選択支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択支援事業所」

という。）に置くべき就労選択支援員（指定就労選択支援の提供に当たる者と

して厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）の数は、指定就労選択支

援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を１５で除した数以上とする。 

 ２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける
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場合は、推定数による。 

 ３ 第１項に規定する指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は、専ら当該指

定就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用

者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 

  （準用） 

 第１６４条の４ 第５６条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用す

る。 

     第３節 設備に関する基準 

  （準用） 

 第１６４条の５ 第８７条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用す

る。 

     第４節 運営に関する基準 

  （実施主体） 

 第１６４条の６ 指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に

係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業

所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれら

と同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める事業

者でなければならない。 

  （評価及び整理の実施） 

 第１６４条の７ 指定就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の

機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規則第６条

の７の３に規定する事項の整理（以下この節において「アセスメント」とい

う。）を行うものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及

び整理を実施した場合には、指定就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び

整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合におい

て、指定就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメント

の結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整

に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議

への参加その他の必要な協力を求めることができる。 
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 ３ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及

び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担

当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するととも

に、当該担当者等に意見を求めるものとする。 

 ４ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結

果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならな

い。 

  （関係機関との連絡調整等の実施） 

 第１６４条の８ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必

要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関

との連絡調整を行わなければならない。 

 ２ 指定就労選択支援事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協議会への定

期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る

社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者

に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 

  （準用） 

 第１６４条の９ 第１１条から第２２条まで、第２５条、第３０条、第３５条の

２、第３７条の２から第４３条まで、第６３条、第６６条、第７２条、第７４

条から第７６条まで、第８０条、第８１条（第２項第１号を除く。）、第９０

条、第９１条、第９３条から第９９条まで、第１４０条及び第１５６条の規定

は、指定就労選択支援の事業について準用する。この場合において、第１１条

第１項中「第３３条」とあるのは「第１６４条の９において準用する第９６

条」と、第２２条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１６４条の９におい

て準用する第１４０条第１項」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあ

るのは「第１６４条の９において準用する第１４０条第２項」と、第６３条第

１項中「次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等

に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と、第８１条第２項

第２号中「第５９条第１項」とあるのは「第１６４条の９において準用する第

２１条第１項」と、同項第３号中「第７１条」とあるのは「第１６４条の９に
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おいて準用する第９５条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」と

あるのは「第１６４条の９」と、第９８条中「次条」とあるのは「第１６４条

の９において準用する第９９条」と、第９９条第１項中「第９６条」とあるの

は「第１６４条の９において準用する第９６条」と、第１５６条第１項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第

１項の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定

障害者（基準省令第１７３条の９において読み替えて準用する第１７０条の２

第１項の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同

じ。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び基準省令第１７０条の２第２項の規定により厚生労働大臣が定める者を除

く。）」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１７３条の９において読み

替えて準用する第１７０条の２第２項の規定により厚生労働大臣が定める者を

除く。）」と読み替えるものとする。 

  第１７５条の次に次の１条を加える。 

  （就労選択支援に関する情報提供） 

 第１７５条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援

を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとす

る。 

  第１９０条中「及び第１４１条」を「、第１４１条及び第１７５条の２」に改

める。 

  第１９５条及び第１９９条中「第１４１条」の次に「、第１７５条の２」を加

える。 

 （甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第３条 甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３１年３月条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「、医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医療型児童発

達支援をいう。）の事業」を削り、「同条第４項」を「同条第３項」に、「同条

第５項」を「同条第４項」に、「同条第６項」を「同条第５項」に改める。 

  第１７条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項
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を加える。 

 ２ 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。 

  第１８条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第１０項中「第７項」を「第８項」

に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項を同

条第１０項とし、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に

「及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１条の

１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害児相

談支援（児童福祉法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をい

う。）を行う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」とい

う。）」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利用

者」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認す

るとともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同

条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決

定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該

利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならな

い。 

  第１９条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重

を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

  第４０条第１項第３号及び第４項並びに第５４条第１項第２号及び第４項中

「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第５６条第１項中「第６５条第１項」を「第６３条の２」に改める。 

  第５７条及び第６２条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  第６３条の次に次の１条を加える。 

  （規模） 
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 第６３条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）は、

１０人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければなら

ない。 

  第６５条第１項中「就労移行支援の事業を行う者 (以下「就労移行支援事業

者」という。 ) が」を削る。 

  第７２条中「第３９条まで」を「第３７条まで、第３９条」に、「同条第８

項」を「同条第９項」に改め、「第３８条ただし書及び」を削る。 

  第９２条第１項中「、指定医療型児童発達支援 ( 指定通所支援基準条例第６８

条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。 ) の事業」を削る。 

  附則第３項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改め

る。 

第４条 甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を次のように改正する。 

  目次中「第５章 自立訓練（生活訓練）（第５８条～第６２条 ) 」を 

 「 

  第５章 自立訓練（生活訓練）（第５８条～第６２条 )  

  第５章の２ 就労選択支援（第６２条の２～第６２条の８） 

                             」 

  第３条第１項中「次章」の次に「から第５章まで及び第６章」を加える。 

  第５章の次に次の１章を加える。 

    第５章の２ 就労選択支援 

  （基本方針） 

 第６２条の２ 就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、施行規則第６条の７の２に規定する者につき、短期

間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及

び能力の評価並びに施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い、又

はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第６条の７

の４に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。 

  （規模） 

に改める。 
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 第６２条の３ 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「就労選択支援事業所」という。）は、

１０人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければなら

ない。 

  （職員の配置の基準） 

 第６２条の４ 就労選択支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおり

とする。 

  ⑴ 管理者 １ 

  ⑵ 就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定

めるものをいう。以下同じ。） 就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法

で、利用者の数を１５で除した数以上 

 ２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を

開始する場合は、推定数による。 

 ３ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、就労選択支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労選択支援事

業所の他の業務に従事し、又は当該就労選択支援事業所以外の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。 

 ４ 第１項第２号の就労選択支援員は、専ら当該就労選択支援事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの

限りでない。 

  （実施主体） 

 第６２条の５ 就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指

定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業所の３

人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等

の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する事業者でなければならな

い。 

  （評価及び整理の実施） 

 第６２条の６ 就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を

通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規則第６条の７の

３に規定する事項の整理（以下この章において「アセスメント」という。）を
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行うものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及

び整理を実施した場合には、就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理

をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、就

労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作

成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、

当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

 ３ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市

町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者

等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、

当該担当者等に意見を求めるものとする。 

 ４ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に

係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。 

  （関係機関との連絡調整等の実施） 

 第６２条の７ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応

じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連

絡調整を行わなければならない。 

 ２ 就労選択支援事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協議会への定期的

な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会

資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対

して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 

  （準用） 

 第６２条の８ 第９条、第１０条（第２項第１号を除く。）、第１４条から第  

  １７条まで、第２０条、第２５条から第２７条まで、第２９条から第３３条の

２まで、第３５条から第３７条まで、第３９条、第４２条、第４４条、第４５

条及び第４７条から第５１条までの規定は、就労選択支援の事業について準用

する。この場合において、第１０条第２項第２号中「第２９条第２項」とある

のは「第６２条の８において準用する第２９条第２項」と、同項第３号中「第
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３１条第２項」とあるのは「第６２条の８において準用する第３１条第２項」

と、同項第４号中「第３３条第２項」とあるのは「第６２条の８において準用

する第３３条第２項」と、第１７条第１項中「次条第１項に規定する療養介護

計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の

状況等に応じて」と読み替えるものとする。 

  第７１条の次に次の１条を加える。 

  （就労選択支援に関する情報提供） 

 第７１条の２ 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う

者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。 

  第８８条中「及び第５５条」を「、第５５条及び第７１条の２」に改める。 

  第９１条中「第５５条」の次に「、第７１条の２」を加える。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規

定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を

改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行

の日から施行する。 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、第１条の規定による改

正後の甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（以下「新条例」という。）第２２７条の２（新条例第２５６条

において準用する場合を含む。以下同じ。）及び第２４４条の規定の適用につい

ては、新条例第２２７条の２第２項及び第３項並びに第２４４条第２項及び第３

項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新条例第  

 ２２７条の２第４項及び第２４４条第４項中「公表しなければ」とあるのは「公

表するよう努めなれば」とする。 
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 甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び甲府市指定

障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び甲府市

指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例 

 （甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

 ３０年１２月条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に次の２項を加える。 

 ４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつ

つ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確

認するとともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支

援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に

沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。 

 ５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉

サービス等（法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以

下同じ。）の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障

害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又

は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければな

らない。 

  第１２条第１項第１号ア及びウ並びに第２号ア及びウ中「又は作業療法士」を

- 34 -- 34 -



 

「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第１９条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。 

 ２ 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。 

  第２０条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のように加える。 

   この場合において、サービス管理責任者は、第２１条の３第１項の地域移行

等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した

利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

  第２０条第１０項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に改

め、同項を同条第１１項とし、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項を同

条第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計

画相談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を

行う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利用

者」を、「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含む。）」を、

「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するととも

に」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項

を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱え

る場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並

びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

  第２１条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重

を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 

  第２１条の次に次の２条を加える。 

  （地域との連携等） 

 第２１条の２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、
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地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を

図らなければならない。 

 ２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及び

その家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者

並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）（以下この条において「地域連携推進会

議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議におい

て、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機

会を設けなければならない。 

 ３ 障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむ

ね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機

会を設けなければならない。 

 ４ 障害者支援施設は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を作成する

とともに、当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質

に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措

置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。 

  （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

 第２１条の３ 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把

握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用

状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サー

ビス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において「地域移行等

意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指

針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等

を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確認し

た内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第２０条第６項

に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければなら

ない。 

 ３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第  
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  ７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用

に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければな

らない。 

  第４１条に次の２項を加える。 

 ３ 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規

定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。 

  第４５条を次のように改める。 

 第４５条 削除 

 （甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第２条 甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成３１年３月条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条に次の２項を加える。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配

慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期

的に確認するとともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般

相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の

希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。 

 ５ 指定障害者支援施設等は、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における

指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定

の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設等

以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、
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一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援

助を行わなければならない。 

  第６条第１項第１号ア及びウ並びに第２号ア及びウ中「又は作業療法士」を

「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第２５条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。 

 ２ 指定障害者支援施設等は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

  第２６条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のように加える。 

   この場合において、サービス管理責任者は、第２７条の３第１項の地域移行

等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した

利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

  第２６条第１０項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に改

め、同項を同条第１１項とし、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項を同

条第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計

画相談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を

行う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利用

者」を、「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含む。）」を、

「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するととも

に」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項

を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱え

る場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並

びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

  第２７条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重

を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。 
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  第２７条の次に次の２条を加える。 

  （地域との連携等） 

 第２７条の２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。 

 ２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用

者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有

する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）（以下この条において「地域連携推

進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議に

おいて、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。 

 ３ 指定障害者支援施設等は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、

おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設等

を見学する機会を設けなければならない。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は、指定障害者支援施設等がその提供する施設障害福祉サービ

スの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準

ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。 

  （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

 第２７条の３ 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意

向の把握、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サー

ビス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設等以外におけ

る指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条に

おいて「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意

向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任し

なければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等

を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確認し
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た内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第２６条第６項

に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければなら

ない。 

 ３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第  

  ７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用

に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければな

らない。 

  第５０条に次の２項を加える。 

 ３ 指定障害者支援施設等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第

８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければならない。 

  第５６条第４項中「規定により都道府県知事」の次に「（指定都市にあって

は、指定都市の市長）」を加える。         

  第５７条を次のように改める。 

 第５７条 削除 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、第１条の規定による改

正後の甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（次項に

おいて「新条例」という。）第２１条の２の規定の適用については、同条第２項

及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条

第４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

３ この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間、新条例第２１条の３の
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規定の適用については、同条第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任する

よう努めなければ」と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告する

よう努めなければ」とする。 

４ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、第２条の規定による改

正後の甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（次項において「新条例」という。）第２７条の２の規定の適用について

は、同条第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなけ

れば」と、同条第４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなけ

れば」とする。 

５ この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間、新条例第２７条の３の

規定の適用については、同条第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任する

よう努めなければ」と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告する

よう努めなければ」とする。 
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 甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１１号 

   甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例 

 甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（令和元年６月条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「 

 第３章 医療型児童発達支援 

  第１節 基本方針（第６８条）           「 

  第２節 人員に関する基準（第６９条・第７０条） を 第３章 削除 に改 

  第３節 設備に関する基準（第７１条）              」 

  第４節 運営に関する基準（第７２条～第７８条） 

                         」 

める。 

 第２条第１号中「第６条の２の２第９項」を「第６条の２の２第８項」に、同条

第２号及び第１０号中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事

業者」に改め、同条第１３号中「、第６８条に規定する指定医療型児童発達支援の

事業」を削る。 

 第３条ただし書中「第６条の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援」を

「第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援」に改める。 

 第４条（見出しを含む。）中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通

所支援事業者」に改める。 
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 第６条中「指導及び訓練」を「支援をし、又はこれに併せて治療（上肢、下肢又

は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。）」に改

める。 

 第８条第４項を削り、同条第３項中「前項」を「第２項」に改め、同項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を行う

場合には、医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所として必要と

される数の従業者を置かなければならない。 

 第８条第５項を削り、同条第６項中「第３項」を「前項」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第７項中「、第４項第１号」を削り、同項を同条第６項とし、同条

第８項中「から第５項まで（第１項第１号を除く。）」を「（第１号を除く。）、

第２項及び第４項」に改め、同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加え

る。 

８ 第３項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の

保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従

事させることができる。 

 第８条第９項中「前項」を「前２項」に改める。 

 第９条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該指定児童発達支援事業所以

外」に改める。 

 第１１条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第２項中「指導

訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。 

 第１２条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、「以下この項におい

て同じ。」を削り、「及び便所」を「、便所及び静養室」に改め、同項ただし書を

削り、同条第３項を削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項ただし

書を削り、同項第１号中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する設備

（医務室を除く。）に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設け

なければならない。 
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 第１２条第４項中「前項」を「第２項」に、「、併せて」を「、第２項に掲げる

設備を除き、併せて」に改める。 

 第１３条ただし書中「指定児童発達支援事業所」の次に「（児童発達支援センタ

ーであるものを除く。）」を加える。 

 第２５条第２項中「当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額」を

「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を

加える。 

 ⑴ 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費

用基準額 

 ⑵ 治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体

不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３

条第２項第１号に規定する食事療養をいう。）を除く。以下同じ。）に係るも

のにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用

の額 

 第２６条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に

改める。 

 第２７条第１項中「の支給」を「又は肢体不自由児通所医療費の支給」に、「の

額」を「及び肢体不自由児通所医療費の額」に改める。 

 第２８条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（指定児童発達支援の取扱

方針）」を付し、同条第１項中「次条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同条

第５項中「前項の評価及び改善の内容を」を「自己評価及び保護者評価並びに前項

に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、」に改め、同項を同条第７項と

し、同条第４項中「自ら評価」を「指定児童発達支援事業所の従業者による評価を

受けた上で、自ら評価（以下この条において「自己評価」という。）」に、「保護

者による評価」を「通所給付決定保護者（以下この条において「保護者」とい

う。）による評価（以下この条において「保護者評価」という。）」に改め、同項

を同条第６項とし、同条第３項を同条第５項とし、同条第２項を同条第３項とし、

同項の次に次の１項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえ

た指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同
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じ。）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の

適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に

関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。 

 第２８条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するた

めの配慮をしなければならない。 

 第２８条の次に次の２条を加える。 

第２８条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児

童発達支援プログラム（前条第４項に規定する領域との関連性を明確にした指定

児童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、インターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならない。 

 （障害児の地域社会への参加及び包摂の推進） 

第２８条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用する

ことにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすること

で、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域

社会への参加及び包摂（以下「インクルージョン」という。）の推進に努めなけ

ればならない。 

 第２９条第２項中「行い、」を「行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に

応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健

やかに育成されるよう」に改め、同条第４項中「指定児童発達支援の」を「第２８

条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児

童発達支援の」に改め、同条第５項中「障害児」の次に「の意見が尊重され、その

最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児」を加え、同条第７

項中「通所給付決定保護者」の次に「及び当該通所給付決定保護者に対して指定障

害児相談支援（法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）

を提供する者」を加える。 

 第３０条に次の１項を加える。 

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意
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思をできる限り尊重するよう努めなければならない。 

 第３２条の見出しを「（支援）」に改め、同条中「指導、訓練等」を「支援」に

改める。 

 第３７条中「特例障害児通所給付費」の次に「又は肢体不自由児通所医療費」を

加える。 

 第４１条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。 

 第４２条の２第３項中「保護者」を「通所給付決定保護者」に改める。 

 第４４条中「指定児童発達支援事業者は」を「指定児童発達支援事業者（治療を

行うものを除く。）は」に改める。 

 第５１条第１項中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改める。 

 第６２条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項中「指導訓

練」を「発達支援」に、「訓練に」を「支援に」に改める。 

 第３章を次のように改める。 

   第３章 削除 

第６８条から第７８条まで 削除 

 第７９条中「必要な訓練」を「必要な支援」に、「指導及び訓練」を「支援」に

改める。 

 第８２条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第２項中「指導

訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。 

 第８８条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項中「指導訓

練」を「発達支援」に、「訓練に」を「支援に」に改める。 

 第９２条第２項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に、「の指導、知識

技能の付与」を「及び知識技能の習得」に、「必要な訓練」を「必要な支援」に改

め、「以下」の次に「この項において単に」を加え、「訓練等」を「支援」に、

「）を行い、及び」を「）を行い、並びに」に、「又は職業教育」を「若しくは職

業教育」に改める。 

 第９８条中「第４項及び第５項を除く。）」を「第６項及び第７項を除く。）、

第２８条の２」に、「第４９条、第５１条、第５２条」を「第４９条から第５２条

まで」に、「、第５４条から第５６条まで及び第７７条」を「及び第５４条から第

５６条まで」に、「読み替える」を「、第２９条第４項中「第２８条第４項に規定
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する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第２８

条第４項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第５０条第１項中「行わなけ

ればならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替える」に改

める。 

 第１０３条中「第４項及び第５項を除く。）」を「第４項を除く。）、第２８条

の３」に、「第４９条、第５１条、第５２条」を「第４９条から第５２条まで」に

改め、「、第７７条」を削り、「第４５条第１項」を「第２８条第６項中「を受け

て」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問

支援を行うに当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。）による評価

（以下「訪問先施設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中「障害児及びそ

の保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第

７項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先

施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、

第２９条第４項中「第２８条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョ

ンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条

第５項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当

者等」と、第４５条第１項」に、「第５６条第２項第２号」を「第５０条第１項中

「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第  

５６条第２項第２号」に改める。 

 第１０４条第１項中「第３項及び第６項を除く。 ) 、第６９条」を「第４項及び

第５項を除く。）」に、「第４項」を「第３項」に、「同項第１号中「指定児童発

達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第５項中「指定児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第７項中「指定児童発達支援」とある

のは「指定通所支援」と、同条第８項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」」

を「同条第６項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第７

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発

達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第８項中「当該指定児童発達支

援事業所」とあるのは「当該多機能型事業所」」に改め、「、第６９条第１項中

「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、並びに同
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条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と」を削る。 

 第１０６条第１項中「、第７２条」を削り、同条第２項中「、第７２条」を削

り、「、指定医療型児童発達支援又は」を「又は」に改め、「、指定医療型児童発

達支援の事業」を削り、同条第３項及び第４項中「、第７２条」を削る。 

 第１０７条第１項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事

業者」に改め、「、第７８条」を削り、同条第２項中「指定障害児通所支援事業者

等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第５１条第１項の改正

規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部

を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施

行の日から施行する。 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。以下「一部改正

法」という。）附則第４条第１項の規定により一部改正法第２条の規定による改

正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第２１条の５の３第１項の

指定を受けたものとみなされているものについては、この条例による改正後の甲

府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（以下「改正後の条例」という。）第８条の規定にかかわらず、令和９年３月  

 ３１日までの間、なお従前の例によることができる。 

３ 一部改正法附則第４条第１項の規定により新児童福祉法第２１条の５の３第１

項の指定を受けたものとみなされているものについては、改正後の条例第１２条

の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

４ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の甲府市指定

通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「改

正前の条例」という。）第８条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定

児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障害児を通わせ

る指定児童発達支援事業所については、改正後の条例第８条及び第１３条の規定

にかかわらず、令和９年３月３１日までの間、なお従前の例によることができ

る。 

- 48 -- 48 -



 

５ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の条例第８条第４項に規定す

る主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する

主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、改正後

の条例第１２条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができ

る。 

６ 改正後の条例第２８条の２（改正後の条例第６０条、第６４条、第８５条、第

８６条、第９０条及び第９８条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、令和７年３月３１日までの間、第２８条の２中「公表しなければ」と

あるのは「公表するよう努めなければ」とする。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１２号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１０条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者

（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」とい

う。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１号ア中

「（一般被保検者に係るものに限る。）」を削り、同号イ中「第２２条」を「第７

条」に改め、「県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、」を削 

り、同号カを次のように改める。 

  カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）を除く。） 

 第１０条の３第２号イ中「第２２条」を「第７条」に改め、同号ウ及びエを次の

ように改める。 

  ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金の額 

  エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２

第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 第１１条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被保険

者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一
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般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被

保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

 第１２条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被保険

者」を「被保険者」に改める。 

 第１３条の２第１項中「又は第１４条の２」を削り、同項第２号中「２９万円」

を「２９万５，０００円」に改め、同項第３号中「５３万５，０００円」を「５４

万５，０００円」に改め、同条第４項中「又は第１４条の２」及び「又は第１４条

の５の６」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改め、同条第５項中「又は第 

１４条の２」を削る。 

 第１３条の４第１項中「又は第１４条の４」を削り、同条第３項中「又は第１４

条の４」及び「又は第１４条の５の８」を削り、同条第４項第１号中「又は第１４

条の４」を削り、同条第６項中「又は第１４条の４」及び「又は第１４条の５の  

８」を削る。 

 第１３条の５第１項中「又は第１４条の２」を削り、同条第３項中「又は第１４

条の２」及び「又は第１４条の５の６」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改

め、同条第４項及び第５項中「又は第１４条の２」を削り、同条第７項中「又は第

１４条の２」及び「又は第１４条の５の６」を削り、「２２万円」を「２４万円」

に改め、同条第８項中「又は第１４条の２」を削る。 

 第１４条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項各号列記以外の

部分及び同項第１号中「一般被保険者に係る」を削り、同項第２号中「一般被保険

者に係る」を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第３号ア中

「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に改める。 

 第１４条の２から第１４条の５までを次のように改める。 

第１４条の２から第１４条の４の２まで 削除 

 （基礎賦課限度額） 

第１４条の５ 第１１条の基礎賦課額は、６５万円を超えることができない。 

 第１４条の５の２の見出し及び同条中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１

号中「であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条

第２号ア中「第２２条」を「第７条」に改め、同号イ中「法附則第９条第１項の規

定により読み替えられた」を削る。 
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 第１４条の５の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一

般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改 

め、「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世

帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

 第１４条の５の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保

険者」を「被保険者」に改める。 

 第１４条の５の５の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者

に係る」を削り、同項第１号及び第２号中「一般被保険者」を「被保険者」に改  

め、同項第３号ア中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保

険者が」に改める。 

 第１４条の５の６から第１４条の５の１０までを次のように改める。 

第１４条の５の６から第１４条の５の９まで 削除 

 （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１４条の５の１０ 第１４条の５の３の後期高齢者支援金等賦課額は、２４万円

を超えることができない。 

 第１４条の６第２号ア中「第２２条」を「第７条」に改め、同号イ中「法附則第

９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 

 第１６条の２第１項中「若しくは特例対象被保険者等でなくなった」、「、第  

１４条の２」及び「若しくは第１４条の５の６」を削り、「又は減少」を「若しく

は減少」に改め、「場合を除く。）」の次に「又は特例対象被保険者等となった場

合」を加え、「若しくは第１４条の４」及び「若しくは特例対象被保険者等ではな

くなった」を削り、同条第２項中「、第１４条の２、」を「若しくは」に改め、

「若しくは第１４条の５の６」及び「若しくは第１４条の４」を削る。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以後の 

年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 
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 甲府市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１３号 

   甲府市介護保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市介護保険条例（平成１２年３月条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」

に改め、同項第１号中「３万８，８９０円」を「３万５，３８０円」に改め、同項

第１号の２中「５万４，４４０円」を「５万３，２７０円」に改め、同項第２号中

「５万８，３３０円」を「５万３，６６０円」に改め、同項第５号イ及び第６号イ

中「第９号イ」の次に「、第９号の２イ」を加え、同項第７号ア中「２１０万円」

を「２００万円」に改め、同号イ中「第９号イ」の次に「、第９号の２イ」を加

え、同項第８号ア中「３２０万円」を「２９０万円」に改め、同号イ中「次号イ」

の次に「、第９号の２イ」を加え、同項第９号イ中「次号イ」の次に「、第１０号

イ」を加え、同号の次に次の１号を加える。 

⑼の２ 次のいずれかに該当する者 １５万５，５６０円 

ア 合計所得金額が４２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１１号イ又は第１２号

イに該当する者を除く。） 

第６条第１項第１０号中「１５万５，５６０円」を「１６万３，３３０円」に改

め、同項第１１号中「１６万３，３３０円」を「１７万８，８９０円」に改め、同

項第１２号中「１７万１，１１０円」を「１９万４，４５０円」に改め、同項第  
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１３号中「１７万８，８９０円」を「２０万２，２２０円」に改め、同条第２項中

「２万３，３４０円」を「２万２，１７０円」に改め、同条第３項中 

「３万８，８９０円」を「３万７，７３０円」に改め、同条第４項中 

「５万４，４５０円」を「５万３，２８０円」に改める。 

第９条第３項中「第９号イ」の次に「、第９号の２イ」を加え、「第４号まで」

を「第５号まで」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の

例による。 
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 甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する等の条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１４号 

   甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する等の条例 

 （甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第１条 甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成３１年３月条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２４条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次の２号

を加える。 

  ⑶ 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはなら

ない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第３４条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 

  第４３条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号
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とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第２４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第４７条ただし書及び第５３条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第５７条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第６１条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 第５７条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第６４条ただし書及び第１０４条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１０８条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次の２

号を加える。 

  ⑶ 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第１１６条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第１０８条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第１１９条中「から第４号までの規定」を「、第４号及び第５号」に改める。 

  第１２１条ただし書及び第１３７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１４３条第４項中「（身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をい
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う。以下同じ。）」を削り、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項の次に次

の１項を加える。 

 ６ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

  ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

  第１５４条の次に次の１条を加える。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

 第１５４条の２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事

業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に

資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。 

  第１６２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

  第１６７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理
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等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

  第１７４条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１８０条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号に該当するものを除

く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号中「前２号」を「前号」に

改め、「及び入院患者」を削り、同号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４

号とする。 

  第１８１条第１項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型医療施設で

あるものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号を同項第３号

とし、同項第５号を同項第４号とし、同条第２項中「前項第３号及び第４号」を

「前項第２号及び第３号」に、「前項に」を「同項に」に改める。 

  第１８２条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の老人性認知

症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以

下同じ。）」を削る。 

  第１８４条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

  ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

  第１９２条第２号中「若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院」を「又は診療所」に、「又は老人性認知症疾患療養病棟に係る」を「に係

る」に改める。 

  第１９４条中「及び第１５４条」を「、第１５４条及び第１５４条の２」に改

める。 

  第１９７条第１項中「ユニット型指定短期入所療養介護の」を「介護老人保健
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施設であるユニット型指定短期入所療養介護の」に、「次のとおり」を「法に規

定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人

保健施設に関するものに限る。）を有すること」に改め、同項各号を削り、同条

第２項中「第１６０条第１項に規定する設備」を「第１６０条第１項から第４項

までに規定する設備」に、「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第１項の次に次の３項を加える。 

 ２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備

に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 

  ⑴ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、

ユニット及び浴室を有しなければならない。 

  ⑵ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユ

ニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければ

ならない。 

   ア ユニット 

    （ア）  病室 

     ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期

入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることがで

きること。 

     ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共

同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利

用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えな

いものとすること。 

     ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。

ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上と

すること。 

     ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

    （イ）  共同生活室 

     ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわ

しい形状を有すること。 
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     ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とするこ

と。 

     ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

    （ウ）  洗面設備 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

     ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

    （エ） 便所 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

     ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者

が使用するのに適したものとすること。 

   イ 廊下幅  

     １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７メート

ル以上とすること。 

   ウ 機能訓練室  

     内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及

び器具を備えること。 

   エ 浴室  

     身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

  ⑶ 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養

介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する

指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

  ⑷ 第２号ア（イ） の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５

０号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

  ⑸ 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指

定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けることとする。 

 ３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 

  ⑴ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所
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は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

  ⑵ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の

ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなけれ

ばならない。 

   ア ユニット 

    （ア）  病室 

     ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期

入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることがで

きること。 

     ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共

同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利

用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えな

いものとすること。 

     ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。

ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上と

すること。 

     ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

    （イ）  共同生活室 

     ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわ

しい形状を有すること。 

     ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とするこ

と。 

     ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

    （ウ）  洗面設備 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

     ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

    （エ）  便所 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 
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     ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者

が使用するのに適したものとすること。 

   イ 廊下幅  

     １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７メート

ル以上とすること。 

   ウ 機能訓練室  

     機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備える

こと。 

   エ 浴室  

     身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

  ⑶ 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養

介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する

指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

  ⑷ 第２号ア（イ） の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４において準用

する同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

  ⑸ 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型

指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備を設けることとする。 

 ４ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基

準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型

介護医療院に関するものに限る。）を有することとする。 

  第１９９条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 
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  第２０４条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

  第２０５条中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

  第２０８条に次の１項を加える。 

 ９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア及び第２

項第２号アの規定の適用については、これらの規定中「１」とあるのは

「０．９」とする。 

  ⑴ 第２２６条において準用する第１５４条の２に規定する委員会において、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため

の取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の

実施を定期的に確認すること。 

   ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

   イ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

   ウ 緊急時の体制整備 

   エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において

「介護機器」という。）の定期的な点検 

   オ 特定施設従業者に対する研修 

  ⑵ 介護機器を複数種類活用していること。 

  ⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るた

め、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

  ⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取

組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認め

られること。 

  第２０９条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２１７条の次に次の１条を加える。 

  （口腔
くう

衛生の管理） 

 第２１７条の２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔
くう

の健康の

保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
くう

衛生の管理体制

を整備し、各利用者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行わなければな
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らない。 

  第２２３条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

 ２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を

定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努

めなければならない。 

  ⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機

関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

 ４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定す

る第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感

染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれ

ばならない。 

 ５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療

機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

 ６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合に

おいては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努

めなければならない。 

  第２２６条中「及び第１４７条」を「、第１４７条及び第１５４条の２」に改

める。 

  第２３０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２３９条第１項中「介護保険法施行令」の次に「（平成１０年政令第４１２
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号）」を加える。 

  第２４０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２４４条中第６号を第９号とし、第５号を第８号とし、第４号を第５号と

し、同号の次に次の２号を加える。 

  ⑹ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 

  ⑺ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第２４４条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１

号を加える。 

  ⑵ 法第８条第１２項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第 

   １３項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対象

福祉用具」という。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者

が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できること

について十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報

を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サ

ービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規

定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利

用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

  第２４５条第１項中「内容」の次に「、福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期」を加え、同条第

６項を同条第８項とし、同条第５項中「福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用

具貸与計画の実施状況の把握を行い」を「モニタリングの結果を踏まえ」に改

め、同項を同条第７項とし、同条第４項の次に次の２項を加える。 

 ５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うも

のとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に少なくと

も１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとす

る。 
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 ６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービス

の提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しな

ければならない。 

  第２５０条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単 

 に「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同

条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。 

  第２５１条第２項中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第２４４条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第２５２条中「第１１１条第１項、第２項及び第４項中「通所介護従業者」と

あるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第２項」を「第１１１条第２項」に改

め、「サービスの利用」と」の次に「、同条第４項中「通所介護従業者」とある

のは「福祉用具専門相談員」と」を加える。 

  第２５４条中「第１１１条第１項、第２項及び第４項中「通所介護従業者」と

あるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第２項」を「第１１１条第２項」に改

め、「サービスの利用」と」の次に「、同条第４項中「通所介護従業者」とある

のは「福祉用具専門相談員」と」を加える。 

  第２５７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２６２条中第４号を第８号とし、第３号を第４号とし、同号の次に次の３号

を加える。 

  ⑸ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等

からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努める

とともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものと

する。 

  ⑹ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等
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を行ってはならない。 

  ⑺ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第２６２条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が

指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることに

ついて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を

提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サー

ビス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定

する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用

者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

  第２６３条に次の１項を加える。 

 ５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に

当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記

載した目標の達成状況の確認を行うものとする。 

  第２６４条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第２６２条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第２６５条中「第１１１条第１項、第２項及び第４項中「通所介護従業者」と

あるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第２項」を「第１１１条第２項」に改

め、「サービスの利用」と」の次に「、同条第４項中「通所介護従業者」とある

のは「福祉用具専門相談員」と」を加える。 

第２条 甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を次のように改正する。 

  第６９条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第７５条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って
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はならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第８１条第２項中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号

とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  ⑸ 第７５条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第８４条第３項中「第６０条第１項に規定する人員」を「第６０条第１項から

第３項までに規定する人員」に、「、第１項」を「、前３項」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定訪問リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法第  

  ４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護

医療院である場合については、甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第４９号。以下

「介護老人保健施設基準条例」という。）第４条又は甲府市介護医療院の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条

例第５０号。以下「介護医療院基準条例」という。）第５条に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

  第８８条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第８９条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを

受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の
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作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等

により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならな

い。 

  第９１条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号

とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第８８条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第９８条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを２号ずつ繰り

下げ、第３号の次に次の２号を加える。 

  ⑷ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

  ⑸ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第９８条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第６号までを２号ずつ繰り

下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第９８条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次

の２号を加える。 

  ⑶ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第１００条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３

号とし、第１号の次に次の１号を加える。 
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  ⑵ 第９８条第１項第５号、第２項第４号及び第３項第４号の規定による身体

的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

  第１２５条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」を「前各項」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 指定通所リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法第  

  ４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護

医療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第４条又は介護医療

院基準条例第５条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

  第１２８条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次の２

号を加える。 

  ⑶ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第１２９条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、

同条第５項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次に

次の１項を加える。 

 ４ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した

利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関

が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビ

リテーションの情報を把握しなければならない。 

  第１３３条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第１２８条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第１８１条第１項第１号中「甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第４９号）」を「介
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護老人保健施設基準条例」に改め、同項第４号中「甲府市介護医療院の人員、施

設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第５０

号）」を「介護医療院基準条例」に改める。 

 （甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第３条 甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例（平成３０年３月条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援セン

ター」という。）」を加える。 

  第４条第２項中「数が３５」を「数（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護

予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の規定によ

り地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受け

て、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第５８条第１項

に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第１５条第２９号において

同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者

の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数

を加えた数。次項において同じ。）が４４」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健

康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称

で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービ

ス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を

配置している場合における第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が４９

又はその端数を増すごとに１とする。 

  第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、「、前６月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅

サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所におい
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て作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに

同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供

されたものが占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項中

「第４項の」を「第５項の」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各

号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５項

第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第

４項中「第６項」を「第８項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉

用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６

月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位

置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又

は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき

説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

  第１５条第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑵の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っ

てはならない。 

  ⑵の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第１５条第１４号中「主治の医師若しくは歯科医師」を「主治の医師等」に改

め、同条第１５号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号イを同号ウと

し、同号アの次に次のように加える。 

   イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に１

回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪
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問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接する

ことができるものとする。 

    （ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利

用者の同意を得ていること。 

    （イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

     ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

     ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができる

こと。 

     ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

  第１５条第２９号中「基づき、」の次に「地域包括支援センターの設置者であ

る」を加える。 

  第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。 

  第３１条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号

とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第１５条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 （甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第４条 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第５項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし

書中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所」に、「施設」を「敷地」に改める。 

  第８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 
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  第２５条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次に次の

２号を加える。 

  ⑻ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。 

  ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第３５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。 

  第４３条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第４

号中「第２７条第１１項」を「第２７条第１０項」に改め、同項第７号中「に規

定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号

の次に次の１号を加える。 

  ⑸ 第２５条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第４８条第３項ただし書中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応型

訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号を第１１号と

し、同条第５項ただし書及び第６項中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜

間対応型訪問介護事業所」に改める。 

  第４９条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

  第５２条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、

第４号の次に次の２号を加える。 

  ⑸ 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
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等を行ってはならない。 

  ⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第５９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同

項第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第５２条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第６０条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６０条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の

２号を加える。 

  ⑸ 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

  ⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第６０条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第６０条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第６０条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６０条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号

とし、第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行
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ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第６０条の３７第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

  ⑷ 第６０条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第６３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６６条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部を改正

する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条

第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

  第６７条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

  第７１条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号

を加える。 

  ⑸ 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

  ⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第７２条第１項中「及び次条」を削る。 

  第８０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６

号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第７１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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  第８３条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるもの

に限る。）」を削る。 

  第８４条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設す

る前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地

内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介

護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行ってい

る場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第

１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１

号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改め、同条

第３項中「第１１３条」の次に「、第１９３条第３項」を加える。 

  第９３条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条第６号中「前項」を

「前号」に改め、同条第８号を同条第９号とし、同条第７号を同条第８号とし、

同条第６号の次に次の１号を加える。 

  ⑺ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

   ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

   イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

  第１０７条の次に次の１条を加える。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

 第１０７条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能
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型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生

産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

  第１０８条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

  第１１２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指

定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所」を削る。 

  第１２２条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等に

より」を削る。 

  第１２６条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。 

 ２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

  ⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

 ４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定

する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同

条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以

下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 
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 ５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医

療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

 ６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居さ

せることができるように努めなければならない。 

  第１２８条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

  第１２９条中「及び第１０５条」を「、第１０５条及び第１０７条の２」に改

める。 

  第１３１条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を加

える。 

 １１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規定

の適用については、当該規定中「１」とあるのは「０．９」とする。 

  ⑴ 第１５０条において準用する第１０７条の２に規定する委員会において、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため

の取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の

実施を定期的に確認していること。 

   ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

   イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

   ウ 緊急時の体制整備 

   エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において

「介護機器」という。）の定期的な点検 

   オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

  ⑵ 介護機器を複数種類活用していること。 

  ⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るた

め、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

  ⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取

組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認め
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られること。 

  第１３２条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１４８条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

 ２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定め

るように努めなければならない。 

  ⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあ

った場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

 ４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。 

 ５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協 

  定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

 ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させる

ことができるように努めなければならない。 

  第１４９条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

  第１５０条中「及び第１００条」を「、第１００条及び第１０７条の２」に改

める。 

  第１５２条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援専

門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

  第１５３条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第 
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 ２０５号）」を加える。 

  第１６６条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師

及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を

得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応

じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

  第１６７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１６８条第５号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」を

「の記録を行う」に改め、同条第６号中「に規定する」を「の規定による」に、

「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」を「の

規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改める。 

  第１７３条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治

療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を

満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただし書

及び各号を加える。 

   ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

  ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を、常時確保していること。 

  ⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院

を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保して

いること。 

  第１７３条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

 ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間

で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、市長に届け出なければならない。 
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 ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機

関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

 ５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。 

  第１７７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

  第１７８条中「及び第６０条の１７第１項から第５項まで」を「、第６０条の

１７第１項から第５項まで及び第１０７条の２」に改める。 

  第１８８条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

  第１９０条中「第５項まで」の次に「、第１０７条の２」を加える。 

  第１９２条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

  第１９３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を

削る。 

  第１９８条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において、

又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び

機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中第１１号

を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次

の１号を加える。 

  ⑺ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

   ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する
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とともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知

徹底を図ること。 

   イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

  第２０２条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

  第２０３条中「及び第１０７条」を「、第１０７条及び第１０７条の２」に改

める。 

 （甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第５条 甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例（平成３１年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２９条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

  第３７条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 第３９条第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第３９条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘
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束等を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第４１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６７条第１号中「第４条」を「第４条第１項」に改め、「担当職員」の次に

「及び同条第２項に規定する介護支援専門員」を、「指定介護予防サービス等を

いう。」の次に「第２１８条第４号及び第２３２条第３号において同じ。」を加

える。 

  第９６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１０２条第１項中「（身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をい

う。以下同じ。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

  第１０５条第２項中「第４条に規定する担当職員」を「第４条第１項に規定す

る担当職員及び同条第２項に規定する介護支援専門員」に改める。 

  第１０７条の次に次の１条を加える。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

 第１０７条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生

活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 
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  第１２４条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施

設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

  第１３６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１４２条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号に該当するものを除

く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号中「前２号」を「前号」に

改め、「及び入院患者」を削り、同号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４

号とする。 

  第１４３条第１項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型医療施設で

あるものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号を同項第３号

とし、同項第５号を同項第４号とし、同条第２項中「前項第３号及び第４号」を

「前項第２号及び第３号」に改める。 

  第１４４条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の老人性認知

症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政

令の整理に関する政令（平成２３年政令第３７５号）第１条の規定による改正前

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号 ) 第４条第２項に規定する病床

により構成される病棟をいう。以下同じ。）」を削る。 

  第１４６条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

  第１４８条第２号中「若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院」を「又は診療所」に、「又は老人性認知症疾患療養病棟に係る」を「に係

る」に改める。 

  第１５０条中「及び第１０７条」を「、第１０７条及び第１０７条の２」に改
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める。 

  第１６０条第１項中「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」を「介護

老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」に、「次のと

おり」を「法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有すること」に改め、同項

各号を削り、同条第２項中「第１９７条第１項に規定する設備」を「第１９７条

第１項から第４項までに規定する設備」に、「前項」を「前各項」に改め、同項

を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。 

 ２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 

  ⑴ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

  ⑵ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさ

なければならない。 

   ア ユニット 

    （ア） 病室 

     ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定介護

予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とする

ことができること。 

     ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共

同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利

用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えな

いものとすること。 

     ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。

ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上と

すること。 

     ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

    （イ） 共同生活室 

     ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ
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トの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわ

しい形状を有すること。 

     ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とするこ

と。 

     ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

    （ウ） 洗面設備 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

     ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

    （エ） 便所 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

     ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者

が使用するのに適したものとすること。 

   イ 廊下幅  

     １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７メート

ル以上とすること。 

   ウ 機能訓練室  

     内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及

び器具を備えること。 

   エ 浴室  

     身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

  ⑶ 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期

入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者

に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限

りでない。 

  ⑷ 第２号ア（イ）の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

  ⑸ 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備を設けることとする。 
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 ３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 

  ⑴ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

  ⑵ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満た

さなければならない。 

   ア ユニット 

    （ア） 病室 

     ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定介護

予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とする

ことができること。 

     ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共

同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利

用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えな

いものとすること。 

     ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上とすること。

ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．３平方メートル以上と

すること。 

     ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

    （イ） 共同生活室 

     ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわ

しい形状を有すること。 

     ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とするこ

と。 

     ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

    （ウ） 洗面設備 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 
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     ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

    （エ） 便所 

     ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

     ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者

が使用するのに適したものとすること。 

   イ 廊下幅  

     １．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７メート

ル以上とすること。 

   ウ 機能訓練室  

     機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備える

こと。 

   エ 浴室  

     身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

  ⑶ 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期

入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者

に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限

りでない。 

  ⑷ 第２号ア（イ）の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４において準用す

る同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

  ⑸ 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際し

て必要な設備を設けることとする。 

 ４ 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に

関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護医療院に関するものに限る。）を有することとする。 

  第１６３条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施

設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

  第１６４条中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

  第１７２条に次の１項を加える。 
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 ９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア及び第２

項第２号アの規定の適用については、これらの規定中「１」とあるのは

「０．９」とする。 

  ⑴ 第１８５条において準用する第１０７条の２に規定する委員会において、

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため

の取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の

実施を定期的に確認していること。 

   ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

   イ 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

   ウ 緊急時の体制整備 

   エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において

「介護機器」という。）の定期的な点検 

   オ 介護予防特定施設従業者に対する研修 

  ⑵ 介護機器を複数種類活用していること。 

  ⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るた

め、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

  ⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取

組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認め

られること。 

  第１７３条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１７８条の次に次の１条を加える。 

  （口腔
くう

衛生の管理） 

 第１７８条の２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔
くう

の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
くう

衛生の

管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行わな

ければならない。 

  第１８２条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

 ２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医

療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定める

ように努めなければならない。 
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  ⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協

力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

 ４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項

に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新

感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努

めなければならない。 

 ５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定

指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

 ６ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となっ

た場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させること

ができるように努めなければならない。 

  第１８５条中「第３６条まで (第３４条第２項を除く。 )」を「第３３条ま

で、第３５条から第３６条まで」に、「及び第１０６条」を「、第１０６条及び

第１０７条の２」に、「第３５条の２第１号及び第３号並びに第２９条第１項」

を「第２９条第１項並びに第３５条の２第１号及び第３号」に、「同項」を「第

２９条第１項」に改める。  

  第１９６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２０２条中「第３６条まで（第３４条第２項を除く。）」を「第３３条ま

で、第３５条から第３６条まで」に、「第１７９条まで」を「第１７８条まで、

第１７９条」に改める。 
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  第２０６条第１項中「介護保険法施行令」の次に「（平成１０年政令第４１２

号）」を加える。 

  第２０７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２１４条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において単

に「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同

条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

  第２１５条第２項中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 第２１８条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第２１８条中第７号を第１０号とし、第６号を第７号とし、同号の次に次の２

号を加える。 

  ⑻ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

  ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第２１８条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１

号を加える。 

  ⑷ 法第８条の２第１０項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条

第１１項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対

象福祉用具」という。）に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売

のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当

該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予

防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏
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まえ、提案を行うものとする。 

  第２１９条第１項中「期間」の次に「、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況

の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期」を加え、

同条第５項中「当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条に

おいて「モニタリング」という。）」を「モニタリング」に改め、同項に次のた

だし書を加える。 

   ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に

少なくとも１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うも

のとする。 

  第２２４条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２２９条第２項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰

り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 第２３２条第８号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第２３２条中第５号を第９号とし、第４号を第５号とし、同号の次に次の３号

を加える。 

  ⑹ 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、

利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよ

う努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努め

るものとする。 

  ⑺ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

  ⑻ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第２３２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、

利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のい

ずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選
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択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サ

ービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏ま

え、提案を行うものとする。 

  第２３３条に次の１項を加える。 

 ５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売

の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護

予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。 

第６条 甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を次のように改正する。 

  第４６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第５４条第２項中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号

とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  ⑸ 第５７条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第５７条第１５号中「及び第１０号」を「、第９号及び第１２号」に改め、同

号を同条第１７号とし、同条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同

号を同条第１６号とし、同条中第１３号を第１５号とし、第８号から第１２号ま

でを２号ずつ繰り下げ、第７号の次に次の２号を加える。 

  ⑻ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

  ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第５８条第４項中「前条第１５号」を「前条第１７号」に改める。 

  第６０条第３項中「第８４条第１項に規定する人員」を「第８４条第１項から

第３項までに規定する人員」に、「、第１項」を「、前３項」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１の規定に
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より準用される法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文の指定が

あったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合について

は、甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例（平成３０年１２月条例第４９号。以下「介護老人保健施設基準条

例」という。）第４条又は甲府市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営

に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第５０号。以下「介護医療

院基準条例」という。）第５条に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

  第６４条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号

とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第６７条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第６７条第１４号中「第１２号」を「第１５号」に改め、同号を同条第１７号

とし、同条中第１３号を第１６号とし、第９号から第１２号までを３号ずつ繰り

下げ、第８号を第９号とし、同号の次に次の２号を加える。 

  ⑽ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

  ⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第６７条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第５号」を「第６号」に改

め、同号を同条第７号とし、同条第５号を同条第６号とし、同条第４号の次に次

の１号を加える。 

  ⑸ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーション

を受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテー

ション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーショ

ン実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握

しなければならない。 

  第７３条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 
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  ⑵ 第７６条第１項第４号、第２項第４号及び第３項第４号の規定による身体

的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

  第７６条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを２号ずつ繰り

下げ、同項第３号中「前号」を「第２号」に改め、同号を同項第５号とし、第２

号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第７６条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第６号までを２号ずつ繰り

下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑶ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第７６条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次

の２号を加える。 

  ⑶ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

  ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第７８条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」を「前各項」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１の規定に

より準用される法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文の指定が

あったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合について
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は、介護老人保健施設基準条例第４条又は介護医療院基準条例第５条に規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

  第８８条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号

とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第９１条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第９１条第１３号中「第１１号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号

とし、同条中第１２号を第１５号とし、第９号から第１１号までを３号ずつ繰り

下げ、第８号を第９号とし、同号の次に次の２号を加える。 

  ⑽ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

  ⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第９１条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第５号」を「第６号」に改

め、同号を同条第７号とし、同条第５号を同条第６号とし、同条第４号の次に次

の１号を加える。 

  ⑸ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院し

た利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、

当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用

者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

  第１４３条第１項第１号中「甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第４９号）」を「介

護老人保健施設基準条例」に改め、同項第４号中「甲府市介護医療院の人員、施

設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第５０

号）」を「介護医療院基準条例」に改める。 

 （甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改

正） 
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第７条 甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成

２６年１２月条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」とい

う。）」を削り、「従業者」を「職員」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る

事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護

支援専門員を置かなければならない。 

  第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下

「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定す

る」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の

規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定によ

り置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第  

  １４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員（以下この項におい

て「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護

支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合について

は、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理

者とすることができる。 

 ４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

  ⑴ 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に

従事する場合 

  ⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支

援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

  第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介

護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章におい

て同じ。）」を加える。 
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  第１２条に次の２項を加える。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料の

ほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して

指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受

けることができる。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する

費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。 

  第１４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平成１１年厚生省令第

３６号）」を削り、同条第４号中「規定」の次に「（第３２条第２９号の規定を

除く。）」を加える。 

  第２３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。 

  第３０条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同

項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第５号とし、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。 

  ⑶ 第３２条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（第３２条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」とい

う。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 

  第３２条第２号の次に次の２号を加える。 

  ⑵の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 
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  ⑵の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第３２条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の

状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ウを同

号オとし、同号イ中「訪問しない月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ

電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号イを同号エ

とし、同号アの次に次のように加える。 

   イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開

始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単に

「期間」という。）について、少なくとも連続する２期間に１回、利用者

の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間におい

て、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。 

    （ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利

用者の同意を得ていること。 

    （イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

     ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

     ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができる

こと。 

     ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握で

きない情報について、担当者から提供を受けること。 

   ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があっ

たときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

  第３２条に次の１号を加える。 

  （２９） 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５条

の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合には、

その求めに応じなければならない。 

 （甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
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する基準を定める条例の一部改正） 

第８条 甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１０条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１

項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４５条第６項において同

じ。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第

２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型

医療施設」に改める。 

  第１１条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

  第３３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。 

  第４１条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６

号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 第４３条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第４３条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号

とし、同条中第１３号を第１５号とし、第１０号から第１２号までを２号ずつ繰

り下げ、第９号の次に次の２号を加える。 
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  ⑽ 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

  ⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第４５条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるもの

に限る。）」を削る。 

  第４６条第１項ただし書を次のように改める。 

   ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

  第５４条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

 ３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

  第６４条の次に次の１条を加える。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

 第６４条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の

向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質
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の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければ

ならない。 

  第６５条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

  第７３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定

小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

  第８０条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等によ

り」を削る。 

  第８４条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項

を加える。 

 ２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定め

るように努めなければならない。 

  ⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあ

った場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

 ４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７

項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新

感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努

めなければならない。 

 ５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協

定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間
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で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

 ６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

に速やかに入居させることができるように努めなければならない。 

  第８６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

  第８７条中「及び第６２条」を「、第６２条及び第６４条の２」に改める。 

 （甲府市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第９条 甲府市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

 ３１年３月条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条第５項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２６条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治療

を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院（当該養護老人ホームとの間で入所者が医療を必要とした際の連携協

力が合意されている病院をいう。）」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医

療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改

め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

   ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

  ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体

制を、常時確保していること。 

  ⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又は

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認めら

れた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

  第２６条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

 ２ 養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状

が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長
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に届け出なければならない。 

 ３ 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規

定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。 

 ５ 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当

該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければなら

ない。 

 （甲府市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第１０条 甲府市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成３０年１２月条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１０項中「指定地域密着型サービス基準条例」を「甲府市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年１２月条例第４１号）」に改める。 

  第２６条中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当

該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ２ 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年

に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時

等における対応方法の変更を行わなければならない。 

  第２７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第３５条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治療

を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院（当該指定介護老人福祉施設との間で入所者が医療を必要とした際の
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連携協力が合意されている病院をいう。以下同じ。）」を「次の各号に掲げる要

件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院

に限る。）」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

   ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

  ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を

行う体制を、常時確保していること。 

  ⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医

師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると

認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

  第３５条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

 ２ 指定介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を、市長に届け出なければならない。 

 ３ 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第

８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければならない。 

 ５ 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院し

た後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再

び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めな

ければならない。 

  第３６条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「認められる重要
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事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同

条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改

め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。 

  第４２条の２の次に次の１条を加える。 

  （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

 第４２条の３ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業

務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促

進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催しなければならない。 

  第５４条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。 

 （甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１１条 甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例（平成３０年１２月条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第６項第３号を次のように改める。 

  ⑶ 病院 栄養士又は管理栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。） 

  第１９条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

  第２６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第３４条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「協力病院

（当該介護老人保健施設との間で入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意

されている病院をいう。以下同じ。）」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力

医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に

改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 
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   ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

  ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。 

  ⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又

は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め

られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

  第３４条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

 ２ 介護老人保健施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市

長に届け出なければならない。 

 ３ 介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定

医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新

興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に

規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対

応について協議を行わなければならない。 

 ５ 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当

該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるように努めなければな

らない。 

  第３５条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「認められる重要

事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同

条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改

め、同条に次の１項を加える。 
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 ３ 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。 

  第４０条の２の次に次の１条を加える。 

  （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

 第４０条の３ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率

化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図る

ため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければな

らない。 

  第５３条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研

修を受講するよう努めなければならない。 

 （甲府市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第１２条 甲府市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３１年３月条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第３３条の２」を「第３３条の３」に改める。 

  第２４条中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当

該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ２ 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に

１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等

における対応方法の変更を行わなければならない。 

  第２５条第２項中「第３３条の２」を「第３３条の３」に改める。 

  第２９条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治療

を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院（当該特別養護老人ホームとの間で入所者が医療を必要とした際の連

携協力が合意されている病院をいう。）」を「次の各号に掲げる要件を満たす協

力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」
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に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

   ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

  ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師

又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認

められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

  第２９条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

 ２ 特別養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の

病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

市長に届け出なければならない。 

 ３ 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指

定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合

においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

 ５ 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した

後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなけれ

ばならない。 

  第３３条の２の次に次の１条を加える。 

  （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 
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 第３３条の３ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の

効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を

図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービス

の質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなけ

ればならない。 

  第４２条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る

研修を受講するよう努めなければならない。 

  第４４条中「第３３条の２」を「第３３条の３」に改める。 

  第４７条第１２項中「第１０３条」を「第１０３条第１項」に改める。 

  第５０条中「、第３３条及び第３３条の２」を「及び第３３条から第３３条の

３まで」に、「第３３条の２まで」を「第３３条の３まで」に改める。 

  第５４条中「、第３３条の２」を「から第３３条の３まで」に、「第３３条の

２まで」を「第３３条の３まで」に改める。 

 （甲府市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１３条 甲府市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

３１年３月条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第４項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２８条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

 ２ 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たって

は、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならな

い。 

  ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体

制を、常時確保していること。 

 ３ 軽費老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状

が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長

に届け出なければならない。 
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 ４ 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規

定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ５ 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。 

 ６ 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当

該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければなら

ない。 

  第２９条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

  第３６条第１項中「、交付」を削る。 

  附則第６条第５項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 （甲府市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第１４条 甲府市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例（平成３０年１２月条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

  第２７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第３５条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「協力病院

（当該介護医療院との間で入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意され

ている病院をいう。以下同じ。）」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医

療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に
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改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

   ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の

要件を満たすこととしても差し支えない。 

  ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を、常時確保していること。 

  ⑵ 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を、常時確保していること。 

  ⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は協力

医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた

入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

  第３５条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

 ２ 介護医療院は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急

変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届

け出なければならない。 

 ３ 介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療

機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感

染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定

する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応につ

いて協議を行わなければならない。 

 ５ 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当

該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護

医療院に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

  第３６条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「認められる重要

事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同

条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改

め、同条に次の１項を加える。 
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 ３ 介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。 

  第４１条の２の次に次の１条を加える。 

  （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置） 

 第４１条の３ 介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該介

護医療院における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

  第５４条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受

講するよう努めなければならない。 

 （甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１５条 甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例（令和３年３月条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第２条及び第３条を次のように改める。 

  （虐待の防止に係る経過措置） 

 第２条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、第１条の規定に

よる改正後の指定居宅サービス等基準条例（以下「新指定居宅サービス等基準

条例」という。）第３条第３項（新指定居宅サービス等基準条例第９４条第１

項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第

４１条の２（新指定居宅サービス等基準条例第１０１条において準用する場合

に限る。）並びに第４条の規定による改正後の指定介護予防サービス等基準条

例（以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第３条第３項（新

指定介護予防サービス等基準条例第６９条第１項に規定する指定介護予防居宅

療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第３５条の２（新指定介

護予防サービス等基準条例第７４条において準用する場合に限る。）の規定の
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適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように

努めなければ」とし、新指定居宅サービス等基準条例第９９条及び新指定介護

予防サービス等基準条例第７２条の規定の適用については、これらの規定中

「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程

を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要

事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

  （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

 第３条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、新指定居宅サー

ビス等基準条例第３２条の２（新指定居宅サービス等基準条例第１０１条にお

いて準用する場合に限る。）及び新指定介護予防サービス等基準条例第２７条

の２（新指定介護予防サービス等基準条例第７４条において準用する場合に限

る。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは

「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものと

する」とする。 

 （甲府市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の廃止） 

第１６条 甲府市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成３０年１２月条例第５１号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第６条

の規定は、同年６月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、第１条の規定に

よる改正後の甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（以下「新居宅サービス等基準条例」という。）第３４条第３項

（新居宅サービス等基準条例第４５条、第５０条、第６２条、第６６条、第８２

条、第９２条、第１０１条、第１１７条、第１１９条、第１２３条、第１３４

条、第１５６条（新居宅サービス等基準条例第１６９条において準用する場合を
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含む。）、第１７１条、第１７８条、第１９４条（新居宅サービス等基準条例第

２０６条において準用する場合を含む。）、第２２６条及び第２３７条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とある

のは「削除」と、新居宅サービス等基準条例第２５０条第３項（新居宅サービス

等基準条例第２５４条及び第２６５条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第３条の規

定による改正後の甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例（以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。）第２４条第３

項（新指定居宅介護支援等基準条例第３２条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第４

条の規定による改正後の甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下「新地域密着型サービス基準条例」とい

う。）第３５条第３項（新地域密着型サービス基準条例第６０条、第６０条の  

 ２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条、第１２９

条、第１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０３条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは「削除」と、第５条の規定による改正後の甲府市指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新介護予

防サービス等基準条例」という。）第２９条第３項（新介護予防サービス等基準

条例第４３条、第５５条、第６５条、第７４条、第８９条、第１０９条（新介護

予防サービス等基準条例第１２６条において準用する場合を含む。）、第１３３

条、第１４０条、第１５０条（新介護予防サービス等基準条例第１６５条におい

て準用する場合を含む。）、第１８５条及び第２０２条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とある
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のは「削除」と、新介護予防サービス等基準条例第２１４条第３項（新介護予防

サービス等基準条例第２２１条及び第２３０条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削

除」と、第７条の規定による改正後の甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例（以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。）第

２３条第３項（新指定介護予防支援等基準条例第３４条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削

除」と、第８条の規定による改正後の甲府市指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新地域密着型

介護予防サービス基準条例」という。）第３３条第３項（新地域密着型介護予防

サービス基準条例第６６条及び第８７条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則

として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削

除」と、第１０条の規定による改正後の甲府市指定介護老人福祉施設の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定介護老人福祉施設基準条

例」という。）第３６条第３項（新指定介護老人福祉施設基準条例第５６条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護老人福

祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」

とあるのは「削除」と、第１１条の規定による改正後の甲府市介護老人保健施設

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護老人

保健施設基準条例」という。）第３５条第３項（新介護老人保健施設基準条例第

５５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護

老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは「削除」と、第１３条の規定による改正後の甲府市軽費老人ホ

ームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新軽費老人ホーム基準条

例」という。）第２９条第３項（新軽費老人ホーム基準条例附則第１０条におい
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て準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「軽費老人ホーム

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とある

のは「削除」と、第１４条の規定による改正後の甲府市介護医療院の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護医療院基準条例」

という。）第３６条第３項（新介護医療院基準条例第５６条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重

要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とす

る。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

第３条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、新居宅サービス

等基準条例第１４３条第６項（新居宅サービス等基準条例第１７１条及び第  

 １７８条において準用する場合を含む。）、第１６２条第８項、第１８４条第６

項及び第１９９条第８項、新地域密着型サービス基準条例第９３条第７号及び第 

 １９８条第７号、新介護予防サービス等基準条例第１０２条第３項（新介護予防

サービス等基準条例第１２６条、第１３３条及び第１４０条において準用する場

合を含む。）及び第１４６条第３項（新介護予防サービス等基準条例第１６５条

において準用する場合を含む。）並びに新地域密着型介護予防サービス基準条例

第５４条第３項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあ

るのは「講じるよう努めなければ」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

第４条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新居宅サービス

等基準条例第１５４条の２（新居宅サービス等基準条例第１６９条、第１７１

条、第１７８条、第１９４条（新居宅サービス等基準条例第２０６条において準

用する場合を含む。）及び第２２６条において準用する場合を含む。）、新地域

密着型サービス基準条例第１０７条の２（新地域密着型サービス基準条例第  

 １２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０３条において準用す

る場合を含む。）、新介護予防サービス等基準条例第１０７条の２（新介護予防

サービス等基準条例第１２６条、第１３３条、第１４０条、第１５０条（新介護

予防サービス等基準条例第１６５条において準用する場合を含む。）及び第  
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 １８５条において準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予防サービス基準

条例第６４条の２（新地域密着型介護予防サービス基準条例第８７条において準

用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準条例第４２条の３（新指定

介護老人福祉施設基準条例第５６条において準用する場合を含む。）、新介護老

人保健施設基準条例第４０条の３（新介護老人保健施設基準条例第５５条におい

て準用する場合を含む。）、第１２条の規定による改正後の甲府市特別養護老人

ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新特別養護老人ホーム

基準条例」という。）第３３条の３（新特別養護老人ホーム基準条例第４４条、

第５０条及び第５４条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準条

例第４１条の３（新介護医療院基準条例第５６条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは「す

るよう努めなければ」とする。 

 （口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置） 

第５条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新居宅サービス

等基準条例第２１７条の２及び新介護予防サービス等基準条例第１７８条の２の

規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう

努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

第６条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新地域密着型サ

ービス基準条例第１７３条第１項（新地域密着型サービス基準条例第１９０条に

おいて準用する場合を含む。）、第９条の規定による改正後の甲府市養護老人ホ

ームの設備及び運営に関する基準を定める条例第２６条第１項、新指定介護老人

福祉施設基準条例第３５条第１項（新指定介護老人福祉施設基準条例第５６条に

おいて準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準条例第３４条第１項

（新介護老人保健施設基準条例第５５条において準用する場合を含む。）、新特

別養護老人ホーム基準条例第２９条第１項（新特別養護老人ホーム基準条例第  

 ４４条、第５０条及び第５４条において準用する場合を含む。）及び新介護医療

院基準条例第３５条第１項（新介護医療院基準条例第５６条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」

とあるのは「定めておくよう努めなければ」とする。 
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 甲府市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１５号 

   甲府市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一

部を改正する条例 

 甲府市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例（令和５

年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   甲府市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例 

 第１条中「、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市建築基準法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１６号 

   甲府市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 甲府市建築基準法施行条例（昭和５４年１２月条例第３７号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 別表中第３７号を第３９号とし、同表の第３６号の４の次に次のように加える。 

（３７） 令第１３７条の１２第６項

の規定に基づく大規模の修繕

又は大規模の模様替の認定の

申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との

関係の大規模の修繕等認

定申請手数料 

２万７，０００円 

（３８） 令第１３７条の１２第７項

の規定に基づく大規模の修繕

又は大規模の模様替の認定の

申請に対する審査 

道路内建築制限における

大規模の修繕等認定申請

手数料 

２万７，０００円 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１７号 

   甲府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条

例 

（甲府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 甲府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月

条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め

る。 

（甲府市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 甲府市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月条例第４４号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め

る。 

（甲府市地方卸売市場事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 甲府市地方卸売市場事業の設置等に関する条例（昭和４９年３月条例第

２２号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め

る。 

（甲府市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条 甲府市簡易水道等事業の設置等に関する条例（令和元年１２月条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改

- 122 -- 122 -



 

める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１８号 

甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

甲府市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

別表中「１２，４４０円」を「１２，５００円」に、「１３，３２０円」を  

「１３，３５０円」に、「１０，６７０円」を「１０，８００円」に、  

「 １ １ ， ５ ５ ０ 円 」 を 「 １ １ ， ６ ５ ０ 円 」 に 、「 ８ ， ９ ０ ０ 円 」 を

「９，１００円」に、「９，７９０円」を「９，９５０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び

別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた甲府市消防団

員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」とい

う。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４

条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同

条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）につい

て適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除  

 く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等

については、なお従前の例による。 
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 甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１９号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第３３条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を加え

る。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであ

り、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

 第３３条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

める。 

第５２条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を加え

る。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当する

ことが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、

この限りでない。 

 第５２条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

める。 

 第１６０条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書

を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに

該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。 

 第１６０条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第５条の２第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第 
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２５項第３号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」を「附

則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第２

号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５

条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同条第１１項

中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改

め、同条第１２項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項

第４号ハ」に改め、同条第１３項を削り、同条第１４項を同条第１３項とし、同条

第１５項を同条第１４項とする。 

附則第５条の３第１３項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７条第

１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１

項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、同項を同

条第１２項とし、同条第１０項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第

１２項各号」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第１０

項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げる」に改め、同項を同条第

１０項とし、同条第８項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項各

号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「附則第７条第８項各号」を

「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条中第６項を第７項

とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分 

所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長

期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項

に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に法施行

規則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る

住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認めら

れるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用する

ことができる。 

 附則第６条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改める。 

 附則第６条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令 
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和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年

度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年

度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令

和５年度分」を「令和８年度分」に改める。 

 附則第７条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産

税にあっては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあって

は、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令

和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に

改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改める。 

 附則第７条の３中「令和３年法律第７号）附則第１４条第１項」を「令和６年法

律第４号）附則第２１条第１項」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改める。 

 附則第８条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年

度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１１条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令 

和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月

３１日」に改める。 

附則第１３条の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を

「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の都

市計画税にあっては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の都市計画税に

あっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項

中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度

分」に改める。 

附則第１３条の２第１項及び第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令 
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和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１３条の３中「令和３年法律第７号）附則第１４条第１項」を「令和６年

法律第４号）附則第２１条第１項」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１４条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」及び「（令和３

年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。 

附則第１５条中「第３２項」を「第３３項」に、「第３５項、第３９項若しくは

第４６項」を「第３８項若しくは第４５項」に改める。 

附則第１６条中「附則第１３条第１項及び第２項並びに」を「附則第１３条第２

項及び」に改める。 

附則第１６条の２の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第１６条の３ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規定 

する特例損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）がある場合

には、特例損失金額（同条第４項に規定する災害関連支出がある場合には、第３

項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及

び次項において「損失対象金額」という。）について、令和５年において生じた

法第３１４条の２第１項第１号に規定する損失の金額として、この条例の規定を

適用することができる。この場合において、第２７条の２の規定により控除され

た金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和７年度以後の年度分で当該損失

対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規

定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものと

みなす。 

２ 前項前段の場合において、第２７条の２の規定により控除された金額に係る損 

失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第４８条の

６第１項に規定する親族の有する法附則第４条の４第４項に規定する資産につい

て受けた損失の金額（以下この項において「親族資産損失額」という。）がある

ときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和７年度以後の年度分で当該親族
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資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の

規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったも

のとみなす。 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第２９条の２第１項又は第４項の規定による 

申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出

されたもの及びその時までに提出された第２９条の３第１項の確定申告書を含

む。）に第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合（これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合

を含む。）に限り、適用する。 

附則第１７条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改め

る。 

附則第１９条の６の次に次の４条を加える。 

 （令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第１９条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び 

第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控

除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者

（次条及び附則第１９条の９において「特別税額控除対象納税義務者」とい

う。）の第２７条の３、第２７条の５から第２７条の８まで、附則第１６条の２

第２項、附則第１９条第１項、附則第１９条の３の２第１項、附則第１９条の４

及び附則第１９条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第２７条の６第２項、第３２条の９の５ 

第１項及び附則第１９条の４の規定の適用については、第２７条の６第２項及び

附則第１９条の４中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２

項及び第５条の８第６項」と、第３２条の９の５第１項中「課した」とあるのは

「附則第１９条の７第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、

「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における

前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第１９条の７第１項の規定の

適用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第１９条の８ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に 
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記載すべき各納期の納付額については、第３１条の２の規定にかかわらず、次に 

定めるところによる。 

  ⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民

税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収

に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収

に係る森林環境税の額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通

徴収に係る個人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の

市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税

の額の合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数

があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数 

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人

の住民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期

分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期

の納付額は、第３１条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期分金

額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額と

し、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

  ⑵ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除 

額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者

の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納

期の納付額は、第１期納期においてはないものとし、第３１条第１項に規定す 

る第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「第２期納期」とい  

う。）においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からそ

の者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第  

３１条第１項に規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」と 
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いう。）及び同条第１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第４ 

期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。 

 ⑶ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に 

満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納

期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納期においてはその者の第

１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の

普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期

においてはその者の分割金額とする。 

  ⑷ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除 

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計

額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１

期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期にお

いてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民

税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第３２条の９第１項の規定によ 

り普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定

により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用し

ない。 

  （令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第１９条の９ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第３２条の９の２第１項の規 

定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の

市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）

の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等

に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。 

  ⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民 

税の額（附則第１９条の７第１項の規定の適用がないものとした場合に算出さ

れる第３２条の９の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以
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下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及び第５号におい

て「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下

この号及び第３項第１号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金

所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税

額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係

る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額

（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当する額

をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号におい

て同じ。）を２で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数がある

とき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」とい

う。）をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に

満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収

すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において

「普通徴収対象税額」という。）並びに第３２条の９の３に規定する特別徴収

対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等

に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において「特別徴

収対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に

相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当する税額、

当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においては

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を３で除して得た

金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以

下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特

別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する

金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年

１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当 
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する税額とする。 

  ⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とそ

の者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期にお

いてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間にお

いてはその者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

  ⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であ

り、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月

分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものとし、当該年度の初日

の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の第１期

分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額からその者

の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。 

  ⑷ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分

金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金

額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに

当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税

額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においては

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びそ

の者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日まで 
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の間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

  ⑸ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金

額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び

特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属す

る年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないものと

し、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３２条の９の４の規定の適用について 

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の

１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者

に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則

第１９条の９第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とす

る。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税 

の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところ

による。 

  ⑴ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税

額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第３２条の９の５第１項に規

定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号におい

て同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があると

き、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその

全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗

じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額か

ら控除した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」とい

う。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年

の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に

相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその 
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者の分割金額に相当する税額とする。 

  ⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とそ

の者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年

度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はな

いものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者

の１０月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個

人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１

日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす

る。 

  ⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額 

控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合

には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年

の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月

３１日までの間においてはその者の第３２条の９の５第２項の規定により読み

替えられた第３２条の９の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に

相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第３２条の９の４の規定の適用について 

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の

１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者

に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則

第１９条の９第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とす

る。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第３２条の９の６第１項の規定の適用があ 

る場合については、前各項の規定は、適用しない。 

  （令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第１９条の１０ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項 

及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税

額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第２７条の  

３、第２７条の５から第２７条の８まで、附則第１６条の２第２項、附則第１９ 
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条第１項、附則第１９条の３の２第１項、附則第１９条の４及び附則第１９条の 

６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

附則第２０条第２項中「前条」を「附則第１９条の４」に改め、同条第３項中  

「第２７条の８第１項」の次に「、附則第１９条の７第１項及び前条」を加え、

「同項中」を「第２７条の８第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」

に、「とする」を「と、附則第１９条の７第１項中「及び附則第１９条の６」とあ

るのは「、附則第１９の６及び附則第２０条第２項」と、前条中「及び附則第１９

条の６」とあるのは「、附則第１９の６及び次条第２項」とする」に改める。 

 附則第２１条第３項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所

得割の額並びに附則第２１条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

 附則第２２条第３項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所

得割の額並びに附則第２２条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

附則第２３条第５項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所 

得割の額並びに附則第２３条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

附則第２５条第３項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所 

得割の額並びに附則第２５条第１項の規定による市民税の所得割の額」とす  

る。 

附則第２６条の３第２項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 
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１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所 

得割の額並びに附則第２６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第２６条の４第２項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所

得割の額並びに附則第２６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第２６条の５第２項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所

得割の額並びに附則第２６条の５第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第２６条の５第５項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所

得割の額並びに附則第２６条の５第３項後段の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

附則第２６条の６第２項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所 

得割の額並びに附則第２６条の６第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第２６条の６第５項に次の１号を加える。 

 ⑸ 附則第１９条の７及び附則第１９条の１０の規定の適用については、附則第 

１９条の７第１項及び附則第１９条の１０中「所得割の額」とあるのは、「所 

得割の額並びに附則第２６条の６第３項後段の規定による市民税の所得割の  

額」とする。 

   附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第１６条の２ 

の次に１条を加える改正規定及び附則第１７条の改正規定は、公布の日から施行

する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲府市市税条例

( 以下「新条例」という。 ) の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第

２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５ 

条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の

用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行 

の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に

規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分

は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの

都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５ 

条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の 

用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例によ  

る。 

３ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から令和６年３月３１ 
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日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞在快適性等向上 

施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の

例による。 
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規則  
 

 

甲府市浄化槽事業の財務に関する特例を定める規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８号 

   甲府市浄化槽事業の財務に関する特例を定める規則 

目次 

 第１章 総則（第１条～第４条） 

 第２章 伝票及び帳簿並びに勘定科目 

  第１節 伝票（第５条～第８条） 

  第２節 帳簿（第９条～第１２条） 

  第３節 勘定科目（第１３条） 

 第３章 収入及び支出 

  第１節 収入（第１４条～第２３条） 

  第２節 支出（第２４条～第３８条） 

 第４章 預り金及び預り有価証券（第３９条～第４３条） 

 第５章 たな卸資産 

  第１節 通則（第４４条・第４５条） 

  第２節 出納（第４６条～第５４条） 

  第３節 たな卸（第５５条～第５９条） 

 第６章 たな卸資産以外の物品（第６０条～第６３条） 

 第７章 固定資産 

  第１節 通則（第６４条） 

  第２節 取得（第６５条～第７３条） 
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  第３節 管理及び処分（第７４条～第７７条） 

  第４節 減価償却（第７８条・第７９条） 

 第８章 引当金（第８０条） 

 第９章 予算（第８１条～第８４条） 

 第１０章 決算（第８５条～第８８条） 

 第１１章 雑則（第８９条・第９０条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規則は、甲府市浄化槽事業（以下「浄化槽事業」という。）の財務に

関して、甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の特例を定めることを目

的とする。 

 （企業出納員等） 

第２条 浄化槽事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企

業出納員及び現金取扱員を置く。 

２ 企業出納員は、環境総室環境保全課長（以下「環境保全課長」という。）をも

ってこれに充て、市長の命を受けて浄化槽事業の業務に係る出納その他の会計事

務をつかさどる。 

３ 市長は、浄化槽事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げる事項を

企業出納員に委任する。 

 ⑴ 諸収入金の収納及び諸支出金の支払に係ること。 

 ⑵ 預金を組替えること。 

 ⑶ 現金、有価証券及び物品の保管又は転換に係ること。 

４ 企業出納員としての環境保全課長に事故あるとき又は欠けたときは、環境総室

環境保全課環境保全係長がその職務を代理する。 

５ 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて浄化槽事業の業務に

係る現金の出納に関する事務をつかさどる。 

６ 前項の現金取扱員１人が１日に取り扱うことのできる現金の限度額は、１００

万円とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせる

ことができる。 
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（善管注意義務） 

第３条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他

の資産を取り扱わなければならない。 

（出納取扱金融機関等） 

第４条  浄化槽事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、企業出納員及

び現金取扱員が行うもののほか、市長が指定した金融機関（以下「指定金融機

関」という。）に行わせるものとする。 

２ 指定金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを甲府市浄

化槽事業出納取扱金融機関（以下「出納取扱金融機関」という。）と、収納事務

の一部を取り扱わせるものを甲府市浄化槽事業収納取扱金融機関（以下「収納取

扱金融機関」という。）とする。 

   第２章 伝票及び帳簿並びに勘定科目 

    第１節 伝票 

（会計伝票の発行） 

第５条 浄化槽事業の業務に係る取引については、その取引の発生のつど証拠とな

るべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。 

（会計伝票の種類） 

第６条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。 

２ 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。 

３ 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。 

４ 振替伝票は、前２項に規定する取引以外の取引について発行する。 

 （会計伝票の整理及び日計表の作成） 

第７条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならな

い。 

 （会計伝票等の保存） 

第８条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日

付によって編集し、保存しなければならない。 

    第２節 帳簿 

 （帳簿の種類及び保管） 

第９条 浄化槽事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の各号
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に掲げる会計帳簿（以下「帳簿」という。）を備える。 

⑴ 総勘定元帳 

⑵ 現金預金出納簿 

⑶ 収入予算執行整理簿 

⑷ 支出予算執行整理簿 

⑸ 前受金整理簿 

⑹ 預り金整理簿 

⑺ 保管有価証券整理簿 

⑻ 貯蔵品出納簿 

⑼ 企業債台帳 

⑽ 固定資産台帳 

⑾ 資金前渡整理簿 

⑿ 備品出納簿 

⒀ 建設工事台帳 

２ 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。 

 （帳簿の記載） 

第１０条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載

しなければならない。 

 （科目の更正） 

第１１条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正

当科目に更正しなければならない。 

 （帳簿の照合） 

第１２条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。 

    第３節 勘定科目 

第１３条 浄化槽事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区

分して行うものとする。 

２ 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。 

   第３章 収入及び支出 

    第１節 収入 

 （収入の調定） 
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第１４条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、

収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかに

した書類を添付し市長の決定を受けなければならない。ただし、調定と同時に収

納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略し収入伝票を発行することができ

る。 

２ 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。 

 （納入通知書等の交付） 

第１５条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正

した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

ただし、口座振替による納付、口頭によって納入の通知をする場合は、この限り

でない。 

２ 前項本文のうち納期の定めのあるものについては、納期限の１０日前までに交

付しなければならない。 

 （証券をもってする収入の納付） 

第１６条 浄化槽事業の収入の納入義務者は、地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号。以下「令」という。）第２１条の３の規定により、令に規定す

る証券をもって当該収入を納付することができる。 

 （口座振替による納入） 

第１７条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預貯金口座を設けている納入

義務者は、当該金融機関に依頼し、口座振替の方法により納付することができ

る。 

 （領収書の交付） 

第１８条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、

収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により納付した者に対しては、口座振替

済みの通知をもって領収書に代えることができるものとする。ただし、納付者が

預貯金通帳により納付を確認することができる場合は、口座振替済みの通知の交

付を省略することができる。 

（収納金の取扱い） 
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第１９条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類

を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただ

し、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。 

２ 前項の規定によるほか、現金取扱員は、収納金をその日のうちに出納取扱金融

機関に預け入れ、その領収書と内訳を示す書類により企業出納員に引き継ぐこと

ができる。 

３ 企業出納員は、第１項の規定により現金取扱員から引継を受けた収納金及び自

ら収納した収納金を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければなら

ない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができ

る。 

４ 収納取扱金融機関は、浄化槽事業の収入を収納したときは、直ちに浄化槽事業

の預貯金口座に受け入れるとともに、受け入れた収納金を、納入済通知書及び収

入日計表を添えて、翌日までに出納取扱金融機関の浄化槽事業の預金口座に振り

替えなければならない。 

５ 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた

浄化槽事業の収入及び出納取扱金融機関が収納した収入を直ちに浄化槽事業の預

金とするとともに、翌日までに納入済通知書及び出納日計の通知によって、その

金額を企業出納員に通知しなければならない。 

 （収入伝票の発行） 

第２０条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しな

ければならない。 

 （過誤納金の還付） 

第２１条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、

過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明

らかにした文書によって市長の決定を受け、その旨を納入者に通知するととも

に、振替伝票を発行しなければならない。 

２ 第２５条及び第３４条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。 

 （小切手等の支払地の区域） 

第２２条 浄化槽事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる令第

２１条の３第１項第１号に規定する小切手等（以下「小切手等」という。）の支
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払地の区域は、全国の区域とする。 

 （不納欠損） 

第２３条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等に

より債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調

定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報

告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。 

    第２節 支出 

 （支出の手続） 

第２４条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あ

らかじめ文書によって市長の決定を受けなければならない。 

２ 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振

替伝票（現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票）を発行し、当該書類を添

えて市長の決定を受けなければならない。 

 （支払伝票の発行） 

第２５条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の

請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票（一部現金の支払を伴う取

引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。）を発行して市長の決定を受

けなければならない。 

２ 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠と

なるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させるこ

とが困難な場合には、これを省略することができる。 

３ ２人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が

同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行する

ことができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文

書を添えなければならない。 

 （資金前渡、概算払及び前金払） 

第２６条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用す

る。 

２ 令第２１条の５第１項第１５号の規定により資金前渡をすることができる経費

は、次の各号に掲げるものとする。 
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 ⑴ 収入印紙、収入証紙、郵便切手、郵便はがき等その他これらに類する経費 

 ⑵ 講習会、研修会等出席者負担金 

 ⑶ 賠償金、補償金その他これらに類する経費 

 ⑷ 有料道路通行料、駐車料、入場料その他これらに類する経費 

 ⑸ 損害保険の保険料 

 ⑹ 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の経費 

３ 令第２１条の６第１項第５号の規定により概算払をすることができる経費は、

損害賠償として支払う経費とする。 

４ 令第２１条の７第８号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲

げるものとする。 

 ⑴ 保険料 

 ⑵ 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５

条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工

事に要する経費 

５ 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、それぞれ支

払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作

成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員

に提出しなければならない。 

６ 企業出納員は、前項に規定する精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替

伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該資料を添付して市長の決定を受けな

ければならない。 

 （隔地払） 

第２７条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするため必要のある

ときは、令第２１条の９の規定に基づき隔地払をすることができる。 

２ 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、

隔地払の受託書を徴さなければならない。 

 （口座振替の申出） 

第２８条 債権者は、令第２１条の１０に規定する口座振替の方法によって支払を

受けようとする場合には、振替先金融機関及び預金口座等を記載した文書によっ

て企業出納員に申し出なければならない。 
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 （口座振替手続等） 

第２９条 企業出納員は、令第２１条の１０に規定する口座振替の方法により支出

しようとする場合は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で、

出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を通知して行

わなければならない。 

２ 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったもの

について、振替済みの通知により翌日までに企業出納員に報告しなければならな

い。 

 （小切手の振出し） 

第３０条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残額の範囲内で

小切手を振り出さなければならない。 

２ 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。 

３ 企業出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に、受取人の氏

名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。 

４ 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、振替済みの

報告書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。 

 （小切手の訂正等） 

第３１条 小切手の金額は、訂正してはならない。 

２ 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に２線

を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂

正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。 

３ 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、

「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

 （小切手帳の保管） 

第３２条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。 

 （公金振替） 

第３３条 前３条の規定は、公金振替依頼書の交付による支出について準用する。 

 （領収書等の徴収） 

第３４条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払の依頼若

しくは公金振替依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたとき
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は、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済みの報告書を

徴さなければならない。 

２ 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のもので

なければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を

証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。 

 （支払小切手の整理） 

第３５条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。 

２ 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合等においては、直ちに収

入伝票を発行しなければならない。 

 （隔地払期間の徒過） 

第３６条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資

金を交付した場合において、当該資金の交付の日から１年を経過したときは、出

納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地

払の不能の通知を徴するとともに当該金融機関から当該資金を納付させなければ

ならない。 

 （過誤払金の回収） 

第３７条 浄化槽事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合

は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決

定を受けなければならない。 

２ 第１５条、第１７条及び第１９条の規定は、前項の過誤払金の回収について準

用する。 

 （債務免除等） 

第３８条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債

務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決定を

受けなければならない。 

第４章 預り金及び預り有価証券 

 （預り金） 

第３９条 企業出納員は、保証金その他浄化槽事業の収入に属さない現金を受け入

れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければな

らない。 
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 ⑴ 預り保証金 

 ⑵ 預り諸税 

 ⑶ その他預り金 

 （預り金の受入れ及び払出し） 

第４０条 預り金の受入れ及び払出しは、浄化槽事業の収入の収納及び支出の支払

の例により行わなければならない。 

 （預り有価証券） 

第４１条 浄化槽事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券

として整理しなければならない。 

２ 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。 

 （預り有価証券の受入れ及び還付） 

第４２条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当

該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。 

 （利札の還付請求） 

第４３条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受

けた場合は、市長の決定を受けて還付しなければならない。この場合において、

企業出納員は、受領証を徴さなければならない。 

   第５章 たな卸資産 

    第１節 通則 

 （たな卸資産の範囲） 

第４４条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うも

のをいう。 

 ⑴ 消耗品 

 ⑵ 消耗工具、器具及び備品 

 ⑶ 材料 

 ⑷ その他貯蔵品 

 （たな卸資産の貯蔵） 

第４５条 企業出納員は、常に浄化槽事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を

貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。 

    第２節 出納 
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 （購入） 

第４６条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において

たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に

よって市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量 

 ⑵ 購入しようとする事由 

 ⑶ 予定価格及び単価 

 ⑷ 契約の方法 

 ⑸ その他必要と認められる事項 

 （受入価額） 

第４７条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。 

 ⑴ 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額 

 ⑵ 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額 

 ⑶ 前２号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額 

 （検収） 

第４８条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞

なく検収しなければならない。 

 （受入れ） 

第４９条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、こ

れに基づき市長の決定を受け、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発

行しなければならない。 

 （払出価額） 

第５０条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。 

 （払出し） 

第５１条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第２４条の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようと

するたな卸資産の払出しについて市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量 

 ⑵ 払出価額 

 ⑶ 予算科目 
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 ⑷ その他必要と認められる事項 

２ 企業出納員は、前項の決定に基づき出庫伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳す

るとともに、振替伝票を発行しなければならない。 

 （戻入れ） 

第５２条 企業出納員は、払い出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第４９条

の規定に準じて受け入れなければならない。 

 （発生品） 

第５３条 企業出納員は、第４４条各号に掲げる物品で、浄化槽事業の資産として

計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用

となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第４７

条第３号及び第４９条の規定に準じて受け入れなければならない。 

２ 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。 

 （不用品の処分） 

第５４条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなっ

たものを不用品として整理し、市長の決定を経て、これを売却しなければならな

い。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない

もの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決定を

経て、これを廃棄することができる。 

２ 第５１条の規定は、前項の場合について準用する。 

    第３節 たな卸 

 （帳簿残高の確認） 

第５５条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と

照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。 

 （実地たな卸） 

第５６条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由によ

り滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基

づいてたな卸表を作成しなければならない。 
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 （実地たな卸の立会） 

第５７条 前条第１項及び第２項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納

員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければ

ならない。 

 （たな卸の結果の報告） 

第５８条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第５６条第３項の規定によ

り作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。 

２ 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、

その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならな

い。 

 （たな卸修正） 

第５９条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しな

いときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決定を受

けるとともに、総勘定元帳を修正しなければならない。 

   第６章 たな卸資産以外の物品 

 （直購入） 

第６０条 企業出納員は、第４４条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用す

る予定のもの又は第７３条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良

工事に使用する予定のものを、市長の決定を経て直接当該科目の支出として購入

することができる。 

２ 第４７条第３号及び第４９条の規定は、前項の規定によって購入した物品のう

ち材料に残品が生じた場合について準用する。 

 （物品の管理） 

第６１条 企業出納員は、第４４条第１号及び第２号に掲げる物品のうち、たな卸

資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として

購入されたもの（以下本章において、あわせて「物品」という。）を適正に管理

しなければならない。 

２ 企業出納員は、所要の帳簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しな

ければならない。 

 （事故報告） 
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第６２条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合

は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければ

ならない。 

 （不用物品の処分） 

第６３条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったもの

を、第５４条第１項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。 

   第７章 固定資産 

    第１節 通則 

 （固定資産の範囲） 

第６４条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。 

 ⑴ 有形固定資産 

  ア 土地 

  イ 建物 

  ウ 構築物 

  エ 機械及び装置 

  オ 車両及び運搬具 

  カ 工具、器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取得価格が１０万円以上の

ものに限る） 

  キ リース資産（地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号。以

下「施行規則」という。）第１条第１４号に規定するファイナンス・リース

取引（以下「ファイナンス・リース取引」という。）におけるリース物件の

借主である資産であって、当該リース物件がアからカまで及びケに掲げるも

のである場合に限る。） 

  ク 建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するもの

を建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した

材料をいう。） 

  ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

 ⑵ 無形固定資産 

  ア 借地権 

  イ 地上権 
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  ウ 施設利用権 

  エ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であっ

て、当該リース物件がアからオまで及びキに掲げるものである場合に限

る。） 

  オ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

 ⑶ 投資その他の資産 

  ア 投資有価証券（１年以内（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以

内の日をいう。）に満期の到来する有価証券を除く。） 

  イ 出資金 

  ウ 長期貸付金 

  エ 貸倒引当金 

  オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの 

    第２節 取得 

 （取得価額） 

第６５条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。 

 ⑴ 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額 

 ⑵ 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は

製作に要した直接及び間接の費用の合計額 

 ⑶ 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前２号に掲げる固定資産であ

って取得価額の不明のものについては、公正な評価額 

 （購入） 

第６６条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第２４条第１項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を

受けなければならない。 

 ⑴ 購入しようとする固定資産の名称及び種類 

 ⑵ 購入しようとする事由 

 ⑶ 予定価格及び単価 

 ⑷ 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額 

 ⑸ 契約の方法 

 ⑹ その他必要と認められる事項 
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２ 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする

ための書類を添えなければならない。 

 （交換） 

第６７条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第２４条第１項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を

受けなければならない。 

 ⑴ 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細 

 ⑵ 相手方の住所及び氏名 

 ⑶ 交換しようとする事由 

 ⑷ 予定価格及び単価 

 ⑸ 契約の方法 

 ⑹ 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期 

 ⑺ 交換の期日その他所要事項を記載した契約書案 

 ⑻ その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする

ための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。 

 （無償譲受け） 

第６８条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号

に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類 

 ⑵ 譲り受けようとする事由 

 ⑶ 譲り受けようとする固定資産の評価額（無形固定資産を除く。） 

 ⑷ その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにす

るための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。 

 （工事の施工） 

第６９条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲

げる事項を記載した文書によって市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類 

 ⑵ 工事を必要とする事由 
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 ⑶ 工事の始期及び終期 

 ⑷ 予定価格 

 ⑸ 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額 

 ⑹ 工事の方法及び契約の方法 

 ⑺ その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための

書類を添えなければならない。 

 （検収） 

第７０条 第４８条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。 

 （取得の報告） 

第７１条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告すると

ともに、振替伝票を発行しなければならない。 

２ 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞な

く登記又は登録の手続きを取らなければならない。 

 （建設改良工事の精算） 

第７２条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精

算を行わなければならない。 

２ 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費

を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。 

 （建設仮勘定） 

第７３条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設

けて経理するものとする。 

２ 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の

精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決定を受けるとともに固定資産の当該科

目に振り替えなければならない。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

    第３節 管理及び処分 

 （事故報告） 

第７４条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又

は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。 
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 （売却等） 

第７５条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合

は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を受けなければな

らない。 

 ⑴ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類 

 ⑵ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地 

 ⑶ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由 

 ⑷ 予定価格 

 ⑸ 契約の方法 

 ⑹ その他必要と認められる事項 

２ 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由

により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合

に限るものとする。 

 （固定資産の用途廃止） 

第７６条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損

傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなっ

たものについては、市長の決定を受けて、再使用できるものと不用となり、又は

使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第４７条第３号及び

第４９条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。 

２ 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用す

る。 

 （売却等に関する報告） 

第７７条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止し

た場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければ

ならない。 

    第４節 減価償却 

 （減価償却の方法） 

第７８条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。 

 （減価償却の特例） 

第７９条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価

- 158 -- 158 -



 

の１００分の５に相当する金額に達した後において、施行規則第１５条第３項の

規定により帳簿価額が１円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらか

じめその旨及び年数について市長の決定を受けなければならない。 

   第８章 引当金 

 （引当金の計上） 

第８０条 将来の特定の費用又は損失（施行規則第２２条に規定するものに限

る。）の金額については、次の各号に掲げる引当金のうち浄化槽事業において必

要な引当金を予定貸借対照表等（同条に規定する予定貸借対照表等をいう。）に

計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。 

 ⑴ 賞与引当金 

 ⑵ 法定福利費引当金 

 ⑶ 修繕引当金 

 ⑷ 特別修繕引当金 

   第９章 予算 

 （予算の執行） 

第８１条 予算は、予算実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区

分に従って実施するものとする。 

 （流用及び予備費使用の手続） 

第８２条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、

その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長

の決定を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。 

 （予算超過の支出） 

第８３条 企業出納員は、法第２４条第３項の規定に基づき、業務量の増加により

業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当す

る金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しよう

とする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市

長の決定を受けなければならない。 

２ 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予

算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決定を受け
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なければならない。 

 （予算の繰越し） 

第８４条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内

に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある

場合においては、繰越計算書（継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算

書）を作成して５月２０日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他

の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて

翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰

り越して使用する場合について準用する。 

   第１０章 決算 

 （決算の調製） 

第８５条 浄化槽事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。 

 （決算整理） 

第８６条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲

げる事項について決算整理を行わなければならない。 

 ⑴ 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正 

 ⑵ 固定資産の減価償却 

 ⑶ 繰延収益の償却 

 ⑷ 資産の評価 

 ⑸ 引当金の計上 

 ⑹ 未払費用等の経過勘定に関する整理 

 （帳簿の締切） 

第８７条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の

締切りを行うものとする。 

 （決算報告書等の提出） 

第８８条 企業出納員は、毎事業年度５月３１日までに、次の各号に掲げる書類を

作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロ

ー計算書の作成は、間接法によるものとする。 

 ⑴ 決算報告書 
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 ⑵ 損益計算書 

 ⑶ 貸借対照表 

 ⑷ 剰余金計算書又は欠損金計算書 

 ⑸ 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 

 ⑹ 事業報告書 

 ⑺ キャッシュ・フロー計算書 

 ⑻ 収益費用明細書 

 ⑼ 固定資産明細書 

 ⑽ 企業債明細書 

 ⑾ 継続費精算報告書 

   第１１章 雑則 

 （計理状況の報告） 

第８９条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、

翌月２０日までに市長に提出しなければならない。 

 （伝票等の様式） 

第９０条 浄化槽事業に関し必要な伝票等の様式は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第１３条関係） 

  浄化槽事業勘定科目表 

   収益 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

浄 化 槽

事 業 収

益  

    

 営 業 収

益  

  主たる営業活動から生ずる収益 

 浄化槽使

用料 

 浄化槽使用料 

 浄化槽使用料  

他会計負

担金 

 他会計からの負担金 

 一般会計負担

金 

 

受託工事

収益 

 受託工事、業務等による収益 

 受託工事収益  

その他の

営業収益 

  

 手数料 事務手数料等 

雑収益 上記以外の営業収益 

営 業 外

収 益  

  金融及び財務活動に伴う収益、その

他主たる営業活動以外から生ずる収

益 

 受取利息

及び配当

金 

 普通預金利息及び貸付金利息等 

 預金利息  
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貸付金利息  

有価証券利息  

配当金  

国庫補助

金 

 営業費補助の目的による補助金 

 国庫補助金  

県補助金  営業費補助の目的による補助金 

 県補助金  

他会計補

助金 

 収益的支出を負担することを目的と

する他会計からの繰入金で返済を要

しないもの 

 一般会計補助

金 

 

その他補

助金 

  

 その他補助金  

長期前受

金戻入 

 施行規則第２１条第２項又は第３項

の規定により償却した長期前受金の

額のうち営業外収益として整理する

もの 

 再評価積立金

長期前受金戻

入 

 

国庫補助金長

期前受金戻入 

 

県補助金長期

前受金戻入 

 

一般会計補助

金長期前受金

戻入 
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工事負担金長

期前受金戻入 

 

受益者分担金

長期前受金戻

入 

 

他会計負担金

長期前受金戻

入 

 

受贈財産評価

額長期前受金

戻入 

 

寄附金長期前

受金戻入 

 

その他資本剰

余金長期前受

金戻入 

 

修繕引当

金戻入 

  

 修繕引当金戻

入 

 

貸倒引当

金戻入 

  

 貸倒引当金戻

入 

 

消費税及

び地方消

費税還付

金 

  

 消費税及び地

方消費税還付
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金 

雑収益  上記以外の営業外収益 

 不用品売却収

益 

不用品の売却代金 

有価証券売却

収益 

有価証券の売却代金 

手数料  

延滞金  

その他雑収益  

特 別 利

益  

  当年度の経常的収益から除外すべき

利益 

 固定資産

売却益 

 固定資産の売却価額が当該固定資産

の売却時の帳簿価額を超える金額 

 固定資産売却

益 

 

過年度損

益修正益 

 前年度以前の損益の修正で利益の性

質を有するもの 

 過年度損益修

正益 

 

その他特

別利益 

  

 その他特別利

益 

 

   費用 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

浄 化 槽

事 業 費

用  

    

 営 業 費

用  

  主たる営業活動から生ずる費用 
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 浄化槽費  浄化槽の維持管理に要する費用 

 給料 職員の本給 

手当 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤

務及び特殊勤務等の諸手当 

賃金 臨時職員の賃金 

賞与引当金繰

入額 

賞与引当金として計上するための繰

入額 

報酬 臨時又は非常勤の顧問、会計年度職

員等に対する報酬 

法定福利費 事業主負担の健康保険料、厚生年金

保険料、労働保険料及び労務災害補

償費等 

法定福利費引

当金繰入額 

法定福利費引当金として計上するた

めの繰入額 

旅費 旅費に関する規定等に基づいて職員

等に支給する旅費 

被服費 被服貸与規定に基づいて職員に貸与

する被服の購入費 

備消品費 事務及び工事用消耗品費並びに耐用

年数１年未満又は取得価額１０万円

未満の器具、備品費 

燃料費 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 

光熱水費 電気料金、ガス料金等 

印刷製本費 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝

票、帳簿等の製本費 

通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料、電

話加入移転架設料、乗車船券類、運

送料等 

委託料 委託に要する費用 

手数料 公金取扱、検査手数料等 
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賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等 

修繕費 有形固定資産等の維持修繕に要する

費用 

修繕引当金繰

入額 

修繕引当金として計上するための繰

入額 

特別修繕引当

金繰入額 

特別修繕引当金として計上するため

の繰入額 

路面復旧費 道路の修復費 

動力費 機械装置等の運転に必要な電力料及

び燃料費等 

工事請負費 有形固定資産等の維持修繕に要する

工事請負等の費用 

材料費 有形固定資産等の維持修繕に要する

諸材料費 

補償金 補償金、賠償金、見舞金等 

食糧費 会議のための茶菓、弁当代等 

負担金 維持管理負担金等 

補助金 各種事業における補助金 

保険料 事業用財産に対する損害保険料等 

公課費 自動車重量税等 

その他引当金

繰入額 

その他引当金として計上するための

繰入額 

雑費 上記の科目に属さない費用 

総係費  事業活動全般に関する費用 

 給料  

手当  

賃金  

賞与引当金繰

入額 

 

報酬  
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法定福利費  

法定福利費引

当金繰入額 

 

旅費  

報償費 報償金、奨励金等 

被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  

広告料 広告、宣伝に要する費用 

委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  

修繕引当金繰

入額 

 

特別修繕引当

金繰入額 

 

補償金  

研修費 職員の研修に要する費用 

食糧費  

厚生費 医務、衛生、保健、文化、体育、慰

安等に要する費用 

負担金  

補助金  

保険料  

公課費  

貸倒引当金繰  
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入額 

貸倒損失  

その他引当金

繰入額 

その他引当金として計上するための

繰入額 

雑費  

減価償却

費 

 施行規則第１３条及び第１５条から

第１８条までの規定による償却額 

 有形固定資産

減価償却費 

建物、構築物、機械及び装置、車両

運搬具、工具、器具及び備品及びリ

ース資産（耐用年数１年未満又は取

得価額１０万円未満のものを 除

く。）等の償却額 

無形固定資産

減価償却費 

借地権、地上権、施設利用権及びリ

ース資産等の償却額 

資産減耗

費 

  

 固定資産除却

費 

有形固定資産の除却損又は廃棄損及

び撤去費 

たな卸資産減

耗費 

たな卸資産の毀損、変質又は滅失に

よる除却費及び低価法による評価損 

その他営

業費用 

 上記以外の営業費用 

 雑支出  

営 業 外

費 用  

  金融及び財務活動に伴う費用及びそ

の他主たる営業活動に係る費用以外

の費用 

 支払利息   

 企業債利息 企業債に対する利息 

長期借入金利

息 

長期借入金に対する利息 
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一時借入金利

息 

一時借入金等に対する利息 

企業債取扱諸

費 

企業債の元利償還のつど支払う手数

料及び取扱費 

消費税及

び地方消

費税 

 消費税及び地方消費税納付額 

 消費税及び地

方消費税 

 

雑支出   

 不用品売却原

価 

売却した不用品の原価 

その他雑支出  

特 別 損

失  

  当年度の経常費用から除外すべき損

失 

 固定資産

売却損 

 固定資産の売却価額が当該固定資産

の売却時に帳簿価額に不足する額 

 固定資産売却

損 

 

減損損失  事業年度の末日において予測するこ

とができない減損が生じたもの又は

減損損失を認識すべきものの当該生

じた減損による損失又は認識すべき

減損損失の額 

 減損損失  

災害によ

る損失 

 災害による巨額の臨時損失 

 災害による損

失 

 

過年度損 前年度以前の損益の修正で損失の性
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益修正損 質を有するもの 

 過年度損益修

正損 

 

 貸倒損失  

その他特

別損失 

  

 その他特別損

失 

 

予 備 費     

 予備費   

 予備費  

   資産 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

固 定 資

産  

    

 有 形 固

定 資 産  

  土地、建物、構築物、機械、器具及

び備品等（耐用年数１年未満又は取

得価額が１０万円未満のものを除

き、将来営業の用に供する目的をも

って所有する遊休施設、未稼働設備

等を含む。） 

 土地  事業用敷地及び公舎敷地、運動場等

の経営附属用土地等であり、土地の

取得に関して要した費用、買収費、

買収手数料、整地費（建物又は構築

物に直接関係のあるものを除く。）

及び測量費等の合計額 

 事務所用地 庁舎用地等もっぱら事務所のために

用いる土地 

施設用地 事業用施設のために用いる土地（施
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設に附属する用地を含む。） 

その他土地  

建物  事務所、作業場、倉庫、車庫のほか

公舎その他経営附属用建物（建物と

一体をなす暖房、照明、通風等の附

属設備、買収建物を使用するために

要した模様替、改造等の費用及び建

物に直接関係ある整地費を含む。） 

 事務所用建物 庁舎、営業所等もっぱら事務所の用

に供されている建物 

 その他建物  

建物減価

償却累計

額 

  

 事務所用建物

減価償却累計

額 

 

 その他建物減

価償却累計額 

 

構築物  土地に定着する土木施設又は工作物 

 浄化槽施設 浄化槽に係る施設 

その他構築物  

構築物減

価償却累

計額 

  

 浄化槽施設減

価償却累計額 

 

 その他構築物

減価償却累計

額 
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機械及び

装置 

 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設

備並びにこれらの附属品 

 電気設備 電動機、変圧器等及び所内配電設備

（建物に含むものを除く。） 

ポンプ設備 ポンプ及びこれに直結し、分離しが

たい電動機等の電気設備 

その他機械設

備 

 

機械及び

装置減価

償却累計

額 

  

 電気設備減価

償却累計額 

 

 ポンプ設備減

価償却累計額 

 

 その他機械設

備減価償却累

計額 

 

車両及び

運搬具 

 自動車、その他陸上運搬具等 

 車両及び運搬

具 

 

車両及び

運搬具減

価償却累

計額 

  

 車両及び運搬

具減価償却累

計額 
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工具、器

具及び備

品 

 機械及び装置の附属設備に含まれな

い器具及び電話設備、金庫、机等の

備品で耐用年数１年以上であり、取

得価額が１０万円以上のもの 

 工具、器具及

び備品 

 

工具、器

具及び備

品減価償

却累計額 

  

 工具、器具及

び備品減価償

却累計額 

 

リース資

産 

 有形固定資産（建設仮勘定を 除

く。）に係るファイナンス・リース

取引におけるリース資産 

 所有権移転リ

ース資産 

 

所有権移転外

リース資産 

 

リース資

産減価償

却累計額 

  

 所有権移転リ

ース資産減価

償却累計額 

 

所有権移転外

リース資産減

価償却累計額 

 

建設仮勘  有形固定資産の建設又は改良のため

- 174 -- 174 -



 

定 支出した建設改良費（前払金等を含

む。） 

 建設仮勘定  

その他有

形固定資

産 

 上記以外の有形固定資産 

 その他有形固

定資産 

 

その他有

形固定資

産減価償

却累計額 

  

  その他有形固

定資産減価償

却累計額 

 

無 形 固

定 資 産  

  有償取得した借地権、地上権、施設

利用権等 

 借地権  土地の上に設定された民法（明治 

２９年法律第８９号）第６０１条に

規定する権利 

 借地権  

地上権  民法第２６５条に規定する権利 

 地上権  

施設利用

権 

 電気供給施設利用権（電気事業者に

対して電気の供給施設を設けるため

に要する費用を負担し、その施設を

利用して電気の供給を受ける権利）

等 

 電気供給施設

利用権 
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電信電話専用

施設利用権 

 

水道給水施設

利用権 

 

その他施設利

用権 

 

リース資

産 

 無形固定資産（営業権を除く。）に

係るファイナンス・リース取引にお

けるリース資産 

 所有権移転リ

ース資産 

 

所有権移転外

リース資産 

 

その他無

形固定資

産 

 上記以外の無形固定資産 

 その他無形固

定資産 

 

投 資 そ

の 他 の

資 産  

  投資有価証券、出資金、長期貸付金

及びその他投資 

 投資有価

証券 

 金融商品取引法（昭和２３年法律第

２５号）第２条に規定する有価証券

で投資の目的を持って所有するもの 

 投資有価証券  

出資金   

 出資金  

長期貸付

金 

 貸付金で１年以内に返済期限が到来

しないもの 

 長期貸付金  
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貸倒引当

金 

 長期貸付金の回収不能による損失に

備えるために引き当てるもの 

 貸倒引当金  

その他投

資 

 上記以外の投資の性質を有するもの 

 その他投資  

減価償却

累計額 

 投資その他の資産に係る減価償却累

計額 

 減価償却累計

額 

 

流 動 資

産  

    

 現 金 ・

預 金  

   

 現金   

 現金  

預金   

 預金  

未 収 金     

 営業未収

金 

 営業活動に係る収益の未収入額 

 未収浄化槽使

用料 

浄化槽使用料の未収入額 

未収他会計負

担金 

他会計負担金の未収入額 

未収受託工事

収益 

受託工事収益の未収入額 

その他の営業

未収金 

上記以外の営業収益未収入額 

営業外未  
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収金 

 未収受取利息

及び配当金 

預金、貸付金利息等の未収入額 

未収国庫補助

金 

国庫補助金等の未収入額 

未収県補助金 県補助金の未収入額 

未収一般会計

補助金 

一般会計補助金の未収入額 

未収消費税及

び地方消費税

還付金 

消費税及び地方消費税還付金の未収

入額 

その他営業外

未収金 

上記以外の営業外収益未収入額 

その他未

収金 

 固定資産売却代金等上記以外の未収

額 

 未収国庫補助

金 

国庫補助金の未収入額 

未収県補助金 県補助金の未収入額 

未収一般会計

補助金 

一般会計補助金の未収入額 

未収工事負担

金 

工事負担金の未収入額 

未収受益者分

担金 

受益者分担金の未収入額 

未収他会計負

担金 

他会計負担金の未収入額 

未収寄附金 寄附金の未収入額 

その他未収金 上記以外の未収入額 

貸 倒 引

当 金  

  未収金の回収不能による損失に備え

るために引き当てるもの 
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 貸倒引当

金 

  

 貸倒引当金  

有 価 証

券  

  一時的所有を目的とする有価証券

（差入保証金の代用として提供され

たもので短期間内に返却されるもの

を除く。） 

 有価証券   

 有価証券  

貯 蔵 品    いまだ使用に供されていない材料並

びに耐用年数１年未満又は取得価額

が１０万円未満の工具、器具及び備

品（固定資産の建設、改良に使用す

るため取得されたもので建設仮勘定

に属するものを除く。） 

 消耗品  文具、用紙等の事務用品等 

 消耗品  

消 耗 工

具、器具

及び備品 

 工具、器具及び備品 

 消耗工具、器

具及び備品 

 

材料  金属材料、木材、燃料、薬品等 

 材料  

その他貯

蔵品 

  

 その他貯蔵品 上記以外の貯蔵品 

短 期 貸

付 金  

   

 一般短期  他会計以外に対する貸付金 

- 179 -- 179 -



 

貸付金 

 一般短期貸付

金 

 

他会計貸

付金 

 他会計に対する短期貸付金 

 他会計貸付金  

貸 倒 引

当 金  

  短期貸付金の回収不能による損失に

備えるために引き当てるもの 

 貸倒引当

金 

  

 貸倒引当金  

前 払 費

用  

  前払賃借料、前払利息等一定の契約

に従い、継続的に役務の提供を受け

る場合、いまだ提供されていない役

務に対して支払われた対価で当該事

業年度の費用に属さないもので１年

以内に費用となるもの 

 前払費用   

 前払費用  

前 払 金    物品等の購入、工事の請負等に際し

て前払された金額で前払費用に属さ

ないもの 

 資金前渡   

 資金前渡  

概算払   

 概算払  

前払消費

税及び地

方消費税 

 年度途中において中間納付される消

費税及び地方消費税 

 前払消費税及  
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び地方消費税 

工事前払

金 

  

 工事前払金  

その他前

払金 

  

 その他前払金  

そ の 他

流 動 資

産  

   

 保有有価

証券 

 差入保証金の代用として提供を受け

た有価証券で短期間内に返却する見

込みのもの 

 保有有価証券  

仮払消費

税及び地

方消費税 

 課税仕入に係る消費税及び地方消費

税額 

 仮払消費税及

び地方消費税 

 

特定収入

仮払消費

税及び地

方消費税 

 特定収入割合が５％超の場合の４条

の特定収入を財源として行われた４

条の課税仕入に係る控除できない消

費税額 

 特定収入仮払

消費税及び地

方消費税 

 

その他流

動資産 

 上記以外の流動資産 

 その他流動資

産 
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   負債 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

固 定 負

債  

    

 企 業 債     

 建設 改良

費等 の 財

源に 充 て

るた め の

企業 債  

 建設改良費等（建設若しくは改良に

要する経費又は地方債に関する省令

（平成１８年総務省令第５４号）第

１２条に規定する公営企業の建設又

は改良に要する経費に準ずる経費を

いう。以下同じ。）の財源に充てる

ために発行する企業債（１年内に償

還期限の到来するものを除く。） 

 建設改良費等

の財源に充て

るための企業

債 

 

その 他の

企業 債  

 建設改良費等以外の財源に充てるた

めに発行する企業債（１年内に償還

期限の到来するものを除く。） 

 その他の企業

債 

 

他 会 計

借 入 金  

   

 建設 改良

費等 の 財

源に 充 て

るた め の

長期 借 入

金  

 建設改良費等の財源に充てるために

他の会計から繰り入れた借入金（１

年内に返済期限の到来するものを除

く。） 
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 建設改良費等

の財源に充て

るための長期

借入金 

 

その他 の

長期 借入

金 

 建設改良費等以外の財源に充てるた

めに他の会計から繰り入れた借入金

（１年内に返済期限の到来するもの

を除く。） 

 その他の長期

借入金 

 

リ ー ス

債 務  

   

 リース 債

務 

 ファイナンス・リース取引における

リース債務（１年内に支払期限の到

来するものを除く。） 

 リース債務  

引 当 金     

 修繕引 当

金 

  

  修繕引当金  

 特別修 繕

引当 金  

 数事業年度ごとに定期的に行われる

特別の大修繕に備えて計上する引当

金（１年内に使用される見込みのも

のを除く。） 

 特別修繕引当

金 

 

そ の 他

固 定 負

債  

  上記以外の固定負債 

 その他 固   
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定負 債  

 その他固定負

債 

 

流 動 負

債  

   借入金等で１年内に償還されるもの 

 一 時 借

入 金  

  １年内に返済しなければならない借

入金 

 一時借 入

金 

  

 一時借入金  

企 業 債     

 建設改 良

費等 の財

源に 充て

るた めの

企業 債  

 １年内に償還期限の到来する建設改

良費等の財源に充てるために発行す

る企業債 

 建設改良費等

の財源に充て

るための企業

債 

 

その 他 の

企業 債  

 １年内に償還期限の到来する建設改

良費等以外の財源に充てるために発

行する企業債 

 その他の企業

債 

 

他 会 計

借 入 金  

   

 建設 改良

費等 の 財

源に 充 て

 １年内に返済期限の到来する建設改

良費等の財源に充てるために他の会

計から繰り入れた借入金 
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るた め の

借入 金  

 建設改良費等

の財源に充て

るための借入

金 

 

その他 の

借入 金  

 １年内に返済期限の到来する建設改

良費等以外の財源に充てるために他

の会計から繰り入れた借入金 

 その他の借入

金 

 

リ ー ス

債 務  

  １年内に支払期限の到来するファイ

ナンス・リース取引におけるリース

債務 

 リース 債

務 

  

 リース債務  

未 払 金    特定の契約等によりすでに確定して

いる短期的債務でまだその支払を終

わらないもの（未払費用に属するも

のを除く。） 

 営業未 払

金 

 通常の取引により発生する未払金 

 現年度営業未

払金 

 

 過年度営業未

払金 

 

その他 未

払金  

 固定資産等購入代金の未払額等特定

の契約によりすでに確定している債

務のうち、未だその支払が終わらな
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いもので営業未払金でないもの 

 未払消費税及

び地方消費税 

消費税及び地方消費税の納税計算の

結果、納税が見込まれる消費税等額 
 

 その他未払金 上記以外の営業外未払額 

未 払 費

用  

  未払利息、未払賃借料等一定の契約

に従い、継続的に役務の提供を受け

ている場合、すでに提供を受けた役

務の対価の未払額 

 未払 費用    

 未払費用  

前 受 金    契約等によりすでに受け取った対価

のうち、いまだその債務の履行を終

わらないもの 

 営業 前受

金  

 営業活動に係る収益の前受額 

 営業前受金  

営業 外前

受金  

 営業活動以外に係る収益の前受額 

 営業外前受金  

その 他前

受金  

 固定資産売却代金等上記以外の収入

の前受額 

 その他前受金  

引 当 金     

 賞与引 当

金 

 翌事業年度に支払う賞与のうち、当

年度負担相当額の引当金 

賞与引当金  

法定福 利

費引 当 金  

 翌事業年度に支払う法定福利費のう

ち、当年度負担相当額の引当金 

 法定福利費引

当金 
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修繕引 当

金 

 企業の所有する設備等について、毎

事業年度行われる通常の修繕が何ら

かの理由で行われなかった場合にお

いて、その修繕に備えて計上する引

当金 

 修繕引当金  

特別 修繕

引当 金  

 数事業年度ごとに定期的に行われる

特別の大修繕に備えて計上する引当

金のうち１年内に使用される見込み

のもの 

特別修繕引当

金 

 

預 り 金     

 預り 金    

 預り保証金 入札保証金、契約保証金その他保証

金 

預り諸税金 所得税及び県市町村民税等 

その他預り金  

預り 有価

証券  

 入札保証証券、契約保証証券その他

保証証券 

 預り有価証券  

そ の 他

流 動 負

債  

   

 仮受 消費

税及 び 地

方消 費 税  

 課税売上に係る消費税及び地方消費

税額 

 仮受消費税及

び地方消費税 

 

その 他流   
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動負 債  

 その他流動負

債 

 

繰 延 収

益  

    

 長 期 前

受 金  

  償却資産の取得又は改良に充てるた

めの補助金、負担金その他これらに

類するものの交付を受けた場合にお

けるその交付を受けた金額に相当す

る額及び償却資産の取得又は改良に

充てるために起こした企業債の元金

の償還に要する資金に充てるため一

般会計又は他の特別会計から繰入れ

を行った場合におけるその繰入金の

額 

 長期 前受

金  

  

 再評価積立金

長期前受金 

 

国庫補助金長

期前受金 

 

県補助金長期

前受金 

 

一般会計補助

金長期前受金 

 

工事負担金長

期前受金 

 

受益者分担金

長期前受金 

 

他会計負担金  
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長期前受金 

受贈財産評価

額長期前受金 

 

寄附金長期前

受金 

 

建設仮勘定長

期前受金 

 

その他資本剰

金長期前受金 

 

長 期 前

受 金 収

益 化 累

計 額  

   

 長期 前 受

金収 益 化

累計 額  

 

 

 

 

 再評価積立金

長期前受金収

益化累計額 

 

国庫補助金長

期前受金収益

化累計額 

 

県補助金長期

前受金収益化

累計額 

 

一般会計補助

金長期前受金

収益化累計額 

 

工事負担金長

期前受金収益
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化累計額 

受益者分担金

長期前受金収

益化累計額 

 

他会計負担金

長期前受金収

益化累計額 

 

受贈財産評価

額長期前受金

収益化累計額 

 

寄附金長期前

受金収益化累

計額 

 

その他資本剰

金長期前受金

収益化累計額 

 

   資本 

款 項  目 節 （科目区分の説明） 

資本金     

 

 

資 本 金     

 固有資本金  企業開始の時（地方公営企業法（昭 

和２７年法律第２９２号）適用の

時）における引継資本金の額 

 固有資本金  

繰入資本金  建設又は改良に要する資金に当てる

ため他会計から出資の目的で繰り入

れられた額 

 繰入資本金  

出資金   

 出資金  
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組入資本金  剰余金から資本金に組み入れた額 

 組入資本金  

剰余金     

 資 本 剰

余 金  

   

 

 

 

再評価積立

金 

 令附則第１１項及び第１２項の規定

により資産の再評価を行った場合に

おける再評価価額から再評価以前の

帳簿価額を控除した額 

 再評価積立金  

国庫補助金  償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた国庫補助金 

 国庫補助金  

県補助金  償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた県補助金 

 県補助金  

他会計補助

金 

 償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた他会計補助金 

 他会計補助金  

工事負担金  償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた工事負担金 

 工事負担金  

受益者分担

金 

 償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた受益者分担金 

 受益者分担金  
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他会計負担

金 

 償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた他会計負担金 

 他会計負担金  

受贈財産評

価額 

 償却資産以外の固定資産の贈与等を

受けた財産の評価額 

 受贈財産評価

額 

 

寄附金  償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた寄附金 

 寄附金  

その他資本

剰余金 

 上記以外の資本余剰金 

 その他資本剰

余金 

 

利 益 剰

余 金  

   

 減債積立金  企業債の償還に充てるため積み立て

た額 

 減債積立金  

利益積立金  欠損金を埋めるために積み立てた額 

 利益積立金  

建設改良積

立金 

 建設又は改良のために積み立てた額 

 建設改良積立

金 

 

その他積立

金 

 上記以外の任意積立金 

 その他積立金  
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当年度未処

分利益剰余

金（当年度

未処分欠損

金） 

 当年度末における繰越利益剰余金

（又は繰越欠損金）の額に当年度の

純利益（又は純損失）の金額を加減

した額 

 繰越利益剰余

金年度末残高

（繰越欠損金

年度末残高） 

前年度未処分利益剰余金（又は前年

度未処理欠損金）の額から前年度利

益剰余金処分額（又は前年度欠損金

処理額）を控除して得た繰越利益剰

余金（又は繰越欠損金）の額に年度

中の繰越利益剰余金増加額及び減少

額（又は繰越欠損金減少額及び増加

額）を加減した額 

 当年度純利益

（当年度純損

失） 

当年度の損益取引の結果発生した純

利益（又は純損失額） 

未処分利益

剰余金 

  

 その他未処分

利益剰余金変

動額 

 

欠 損 金     

 当年度未処

理欠損金 

  

 繰越欠損金  

当年度純損失  
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 甲府市農業集落排水事業の財務に関する特例を定める規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第９号 

甲府市農業集落排水事業の財務に関する特例を定める規則 

目次 

 第１章 総則（第１条～第４条） 

 第２章 伝票及び帳簿並びに勘定科目 

  第１節 伝票（第５条～第８条） 

  第２節 帳簿（第９条～第１２条） 

  第３節 勘定科目（第１３条） 

 第３章 収入及び支出 

  第１節 収入（第１４条～第２３条） 

  第２節 支出（第２４条～第３８条） 

 第４章 預り金及び預り有価証券（第３９条～第４３条） 

 第５章 たな卸資産 

  第１節 通則（第４４条・第４５条） 

  第２節 出納（第４６条～第５４条） 

  第３節 たな卸（第５５条～第５９条） 

 第６章 たな卸資産以外の物品（第６０条～第６３条） 

 第７章 固定資産 

  第１節 通則（第６４条） 

  第２節 取得（第６５条～第７３条） 

  第３節 管理及び処分（第７４条～第７７条） 

  第４節 減価償却（第７８条・第７９条） 

 第８章 引当金（第８０条） 
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 第９章 予算（第８１条～第８４条） 

 第１０章 決算（第８５条～第８８条） 

 第１１章 雑則（第８９条・第９０条） 

 附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、甲府市農業集落排水事業（以下「農業集落排水事業」とい

う。）の財務に関して、甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の特例を

定めることを目的とする。 

（企業出納員等） 

第２条 農業集落排水事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるた

め、企業出納員及び現金取扱員を置く。 

２ 企業出納員は、農林振興室農政課長（以下「農政課長」という。）をもってこ

れに充て、市長の命を受けて農業集落排水事業の業務に係る出納その他の会計事

務をつかさどる。 

３ 市長は、農業集落排水事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げる

事項を企業出納員に委任する。 

⑴ 諸収入金の収納及び諸支出金の支払に係ること。 

⑵ 預金を組替えること。 

⑶ 現金、有価証券及び物品の保管又は転換に係ること。 

４ 企業出納員としての農政課長に事故があるとき又は欠けたときは、農林振興室

農政課施設係長がその職務を代理する。 

５ 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて農業集落排水事業の

業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。 

６ 前項の現金取扱員１人が１日に取り扱うことのできる現金の限度額は、１００

万円とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせる

ことができる。 

（善管注意義務） 

第３条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他

の資産を取り扱わなければならない。 
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（出納取扱金融機関等） 

第４条 農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、企業出

納員及び現金取扱員が行うもののほか、市長が指定した金融機関（以下「指定金

融機関」という。）に行わせるものとする。 

２ 指定金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを甲府市農

業集落排水事業出納取扱金融機関（以下「出納取扱金融機関」という。）と、収

納事務の一部を取り扱わせるものを甲府市農業集落排水事業収納取扱金融機関

（以下「収納取扱金融機関」という。）とする。 

第２章 伝票及び帳簿並びに勘定科目 

第１節 伝票 

（会計伝票の発行） 

第５条 農業集落排水事業の業務に係る取引については、その取引の発生のつど証

拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。 

（会計伝票の種類） 

第６条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。 

２ 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。 

３ 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。 

４ 振替伝票は、前２項に規定する取引以外の取引について発行する。 

（会計伝票の整理及び日計表の作成） 

第７条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならな

い。 

（会計伝票等の保存） 

第８条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日

付によって編集し、保存しなければならない。 

第２節 帳簿 

（帳簿の種類及び保管） 

第９条 農業集落排水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次

の各号に掲げる会計帳簿（以下「帳簿」という。）を備える。 

⑴ 総勘定元帳 

⑵ 現金預金出納簿 
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⑶ 収入予算執行整理簿 

⑷ 支出予算執行整理簿 

⑸ 前受金整理簿 

⑹ 預り金整理簿 

⑺ 保管有価証券整理簿 

⑻ 貯蔵品出納簿 

⑼ 企業債台帳 

⑽ 固定資産台帳 

⑾ 資金前渡整理簿 

⑿ 備品出納簿 

⒀ 建設工事台帳 

２ 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。 

（帳簿の記載） 

第１０条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載

しなければならない。 

（科目の更正） 

第１１条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正

当科目に更正しなければならない。 

（帳簿の照合） 

第１２条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。 

第３節 勘定科目 

第１３条 農業集落排水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘

定に区分して行うものとする。 

２ 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。 

第３章 収入及び支出 

第１節 収入 

（収入の調定） 

第１４条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、

収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかに

した書類を添付し市長の決定を受けなければならない。ただし、調定と同時に収
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納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略し収入伝票を発行することができ

る。 

２ 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。 

（納入通知書等の交付） 

第１５条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正

した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければ

ならない。ただし、口座振替による納付、口頭によって納入の通知をする場合

は、この限りでない。 

２ 前項本文のうち納期の定めのあるものについては、納期限の１０日前までに交

付しなければならない。 

（証券をもってする収入の納付） 

第１６条 農業集落排水事業の収入の納入義務者は、地方公営企業法施行令 ( 昭和

２７年政令第４０３号。以下「令」という。 ) 第２１条の３の規定により、令に

規定する証券をもって当該収入を納付することができる。 

（口座振替による納入） 

第１７条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預貯金口座を設けている納入

義務者は、当該金融機関に依頼し、口座振替の方法により納付することができ

る。 

（領収書の交付） 

第１８条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、

収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により納付した者に対しては、口座振替

済みの通知をもって領収書に代えることができるものとする。ただし、納付者が

預貯金通帳により納付を確認することができる場合は、口座振替済みの通知の交

付を省略することができる。 

（収納金の取扱い） 

第１９条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類

を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただ

し、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。 
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２ 前項の規定によるほか、現金取扱員は、収納金をその日のうちに出納取扱金融

機関に預け入れ、その領収書と内訳を示す書類により企業出納員に引き継ぐこと

ができる。 

３ 企業出納員は、第１項の規定により現金取扱員から引継を受けた収納金及び自

ら収納した収納金を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければなら

ない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができ

る。 

４ 収納取扱金融機関は、農業集落排水事業の収入を収納したときは、直ちに農業

集落排水事業の預貯金口座に受け入れるとともに、受け入れた収納金を、納入済

通知書及び収入日計表を添えて、翌日までに出納取扱金融機関の農業集落排水事

業の預金口座に振り替えなければならない。 

５ 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた

農業集落排水事業の収入及び出納取扱金融機関が収納した収入を直ちに農業集落

排水事業の預金とするとともに、翌日までに納入済通知書及び出納日計の通知に

よって、その金額を企業出納員に通知しなければならない。 

 （収入伝票の発行） 

第２０条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しな

ければならない。 

（過誤納金の還付） 

第２１条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、

過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明

らかにした文書によって市長の決定を受け、その旨を納入者に通知するととも

に、振替伝票を発行しなければならない。 

２ 第２５条及び第３４条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。 

（小切手等の支払地の区域） 

第２２条 農業集落排水事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができ

る令第２１条の３第１項第１号に規定する小切手等（以下「小切手等」とい

う。）の支払地の区域は、全国とする。 

（不納欠損） 

第２３条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等に
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より債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調

定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報

告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。 

    第２節 支出 

 （支出の手続） 

第２４条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あ

らかじめ文書によって市長の決定を受けなければならない。 

２ 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振

替伝票（現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票）を発行し、当該書類を添

えて市長の決定を受けなければならない。 

 （支払伝票の発行） 

第２５条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の

請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票（一部現金の支払を伴う取

引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。）を発行して市長の決定を受

けなければならない。 

２ 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠と

なるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させるこ

とが困難な場合には、これを省略することができる。 

３ ２人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が

同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行する

ことができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文

書を添えなければならない。 

 （資金前渡、概算払及び前金払） 

第２６条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用す

る。 

２ 令第２１条の５第１項第１５号の規定により資金前渡をすることができる経費

は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 収入印紙、収入証紙、郵便切手、郵便はがき等その他これらに類する経費 

 ⑵ 講習会、研修会等出席者負担金 

 ⑶ 賠償金、補償金その他これらに類する経費 
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 ⑷ 有料道路通行料、駐車料、入場料その他これらに類する経費 

 ⑸ 損害保険の保険料 

 ⑹ 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の経費 

３ 令第２１条の６第１項第５号の規定により概算払をすることができる経費は、

損害賠償として支払う経費とする。 

４ 令第２１条の７第８号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲

げるものとする。 

 ⑴ 保険料 

 ⑵ 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５

条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工

事に要する経費 

５ 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、それぞれ支

払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作

成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員

に提出しなければならない。 

６ 企業出納員は、前項に規定する精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替

伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該資料を添付して市長の決定を受けな

ければならない。 

 （隔地払） 

第２７条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするため必要のある

ときは、令第２１条の９の規定に基づき隔地払をすることができる。 

２ 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、

隔地払の受託書を徴さなければならない。 

 （口座振替の申出） 

第２８条 債権者は、令第２１条の１０に規定する口座振替の方法によって支払を

受けようとする場合には、振替先金融機関及び預金口座等を記載した文書によっ

て企業出納員に申し出なければならない。 

 （口座振替手続等） 

第２９条 企業出納員は、令第２１条の１０に規定する口座振替の方法により支出

しようとする場合は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で、
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出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を通知して行

わなければならない。 

２ 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったもの

について、振替済みの通知により翌日までに企業出納員に報告しなければならな

い。 

 （小切手の振出し） 

第３０条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残額の範囲内で

小切手を振り出さなければならない。 

２ 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。 

３ 企業出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に、受取人の氏

名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。 

４ 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、振替済みの

報告書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。 

 （小切手の訂正等） 

第３１条 小切手の金額は、訂正してはならない。 

２ 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に２線

を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂

正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。 

３ 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、

「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

 （小切手帳の保管） 

第３２条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。 

 （公金振替書） 

第３３条 前３条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。 

 （領収書等の徴収） 

第３４条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払の依頼若

しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債

権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済みの報告書を徴さな

ければならない。 

２ 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のもので
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なければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を

証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。 

 （支払小切手の整理） 

第３５条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。 

２ 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合等においては、直ちに収

入伝票を発行しなければならない。 

 （隔地払期間の徒過） 

第３６条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資

金を交付した場合において、当該資金の交付の日から１年を経過したときは、出

納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地

払の不能の通知を徴するとともに当該金融機関から当該資金を納付させなければ

ならない。 

 （過誤払金の回収） 

第３７条 農業集落排水事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある

場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長

の決定を受けなければならない。 

２ 第１５条、第１７条及び第１９条の規定は、前項の過誤払金の回収について準

用する。 

 （債務免除等） 

第３８条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債

務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決定を

受けなければならない。 

第４章 預り金及び預り有価証券 

 （預り金） 

第３９条 企業出納員は、保証金その他農業集落排水事業の収入に属さない現金を

受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなけ

ればならない。 

 ⑴ 預り保証金 

 ⑵ 預り諸税 

 ⑶ その他預り金 
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 （預り金の受入れ及び払出し） 

第４０条 預り金の受入れ及び払出しは、農業集落排水事業の収入の収納及び支出

の支払の例により行わなければならない。 

 （預り有価証券） 

第４１条 農業集落排水事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有

価証券として整理しなければならない。 

２ 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。 

 （預り有価証券の受入れ及び還付） 

第４２条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当

該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。 

 （利札の還付請求） 

第４３条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受

けた場合は、市長の決定を受けて還付しなければならない。この場合において、

企業出納員は、受領書を徴さなければならない。 

   第５章 たな卸資産 

    第１節 通則 

 （たな卸資産の範囲） 

第４４条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うも

のをいう。 

 ⑴ 消耗品 

 ⑵ 消耗工具、器具及び備品 

 ⑶ 材料 

 ⑷ その他貯蔵品 

 （たな卸資産の貯蔵） 

第４５条 企業出納員は、常に農業集落排水事業の業務の執行上必要な量のたな卸

資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。 

    第２節 出納 

 （購入） 

第４６条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において

たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に
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よって市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量 

 ⑵ 購入しようとする事由 

 ⑶ 予定価格及び単価 

 ⑷ 契約の方法 

 ⑸ その他必要と認められる事項 

 （受入価額） 

第４７条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。 

 ⑴ 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額 

 ⑵ 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額 

 ⑶ 前２号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額 

 （検収） 

第４８条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞

なく検収しなければならない。 

 （受入れ） 

第４９条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、こ

れに基づき市長の決定を受け、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発

行しなければならない。 

 （払出価額） 

第５０条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。 

 （払出し） 

第５１条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第２４条の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようと

するたな卸資産の払出しについて市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量 

 ⑵ 払出価額 

 ⑶ 予算科目 

 ⑷ その他必要と認められる事項 

２ 企業出納員は、前項の決定に基づき出庫伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳す

るとともに、振替伝票を発行しなければならない。 
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 （戻入れ） 

第５２条 企業出納員は、払い出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第４９条

の規定に準じて受け入れなければならない。 

 （発生品） 

第５３条 企業出納員は、第４４条各号に掲げる物品で、農業集落排水事業の資産

として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるもの

と不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは

第４７条第３号及び第４９条の規定に準じて受け入れなければならない。 

２ 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。 

 （不用品の処分） 

第５４条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなっ

たものを不用品として整理し、市長の決定を経て、これを売却しなければならな

い。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない

もの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決定を

経て、これを廃棄することができる。 

２ 第５１条の規定は、前項の場合について準用する。 

    第３節 たな卸 

 （帳簿残高の確認） 

第５５条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照

合し、その正確な額の確認につとめなければならない。 

 （実地たな卸） 

第５６条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由によ

り滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基

づいてたな卸表を作成しなければならない。 

 （実地たな卸の立会） 

第５７条 前条第１項及び第２項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納

員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければ
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ならない。 

 （たな卸の結果の報告） 

第５８条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第５６条第３項の規定によ

り作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。 

２ 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、

その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならな

い。 

 （たな卸修正） 

第５９条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しな

いときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決定を受

けるとともに、総勘定元帳を修正しなければならない。 

   第６章 たな卸資産以外の物品 

 （直購入） 

第６０条 企業出納員は、第４４条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用す

る予定のもの又は第７３条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良

工事に使用する予定のものを、市長の決定を経て直接当該科目の支出として購入

することができる。 

２ 第４７条第３号及び第４９条の規定は、前項の規定によって購入した物品のう

ち材料に残品が生じた場合について準用する。 

 （物品の管理） 

第６１条 企業出納員は、第４４条第１号及び第２号に掲げる物品のうち、たな卸

資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として

購入されたもの（以下本章において、あわせて「物品」という。）を適正に管理

しなければならない。 

２ 企業出納員は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しな

ければならない。 

 （事故報告） 

第６２条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合

は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければ

ならない。 
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 （不用物品の処分） 

第６３条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったもの

を、第５４条第１項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。 

   第７章 固定資産 

    第１節 通則 

 （固定資産の範囲） 

第６４条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。 

 ⑴ 有形固定資産 

  ア 土地 

  イ 建物 

  ウ 構築物 

  エ 機械及び装置並びにその他の附属設備 

  オ 車両及び運搬具 

  カ 工具、器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取得価格が１０万円以上の

ものに限る） 

  キ リース資産（地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号。以

下「施行規則」という。）第１条第１４号に規定するファイナンス・リース

取引（以下「ファイナンス・リース取引」という。）におけるリース物件の

借主である資産であって、当該リース物件がアからカまで及びケに掲げるも

のである場合に限る。） 

  ク 建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するもの

を建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した

材料をいう。） 

  ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

 ⑵ 無形固定資産 

  ア 水利権 

  イ 借地権 

  ウ 地上権 

  エ 特許権 

  オ 施設利用権 
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  カ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であっ

て、当該リース物件がアからオまで及びキに掲げるものである場合に限 

る。） 

  キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

 ⑶ 投資その他の資産 

  ア 投資有価証券（１年以内（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以

内の日をいう。）に満期の到来する有価証券を除く。） 

  イ 出資金 

  ウ 長期貸付金 

  エ 基金 

  オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの 

  カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資   

産 

    第２節 取得 

 （取得価額） 

第６５条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。 

 ⑴ 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額 

 ⑵ 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は

製作に要した直接及び間接の費用の合計額 

 ⑶ 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前２号に掲げる固定資産であ

って取得価額の不明のものについては、公正な評価額 

 （購入） 

第６６条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第２４条第１項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を

受けなければならない。 

 ⑴ 購入しようとする固定資産の名称及び種類 

 ⑵ 購入しようとする事由 

 ⑶ 予定価格及び単価 

 ⑷ 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額 

 ⑸ 契約の方法 
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 ⑹ その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする

ための書類を添えなければならない。 

 （交換） 

第６７条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第２４条第１項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を

受けなければならない。 

 ⑴ 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細 

 ⑵ 相手方の住所及び氏名 

 ⑶ 交換しようとする事由 

 ⑷ 予定価格及び単価 

 ⑸ 契約の方法 

 ⑹ 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期 

 ⑺ 交換の期日その他所要事項を記載した契約書案 

 ⑻ その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする

ための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。 

 （無償譲受け） 

第６８条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号

に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類 

 ⑵ 譲り受けようとする事由 

 ⑶ 譲り受けようとする固定資産の評価額（無形固定資産を除く。） 

 ⑷ その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにす

るための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。 

 （工事の施工） 

第６９条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲

げる事項を記載した文書によって市長の決定を受けなければならない。 

 ⑴ 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類 
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 ⑵ 工事を必要とする事由 

 ⑶ 工事の始期及び終期 

 ⑷ 予定価格 

 ⑸ 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額 

 ⑹ 工事の方法及び契約の方法 

 ⑺ その他必要と認められる事項 

２ 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための

書類を添えなければならない。 

 （検収） 

第７０条 第４８条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。 

 （取得の報告） 

第７１条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告すると

ともに、振替伝票を発行しなければならない。 

２ 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞な

く登記又は登録の手続きを取らなければならない。 

 （建設改良工事の精算） 

第７２条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精

算を行わなければならない。 

２ 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費

を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。 

 （建設仮勘定） 

第７３条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設

けて経理するものとする。 

２ 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の

精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決定を受けるとともに固定資産の当該科

目に振り替えなければならない。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

    第３節 管理及び処分 

 （事故報告） 

第７４条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又
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は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。 

 （売却等） 

第７５条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合

は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決定を受けなければな

らない。 

 ⑴ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類 

 ⑵ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地 

 ⑶ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由 

 ⑷ 予定価格 

 ⑸ 契約の方法 

 ⑹ その他必要と認められる事項 

２ 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由

により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合

に限るものとする。 

 （固定資産の用途廃止） 

第７６条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損

傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなっ

たものについては、市長の決定を受けて、再使用できるものと不用となり又は使

用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第４７条第３号及び第

４９条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。 

２ 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用す

る。 

 （売却等に関する報告） 

第７７条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止し

た場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければ

ならない。 

    第４節 減価償却 

 （減価償却の方法） 

第７８条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。 

 （減価償却の特例） 
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第７９条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価

の１００分の５に相当する金額に達した後において、施行規則第１５条第３項

の規定により帳簿価額が１円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あ

らかじめその旨及び年数について市長の決定を受けなければならない。 

   第８章 引当金 

 （引当金の計上） 

第８０条 将来の特定の費用又は損失（施行規則第２２条に規定するものに限

る。）の金額については、次の各号に掲げる引当金のうち農業集落排水事業にお

いて必要な引当金を予定貸借対照表等（同条に規定する予定貸借対照表等をい

う。）に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものと

する。 

 ⑴ 賞与引当金 

 ⑵ 法定福利費引当金 

 ⑶ 修繕引当金 

 ⑷ 特別修繕引当金 

 ⑸ 貸倒引当金 

   第９章 予算 

 （予算の執行） 

第８１条 予算は、予算実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区

分に従って実施するものとする。 

 （流用及び予備費使用の手続） 

第８２条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、

その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長

の決定を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。 

 （予算超過の支出） 

第８３条 企業出納員は、法第２４条第３項の規定に基づき、業務量の増加により

業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当す

る金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しよう

とする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市
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長の決定を受けなければならない。 

２ 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予

算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決定を受け

なければならない。 

 （予算の繰越し） 

第８４条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内

に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある

場合においては、繰越計算書（継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算

書）を作成して５月２０日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他

の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて

翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰

り越して使用する場合について準用する。 

   第１０章 決算 

 （決算の調製） 

第８５条 農業集落排水事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。 

 （決算整理） 

第８６条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲

げる事項について決算整理を行わなければならない。 

 ⑴ 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正 

 ⑵ 固定資産の減価償却 

 ⑶ 繰延収益の償却 

 ⑷ 資産の評価 

 ⑸ 引当金の計上 

 ⑹ 未払費用等の経過勘定に関する整理 

 （帳簿の締切） 

第８７条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の

締切りを行うものとする。 

 （決算報告書等の提出） 

第８８条 企業出納員は、毎事業年度５月３１日までに、次の各号に掲げる書類を
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作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロ

ー計算書の作成は、間接法によるものとする。 

 ⑴ 決算報告書 

 ⑵ 損益計算書 

 ⑶ 貸借対照表 

 ⑷ 剰余金計算書又は欠損金計算書 

 ⑸ 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 

 ⑹ 事業報告書 

 ⑺ キャッシュ・フロー計算書 

 ⑻ 収益費用明細書 

 ⑼ 固定資産明細書 

 ⑽ 企業債明細書 

 ⑾ 継続費精算報告書 

   第１１章 雑則 

 （計理状況の報告） 

第８９条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、

翌月２０日までに市長に提出しなければならない。 

 （伝票等の様式） 

第９０条 農業集落排水事業に関し必要な伝票等の様式は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第１３条関係） 

農業集落排水事業勘定科目表 

収益 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

農 業 集

落 排 水

事 業 収

益  

    

 営 業 収

益  

  主たる営業活動から生ずる収益 

 施設使用

料 

 施設使用料 

 施設使用料  

他会計負

担金 

 他会計からの負担金 

 一般会計負担

金 

 

受託工事

収益 

 受託工事、業務等による収益 

 受託工事収益  

その他の

営業収益 

  

 手数料 事務手数料等 

雑収益 上記以外の営業収益 

営 業 外

収 益  

  金融及び財務活動に伴う収益、その

他主たる営業活動以外から生ずる収

益 

 受取利息

及び配当

金 

 普通預金利息及び貸付金利息等 
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 預金利息  

貸付金利息  

有価証券利息  

 配当金  

国庫補助

金 

 営業費補助の目的による補助金 

 国庫補助金  

県補助金  営業費補助の目的による補助金 

 県補助金  

他会計補

助金 

 収益的支出を負担することを目的と

する他会計からの繰入金で返済を要

しないもの 

 一般会計補助

金 

 

その他補

助金 

  

 その他補助金  

長期前受

金戻入 

 施行規則第２１条第２項又は第３項

の規定により償却した長期前受金の

額のうち営業外収益として整理する

もの 

 再評価積立金

長期前受金戻

入 

 

国庫補助金長

期前受金戻入 

 

県補助金長期

前受金戻入 

 

一般会計補助

金長期前受金
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戻入 

工事負担金長

期前受金戻入 

 

受益者分担金

長期前受金戻

入 

 

他会計負担金

長期前受金戻

入 

 

受贈財産評価

額長期前受金

戻入 

 

寄附金長期前

受金戻入 

 

その他資本剰

余金長期前受

金戻入 

 

修繕引当

金戻入 

  

 修繕引当金戻

入 

 

貸倒引当

金戻入 

  

 貸倒引当金戻

入 

 

消費税及

び地方消

費税還付

金 

  

 消費税及び地  
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方消費税還付

金 

雑収益  上記以外の営業外収益 

 不用品売却収

益 

不用品の売却代金 

有価証券売却

収益 

有価証券の売却代金 

手数料  

延滞金  

その他雑収益  

特 別 利

益  

  当年度の経常的収益から除外すべき

利益 

 固定資産

売却益 

 固定資産の売却価額が当該固定資産

の売却時の帳簿価額を超える金額 

 固定資産売却

益 

 

過年度損

益修正益 

 前年度以前の損益の修正で利益の性

質を有するもの 

 過年度損益修

正益 

 

その他特

別利益 

  

 その他特別利

益 

 

費用 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

農 業 集

落 排 水

事 業 費

用  
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営 業 費

用  

  主たる営業活動から生ずる費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管渠
きょ

費  管渠
きょ

の維持管理に要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給料 職員の本給 

手当 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤

務及び特殊勤務等の諸手当 

賃金 臨時職員の賃金 

賞与引当金繰

入額 

賞与引当金として計上するための繰

入額 

報酬 臨時又は非常勤の顧問、会計年度職

員等に対する報酬 

法定福利費 事業主負担の健康保険料、厚生年金

保険料、労働保険料及び労務災害補

償費等 

法定福利費引

当金繰入額 

法定福利費引当金として計上するた

めの繰入額 

旅費 旅費に関する規定等に基づいて職員

等に支給する旅費 

被服費 被服貸与規定に基づいて職員に貸与

する被服の購入費 

備消品費 事務及び工事用消耗品費並びに耐用

年数１年未満又は取得価額１０万円

未満の器具、備品費 

燃料費 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 

光熱水費 電気料金、ガス料金等 

印刷製本費 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝

票、帳簿等の製本費 

通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料、電

話加入移転架設料、乗車船券類、運

送料等 
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ポンプ場

費 

委託料 委託に要する費用 

手数料 公金取扱、検査手数料等 

賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等 

修繕費 有形固定資産等の維持修繕に要する

費用 

修繕引当金繰

入額 

修繕引当金として計上するための繰

入額 

特別修繕引当

金繰入額 

特別修繕引当金として計上するため

の繰入額 

路面復旧費 道路の修復費 

動力費 機械装置等の運転に必要な電力料及

び燃料費等 

工事請負費 有形固定資産等の維持修繕に要する

工事請負等の費用 

材料費 有形固定資産等の維持修繕に要する

諸材料費 

補償金 補償金、賠償金、見舞金等 

食糧費 会議のための茶菓、弁当代等 

負担金 維持管理負担金等 

補助金 各種事業における補助金 

保険料 事業用財産に対する損害保険料等 

公課費 自動車重量税等 

その他引当金

繰入額 

その他引当金として計上するための

繰入額 

雑費 上記の科目に属さない費用 

ポンプ場の維持管理に要する費用 

 給料  

 手当  

 賃金  
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 賞与引当金繰

入額 

 

 報酬  

 法定福利費  

 法定福利費引

当金繰入額 

 

 旅費  

 被服費  

 備消品費  

 燃料費  

 光熱水費  

 印刷製本費  

 通信運搬費  

 委託料  

 手数料  

 賃借料  

 修繕費  

 修繕引当金繰

入額 

 

 特別修繕引当

金繰入額 

 

 路面復旧費  

 動力費  

 工事請負費  

 材料費  

 補償金  

 食糧費  

 負担金  

 補助金  

 保険料  
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 公課費  

 その他引当金

繰入額 

 

 雑費  

処理場費   処理場の維持管理に要する費用 

 給料  

 手当  

 賃金  

 賞与引当金繰

入額 

 

 報酬  

 法定福利費  

 法定福利費引

当金繰入額 

 

 旅費  

 被服費  

 備消品費  

 燃料費  

 光熱水費  

 印刷製本費  

 通信運搬費  

 委託料  

 手数料  

 賃借料  

 修繕費  

 修繕引当金繰

入額 

 

 特別修繕引当

金繰入額 

 

 路面復旧費  
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 動力費  

 工事請負費  

 材料費  

 補償金  

 食糧費  

 負担金  

 補助金  

 保険料  

 公課費  

 その他引当金

繰入額 

 

 雑費  

総係費   事業活動全般に関する費用 

 給料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手当  

賃金  

賞与引当金繰

入額 

 

報酬  

法定福利費  

法定福利費引

当金繰入額 

 

旅費  

報償費 報償金、奨励金等 

被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  
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広告料 広告、宣伝に要する費用 

委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  

修繕引当金繰

入額 

 

特別修繕引当

金繰入額 

 

補償金  

研修費 職員の研修に要する費用 

食糧費  

厚生費 医務、衛生、保健、文化、体育、慰

安等に要する費用 

負担金  

補助金  

保険料  

公課費  

貸倒引当金繰

入額 

 

貸倒損失  

その他引当金

繰入額 

その他引当金として計上するための

繰入額 

雑費  

減価償却

費 

 施行規則第１３条及び第１５条から

第１８条の規定による償却額 

 有形固定資産

減価償却費 

建物、構築物、機械及び装置、車両

運搬具、工具、器具及び備品及びリ

ース資産（耐用年数１年未満又は取

得価額１０万円未満のものを 除
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営 業 外

費 用  

く。）等の償却額 

 無形固定資産

減価償却費 

借地権、地上権、施設利用権及びリ

ース資産等の償却額 

資産減耗

費 

  

 固定資産除却

費 

有形固定資産の除却損又は廃棄損及

び撤去費 

 たな卸資産減

耗費 

たな卸資産の毀損、変質又は滅失に

よる除却費及び低価法による評価損 

その他営

業費用  

 上記以外の営業費用 

  

 雑支出  

  金融及び財務活動に伴う費用及びそ

の他主たる営業活動に係る費用以外

の費用 

支払利息    

  企業債利息 企業債に対する利息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長期借入金利

息 

長期借入金に対する利息 

 

 

 

 

消費税及

び地方消

費税 

一時借入金利

息 

一時借入金等に対する利息 

企業債取扱諸

費 

企業債の元利償還のつど支払う手数

料及び取扱費 

 消費税及び地方消費税納付額 

 

 

消費税及び地

方消費税 

 

雑支出   

不用品売却原

 

売却した不用品の原価 
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特 別 損

失  

 

 

 

 

価 

 その他雑支出  

 

 

 当年度の経常費用から除外すべき損

失 

固定資産

売却損  

 固定資産の売却価額が当該固定資産

の売却時に帳簿価額に不足する額 

固定資産売却

損 

 

 減損損失   事業年度の末日において予測するこ

とができない減損が生じたもの又は

減損損失を認識すべきものの当該生

じた減損による損失又は認識すべき

減損損失の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 減損損失  

災害によ

る損失  

 災害による巨額の臨時損失 

 災害による損

失 

 

過年度損

益修正損  

 前年度以前の損益の修正で損失の性

質を有するもの 

 過年度損益修

正損 

 

 貸倒損失  

その他特

別損失  

  

 その他特別損

失 

 

予 備 費   

予備費  

 

 

予備費 
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資産 

款  項  目  節 （科目区分の説明） 

固 定 資

産  

    

 有 形 固

定 資 産  

  土地、建物、構築物、機械、器具及

び備品等（耐用年数１年未満又は取

得価額が１０万円未満のものを除

き、将来営業の用に供する目的をも

って所有する遊休施設、未稼働設備

等を含む。） 

 土 地   事業用敷地及び公舎敷地、運動場等

の経営附属用土地等であり、土地の

取得に関して要した費用、買収費、

買収手数料、整地費（建物又は構築

物に直接関係のあるものを除く。）

及び測量費等の合計額 

 事務所用地 庁舎用地等もっぱら事務所のために

用いる土地 

施設用地 事業用施設のために用いる土地（施

設に附属する用地を含む。） 

その他土地  

建 物   事務所、作業場、倉庫、車庫のほか

公舎その他経営附属用建物（建物と

一体をなす暖房、照明、通風等の附

属設備、買収建物を使用するために

要した模様替、改造等の費用及び建

物に直接関係ある整地費を含む。） 

 事務所用建物 庁舎、営業所等もっぱら事務所の用

に供されている建物 

 施設用建物 処理場、ポンプ場等の施設の用に供
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されている建物 

 その他建物  

建 物 減価

償 却 累計

額  

  

 事務所用建物

減価償却累計

額 

 

 その他建物減

価償却累計額 

 

構 築 物   土地に定着する土木施設又は工作物 

 排水施設 管渠
きょ

、人孔、桝等排水のための施設 

ポンプ場施設 ポンプ場における沈殿池等排水のた

めの施設 

処理場施設 沈砂池、沈殿池等汚水処理のための

施設 

その他構築物  

構 築 物減

価 償 却累

計 額  

  

 農業集落排水

施設減価償却

累計額 

 

 その他構築物

減価償却累計

額 

 

機 械 及び

装 置  

 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設

備並びにこれらの附属品 

 電気設備 電動機、変圧器等及び所内配電設備

（建物に含むものを除く。） 
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ポンプ設備 ポンプ及びこれに直結し、分離しが

たい電動機等の電気設備 

処理機械設備 ゲート設備等汚水処理作業に要する

機械設備 

その他機械設

備 

 

機 械 及び

装 置 減価

償 却 累計

額  

  

 電気設備減価

償却累計額 

 

 ポンプ設備減

価償却累計額 

 

 処理機械設備

減価償却累計

額 

 

 その他機械設

備減価償却累

計額 

 

車 両 及び

運 搬 具  

 自動車、その他陸上運搬具等 

 車両及び運搬

具 

 

車 両 及び

運 搬 具減

価 償 却累

計 額  

  

 車両及び運搬

具減価償却累
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計額 

工 具 、器

具 及 び備

品  

 機械及び装置の附属設備に含まれな

い器具及び電話設備、金庫、机等の

備品で耐用年数１年以上であり、取

得価額が１０万円以上のもの 

 工具、器具及

び備品 

 

工 具 、器

具 及 び備

品 減 価償

却 累 計額  

  

 工具、器具及

び備品減価償

却累計額 

 

リ ー ス資

産  

 有形固定資産（建設仮勘定を 除

く。）に係るファイナンス・リース

取引におけるリース資産 

 所有権移転リ

ース資産 

 

所有権移転外

リース資産 

 

リ ー ス資

産 減 価償

却 累 計額  

  

 所有権移転リ

ース資産減価

償却累計額 

 

所有権移転外

リース資産減

価償却累計額 
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建 設 仮勘

定  

 有形固定資産の建設又は改良のため

支出した建設改良費（前払金等を含

む。） 

 建設仮勘定  

そ の 他有

形 固 定資

産  

 上記以外の有形固定資産 

 その他有形固

定資産 

 

そ の 他有

形 固 定資

産 減 価償

却 累 計額  

  

  その他有形固

定資産減価償

却累計額 

 

無 形 固

定 資 産  

  有償取得した借地権、地上権、施設

利用権等 

 借 地 権   土地の上に設定された民法（明治

２９年法律第８９号）第６０１条に

規定する権利 

 借地権  

地 上 権   民法第２６５条に規定する権利 

 地上権  

施 設 利用

権  

 電気供給施設利用権（電気事業者に

対して電気の供給施設を設けるため

に要する費用を負担し、その施設を

利用して電気の供給を受ける権利）

等 

 電気供給施設  
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利用権 

電信電話専用

施設利用権 

 

水道給水施設

利用権 

 

 その他施設利

用権 

 

電 話 加入

権  

  

 電話加入権  

リ ー ス資

産  

 無形固定資産（営業権を除く。）に

係るファイナンス・リース取引にお

けるリース資産 

 所有権移転リ

ース資産 

 

所有権移転外

リース資産 

 

そ の 他無

形 固 定資

産  

 上記以外の無形固定資産 

 その他無形固

定資産 

 

投 資 そ

の 他 の

資 産  

  投資有価証券、出資金、長期貸付

金、基金及びその他投資 

 投 資 有価

証 券  

 金融商品取引法（昭和２３年法律第

２５号）第２条に規定する有価証券

で投資の目的を持って所有するもの 

 投資有価証券  

出 資 金    
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 出資金  

長 期 貸付

金  

 貸付金で１年以内に返済期限が到来

しないもの 

 長期貸付金  

基 金    

 基金  

貸 倒 引当

金  

 長期貸付金の回収不能による損失に

備えるために引き当てるもの 

 貸倒引当金  

そ の 他投

資  

 上記以外の投資の性質を有するもの 

  

 その他投資  

減 価 償却

累 計 額  

 投資その他の資産に係る減価償却累

計額 

 減価償却累計

額 

 

流 動 資

産  

    

 現 金 ・

預 金  

   

 現 金    

 現金  

預 金    

  預金  

未 収 金     

 営 業 未収

金  

 営業活動に係る収益の未収入額 

 未収施設使用

料 

施設使用料の未収入額 

未収他会計負他会計負担金の未収入額 
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担金 

未収受託工事

収益 

受託工事収益の未収入額 

その他の営業

未収金 

上記以外の営業収益未収入額 

営 業 外未

収 金  

  

 未収受取利息

及び配当金 

預金、貸付金利息等の未収入額 

未収国庫補助

金 

国庫補助金等の未収入額 

未収県補助金 県補助金の未収入額 

未収一般会計

補助金 

一般会計補助金の未収入額 

未収消費税及

び地方消費税

還付金 

消費税及び地方消費税還付金の未収

入額 

その他営業外

未収金 

上記以外の営業外収益未収入額 

そ の 他 未

収 金  

 固定資産売却代金等上記以外の未収

額 

 未収国庫補助

金 

国庫補助金の未収入額 

未収県補助金 県補助金の未収入額 

未収一般会計

補助金 

一般会計補助金の未収入額 

未収負担金 工事負担金等の未収入額 

未収他会計負

担金 

他会計負担金の未収入額 

未収寄附金 寄附金の未収入額 
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その他未収金 上記以外の未収入額 

貸 倒 引

当 金  

  未収金の回収不能による損失に備え

るために引き当てるもの 

 貸 倒 引当

金  

  

 貸倒引当金  

有 価 証

券  

  一時的所有を目的とする有価証券

（差入保証金の代用として提供され

たもので短期間内に返却されるもの

を除く。） 

 有 価 証券    

 有価証券  

貯 蔵 品    いまだ使用に供されていない材料並

びに耐用年数１年未満又は取得価額

が１０万円未満の工具、器具及び備

品（固定資産の建設、改良に使用す

るため取得されたもので建設仮勘定

に属するものを除く。） 

 消 耗 品   文具、用紙等の事務用品等 

 消耗品  

消 耗 工

具 、 器具

及 び 備品  

 工具、器具及び備品 

 消耗工具、器

具及び備品 

 

材 料   金属材料、木材、燃料、薬品等 

 材料  

そ の 他貯

蔵 品  

  

 その他貯蔵品 上記以外の貯蔵品 
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短 期 貸

付 金  

   

 一 般 短期

貸 付 金  

 他会計以外に対する貸付金 

 一般短期貸付

金 

 

他 会 計貸

付 金  

 他会計に対する短期貸付金 

 他会計貸付金  

貸 倒 引

当 金  

  短期貸付金の回収不能による損失に

備えるために引き当てるもの 

 貸 倒 引当

金  

  

 貸倒引当金  

前 払 費

用  

  前払賃借料、前払利息等一定の契約

に従い、継続的に役務の提供を受け

る場合、いまだ提供されていない役

務に対して支払われた対価で当該事

業年度の費用に属さないもので 1 年

以内に費用となるもの 

 前 払 費用    

 前払費用  

前 払 金    物品等の購入、工事の請負等に際し

て前払された金額で前払費用に属さ

ないもの 

 資 金 前渡    

 資金前渡  

概 算 払    

 概算払  

前 払 消費  年度途中において中間納付される消
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税 及 び地

方 消 費税  

費税及び地方消費税 

 前払消費税及

び地方消費税 

 

工 事 前払

金  

  

 工事前払金  

そ の 他前

払 金  

  

 その他前払金  

そ の 他

流 動 資

産  

   

 保 有 有価

証 券  

 差入保証金の代用として提供を受け

た有価証券で短期間内に返却する見

込みのもの 

 保有有価証券  

仮 払 消費

税 及 び地

方 消 費税  

 課税仕入に係る消費税及び地方消費

税額 

 仮払消費税及

び地方消費税 

 

特 定 収入

仮 払 消費

税 及 び地

方 消 費税  

 特定収入割合が５％超の場合の４条

の特定収入を財源として行われた４

条の課税仕入に係る控除できない消

費税額 

 特定収入仮払

消費税及び地

方消費税 

 

そ の 他流  上記以外の流動資産 
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動 資 産  

 その他流動資

産 

 

負債 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

固 定 負

債  

    

 企 業 債     

 建設改良費

等の財源に

充てるため

の企業債 

 建設改良費等（建設若しくは改良に

要する経費又は地方債に関する省令

（平成１８年総務省令第５４号）第

１２条に規定する公営企業の建設又

は改良に要する経費に準ずる経費を

いう。以下同じ。）の財源に充てる

ために発行する企業債（１年内に償

還期限の到来するものを除く。） 

 建設改良費等

の財源に充て

るための企業

債 

 

その他の企

業債 

 建設改良費等以外の財源に充てるた

めに発行する企業債（１年内に償還

期限の到来するものを除く。） 

 その他の企業

債 

 

他 会 計

借 入 金  

   

 建設改良費

等の財源に

充てるため

 建設改良費等の財源に充てるために

他の会計から繰り入れた借入金（１

年内に返済期限の到来するものを除
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の長期借入

金 

く。） 

 建設改良費等

の財源に充て

るための長期

借入金 

 

その他の長

期借入金 

 建設改良費等以外の財源に充てるた

めに他の会計から繰り入れた借入金

（１年内に返済期限の到来するもの

を除く。） 

 その他の長期

借入金 

 

リ ー ス

債 務  

   

 リース債務  ファイナンス・リース取引における

リース債務（１年内に支払期限の到

来するものを除く。） 

 リース債務  

引 当 金     

 修繕引当金   

  修繕引当金  

 特別修繕引

当金 

 数事業年度ごとに定期的に行われる

特別の大修繕に備えて計上する引当

金（１年内に使用される見込みのも

のを除く。） 

 特別修繕引当

金 

 

そ の 他

固 定 負

債  

  上記以外の固定負債 
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 その他固定

負債 

  

 その他固定負

債 

 

流 動 負

債  

   借入金等で１年内に償還されるもの 

 一 時 借

入 金  

  １年以内に返済しなければならない

借入金 

 一時借入金   

 一時借入金  

企 業 債     

 建設改良費

等の財源に

充てるため

の企業債 

 １年内に償還期限の到来する建設改

良費等の財源に充てるために発行す

る企業債 

 建設改良費等

の財源に充て

るための企業

債 

 

その他の企

業債 

 １年内に償還期限の到来する建設改

良費等以外の財源に充てるために発

行する企業債 

 その他の企業

債 

 

他 会 計

借 入 金  

   

 建設改良費

等の財源に

充てるため

の借入金 

 １年内に返済期限の到来する建設改

良費等の財源に充てるために他の会

計から繰り入れた借入金 
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 建設改良費等

の財源に充て

るための借入

金 

 

その他の借

入金 

 １年内に返済期限の到来する建設改

良費等以外の財源に充てるために他

の会計から繰り入れた借入金 

 その他の借入

金 

 

リ ー ス

債 務  

  １年内に支払期限の到来するファイ

ナンス・リース取引におけるリース

債務 

 リース債務   

 リース債務  

未 払 金    特定の契約等によりすでに確定して

いる短期的債務でまだその支払を終

わらないもの（未払費用に属するも

のを除く。） 

 営業未払金  通常の取引により発生する未払金 

 現年度営業未

払金 

 

 過年度営業未

払金 

 

その他未払

金 

 固定資産等購入代金の未払額等特定

の契約によりすでに確定している債

務のうち、未だその支払が終わらな

いもので営業未払金でないもの 

 未払消費税及

び地方消費税 

消費税及び地方消費税の納税計算の

結果、納税が見込まれる消費税等額 

 その他未払金 上記以外の営業外未払額 
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未 払 費

用  

  未払利息、未払賃借料等一定の契約

に従い、継続的に役務の提供を受け

ている場合、すでに提供を受けた役

務の対価の未払額 

 未払費用   

 未払費用  

前 受 金    契約等によりすでに受け取った対価

のうち、いまだその債務の履行を終

わらないもの 

 営業前受金  営業活動に係る収益の前受額 

 営業前受金  

営業外前受

金 

 営業活動以外に係る収益の前受額 

 営業外前受金  

その他前受

金 

 固定資産売却代金等上記以外の収入

の前受額 

 その他前受金  

引 当 金     

 賞与引当金  翌事業年度に支払う賞与のうち、当

年度負担相当額の引当金 

賞与引当金  

法定福利費

引当金 

 翌事業年度に支払う法定福利費のう

ち、当年度負担相当額の引当金 

 法定福利費引

当金 

 

修繕引当金  企業の所有する設備等について、毎

事業年度行われる通常の修繕が何ら

かの理由で行われなかった場合にお

いて、その修繕に備えて計上する引

当金 
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 修繕引当金  

特別修繕引

当金 

 数事業年度ごとに定期的に行われる

特別の大修繕に備えて計上する引当

金のうち１年内に使用される見込み

のもの 

特別修繕引当

金 

 

預 り 金     

 預り金   

 預り保証金 入札保証金、契約保証金その他保証

金 

預り諸税金 所得税及び県市町村民税等 

その他預り金  

預り有価証

券 

 入札保証証券、契約保証証券その他

保証証券 

 預り有価証券  

そ の 他

流 動 負

債  

   

 仮受消費税

及び地方消

費税 

 課税売上に係る消費税及び地方消費

税額 

 仮受消費税及

び地方消費税 

 

  その他流動

負債 

  

   その他流動負

債 

 

繰 延 収

益  
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 長 期 前

受 金  

  償却資産の取得又は改良に充てるた

めの補助金、負担金その他これらに

類するものの交付を受けた場合にお

けるその交付を受けた金額に相当す

る額及び償却資産の取得又は改良に

充てるために起こした企業債の元金

の償還に要する資金に充てるため一

般会計又は他の特別会計から繰入れ

を行った場合におけるその繰入金の

額 

長期前受金   

  再評価積立金

長期前受金 

 

国庫補助金長

期前受金 

 

 県補助金長期

前受金 

 

一般会計補助

金長期前受金 

 

負担金長期前

受金 

 

他会計負担金

長期前受金 

 

受贈財産評価

額長期前受金 

 

 寄附金長期前

受金 

 

建設仮勘定長

期前受金 

 

その他資本剰  
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金長期前受金 

長 期 前

受 金 収

益 化 累

計 額  

   

 長期前受金

収益化累計

額 

 

 

 

 

 再評価積立金

長期前受金収

益化累計額 

 

国庫補助金長

期前受金収益

化累計額 

 

 県補助金長期

前受金収益化

累計額 

 

一般会計補助

金長期前受金

収益化累計額 

 

負担金長期前

受金収益化累

計額 

 

 他会計負担金

長期前受金収

益化累計額 

 

受贈財産評価

額長期前受金

収益化累計額 

 

寄附金長期前  
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受金収益化累

計額 

その他資本剰

金長期前受金

収益化累計額 

 

資本 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

資 本 金      

 資 本 金     

 固有資本金  企業開始の時（地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）適用の

時）における引継資本金の額 

 固有資本金  

繰入資本金  建設又は改良に要する資金に当てる

ため他会計から出資の目的で繰り入

れられた額 

 繰入資本金  

出資金  他会計からの出資金の額 

 出資金  

組入資本金  剰余金から資本金に組み入れた額 

 組入資本金  

剰 余 金      

 資 本 剰

余 金  

   

 再評価積立

金 

 令附則第１１項及び第１２項の規定

により資産の再評価を行った場合に

おける再評価価額から再評価以前の

帳簿価額を控除した額 

 再評価積立金  

国庫補助金  償却資産以外の固定資産の取得又は
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改良に充てた国庫補助金 

 国庫補助金  

県補助金  償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた県補助金 

 県補助金  

他会計補助

金 

 償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた他会計補助金 

 他会計補助金  

負担金  償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた工事負担金等 

 負担金  

他会計負担

金 

 償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた他会計負担金 

 他会計負担金  

受贈財産評

価額 

 償却資産以外の固定資産の贈与を受

けた財産の評価額 

 受贈財産評価

額 

 

寄附金  償却資産以外の固定資産の取得又は

改良に充てた寄附金 

 寄附金  

その他資本

剰余金 

 上記以外の資本余剰金 

 その他資本剰

余金 

 

利 益 剰

余 金  

   

 減債積立金  企業債の償還に充てるため積み立て

た額 

 減債積立金  
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利益積立金  欠損金を埋めるために積み立てた額 

 利益積立金  

建設改良積

立金 

 建設又は改良のために積み立てた額 

 建設改良積立

金 

 

その他積立

金 

 上記以外の任意積立金 

 その他積立金  

当年度未処

分利益剰余

金（当年度

未処分欠損

金） 

 当年度末における繰越利益剰余金

（繰越欠損金）の額に当年度の純利

益（純損失）の金額を加減した額 

 繰越利益剰余

金年度末残高

（繰越欠損金

年度末残高） 

前年度未処分利益剰余金（前年度未

処理欠損金）の額から前年度利益剰

余金処分額（前年度欠損金処理額）

を控除して得た繰越利益剰余金（繰

越欠損金）の額に年度中の繰越利益

余剰金増加額及び減少額（繰越欠損

金減少額及び増加額）を加減した額 

当年度純利益

（当年度純損

失） 

当年度の損益取引の結果発生した純

利益（純損失額） 

未処分利益

剰余金 

  

 その他未処分

利益剰余金変

動額 

 

 欠 損 金     
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  当年度末処

理欠損金 

  

   繰越欠損金 

当年度純損失 
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 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「福祉保健部」を「福祉部」に、「第４款の２ 子ども未来部に属する 

「第４款の２ 保健衛生部に属する機 

                    第４款の３ 子ども未来部に属する 

関（第２５条の３～第２５条の６） 

機関（第２５条の７～第２５条の１１）」 

第３条第１項ただし書中「保健衛生室」を「生活衛生室」に改め、同項の表行

政経営部の項及び企画財務部の項を次のように改める。 

総務部 総務総室 総務課 庶務係、文書係 

法制課 法制係 

デジタル推進課 デジタル推進係、情報管理

係、統計係 

人事管理室 職員課 人事係、給与係 

人材マネジメント

課 

研修係、健康厚生係、事務効

率係、組織係 

契約管財室 契約課 工事係、物品係 

指導検査課 指導係 

管財課 管財係、庁舎車両係 

に改める。 

機関（第２５条の３～第２５条の７）」を 
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企画部 企画総室 総務課 庶務係 

政策課 政策係、総合計画係 

自治体連携課 自治体連携係、移住定住係 

地域デザイン課 地域デザイン係 

財政経営室 財政課 財政係、主計係 

ＳＤＧｓ推進課 ＳＤＧｓ推進係、行政改革係 

財産活用課 財産活用係 

リニア交通

室 

リニア政策課 リニア政策係 

交通政策課 交通政策係 

第３条第１項の表市民部、市民総室、総務課の項中「庶務係」の次に「、税制

係」を加え、同表市民部の項に次のように加える。 

税務管理室 市民税課 個人市民税係、法人諸税係 

資産税課 土地係、家屋係、証明係 

収納推進課 収納係、滞納整理係 

第３条第１項の表福祉保健部の項を次のように改める。 

福祉部 福祉総室 総務課 庶務係、計画係 

指導監査課 指導監査係 

福祉支援室

（福祉事務

所） 

生活福祉課 保護係、保護事務係、生活支

援係 

障がい福祉課 医療支援係、サービス支援

係、相談支援係 

長寿介護課 経営係、保険給付係、滞納整

理係、認定係、高齢者支援係 

健康保険課 経営係、保険料係、給付係、

滞納整理係、後期医療係 

保健衛生部 保健衛生総

室 

総務課 庶務係 

健康政策課 健康生きがい係、医療介護支
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援係 

地域保健課 地域保健係、保健予防係、食

育係 

生活衛生室

（保健所を

含む。） 

精神保健課 精神保健係 

母子健康課 母子健康係 

医務感染症課 医務係、感染症係 

衛生薬務課 衛生薬務係 

第３条第１項の表子ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、総務課の項

中「庶務係」を「庶務係、子ども政策係」に改め、同表環境部の項中 

「              「 

環境総室 総務課  環境総室  総務課 

環境政策課  環境政策課 

環境対策室 ごみ収集課  ごみ収集課 

ごみ減量課  ごみ減量課 

環境保全課  環境保全課 

             」              」 

業部、商工観光室、商工課の項中「産業育成係、商工業係」を「商工業係、地場

産業振興係」に改め、同条第２項中「福祉保健総室」を「福祉総室総務課、福祉

支援室（福祉支援室長寿介護課経営係、保険給付係、滞納整理係、認定係及び健

康保険課を除く。）」に改め、同条第４項中「企画財務部」を「企画部」に改

め、「リニア交通政策監を、」の次に「市民部に」を加え、「、福祉保健部に公

衆衛生及び感染症に係る対応を総括するため保健衛生監を」を削る。 

第５条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

第６条第３項中「、保健衛生監」を削り、同条第４項中「健康支援室及び保健

衛生室」を「保健衛生総室及び生活衛生室」に、「福祉保健部長」を「保健衛生

部長」に改める。 

第７条第５項中「福祉保健部福祉保健総室長」を「福祉部福祉支援室長」に改

める。 

第８条第６項の表健康支援室の項中「健康支援室」を「保健衛生総室」に改

に改め、同表産 を 

- 253 -- 253 -



 

め、同表に次のように加える。 

子ども未来総室  子ども政策担当課長 子ども施策の調査及び研究に関す

ること。 

第１２条の２第１項の表出張所の項中「振興係、住民係」を「地域振興住民

係」に改める。 

「第４款 福祉保健部に属する機関」を「第４款 福祉部に属する機関」に改

める。 

第１９条を次のように改める。 

 第１９条 削除 

第１９条の３から第２０条までを次のように改める。 

 第１９条の３から第２０条まで 削除 

第２３条、第２３条の３及び第２３条の４中「福祉保健部福祉保健総室総務

課」を「福祉部福祉支援室長寿介護課」に改める。 

第２３条の５中「福祉保健部保険経営室健康保険課」を「福祉部福祉支援室健

康保険課」に改める。 

第２５条の７を第２５条の１１とし、第２５条の３から第２５条の６までを４

条ずつ繰り下げる。 

第２章第２節第４款の２を同節第４款の３とし、同節第４款の次に次の１款を

加える。 

      第４款の２ 保健衛生部に属する機関 

  （保健センター等） 

第２５条の３ 市民の健康の保持及び増進を図るため、次に掲げる保健センター

を置く。 

名称 位置 

甲府市保健センター 甲府市相生二丁目１７番１号 

２ 前項の保健センターは、保健衛生部保健衛生総室地域保健課に属する機関と

し、その分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。 

⑴ 保健指導及び健康診断に関すること。 

⑵ 健康相談に関すること。 

⑶ 予防接種に関すること。 
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⑷ 前各号に掲げるもののほか、保健センターの運営管理に関すること。 

  （いきいきプラザ） 

第２５条の４ 甲府市いきいきプラザ条例（平成１７年１２月条例第６２号）第

１条の規定に基づき設置されたいきいきプラザは、保健衛生部保健衛生総室健

康政策課に属する機関とし、その分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとす

る。 

⑴ 指定管理者が行う管理以外のいきいきプラザの管理に関すること。 

  （健康の杜センター） 

第２５条の５ 甲府市健康の杜センター条例（平成１７年１２月条例第６３号）

第１条の規定に基づき設置された健康の杜センターは、保健衛生部保健衛生総

室健康政策課に属する機関とし、その分掌事務は、おおむね次に掲げるとおり

とする。 

⑴ 指定管理者が行う管理以外の健康の杜センターの管理に関すること。 

  （斎場） 

第２５条の６ 甲府市斎場条例（昭和３９年４月条例第４４号）第２条の規定に

基づき設置された斎場は、保健衛生部生活衛生室衛生薬務課に属する機関と

し、その分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。 

⑴ 死体の火葬に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、斎場の運営管理に関すること。 

第２６条中「環境部環境対策室ごみ減量課」を「環境部環境総室ごみ減量課」

に改める。 

第３６条第１項の表補修センターの項中「補修センター」を「道路公園等保全

センター」に改め、同条第２項第４号中「福祉保健部長」を「保健衛生部長」に

改め、同項第５号中「福祉保健部健康支援室地域保健課長」を「保健衛生部保健

衛生総室地域保健課長」に改め、同項第６号中「福祉保健部保健衛生室生活衛生

薬務課生活衛生薬務係長」を「保健衛生部生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係長」

に改める。 

第４１条第２項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

第４４条第２項中「行政経営部長、企画財務部長」を「総務部長、企画部長」

に改める。 

- 255 -- 255 -



 

第４６条第２項中「企画財務部企画財務総室長」を「企画部企画総室長」に改

める。 

第５１条中「企画財務部長」を「企画部長」に改める。 

別表第１市長直轄組織、市長室、国際交流課の項に次の１号を加える。 

 ⑷  多文化共生推進計画に関すること。 

別表第１行政経営部の項中「行政経営部」を「総務部」に、「行政経営総室」

を「総務総室」に改め、同表行政経営部、行政経営総室、行政経営課の項を削

り、同表行政経営部、人事管理室、職員課の項に次の１号を加える。 

⑽ 山梨県市町村職員共済組合に関すること。 

別表第１行政経営部、人事管理室、研修厚生課の項中「研修厚生課」を「人材

マネジメント課」に改め、同項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号か

ら第１１号までを１号ずつ繰り上げ、同項に次の６号を加える。 

 ⑾  事務改善に関すること。 

 ⑿ 帳票の管理に関すること。 

 ⒀ 内部統制に関すること。 

 ⒁ 組織の総合管理及び職員の定数管理に関すること。 

  ⒂ 市の委員会、委員に係る市長の権限に属する事務に関すること（組織に関

するものに限る。）。 

 ⒃ 事務室の配置に関すること。 

別表第１企画財務部の項を次のように改める。 

企画部 企画総

室 

総務課 ⑴ 庁議、企画経営会議、部長会議及び総室長会

議に関すること。 

⑵ こうふ市民意見提出制度に関すること。 

⑶ 地方分権に関すること。 

⑷ 部内の文書の総括指導に関すること。 

⑸ 部内の庶務に関すること。 

政策課 ⑴ 市政の基本方針に関すること。 

⑵ 総合計画に関すること。 

⑶ 人口減少対策に関すること。 
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⑷ 中核市に関すること。 

⑸ 政策形成並びに政策課題の調査及び研究並び

に特命事項に関すること。 

⑹ 自治基本条例に関すること。 

自治体

連携課 

⑴ 広域行政に関すること。 

⑵ 市町村合併に関すること。 

⑶ 自治体連携に関すること。 

⑷ 移住定住に関すること。 

地域デ

ザイン

課 

⑴ 地域デザイン推進事業に関すること。 

⑵ 南部及び北部中山間地域の振興に関するこ

と。 

⑶ 過疎地域持続的発展計画に関すること。 

財政経

営室 

財政課 ⑴ 財政の運営、執行及び調整に関すること。 

⑵ 予算編成に関すること。 

⑶ 財政計画に関すること。 

⑷ 資金計画に関すること。 

⑸ 地方交付税に関すること。 

⑹ 一時借入金に関すること。 

⑺ 資金運用に関すること。 

⑻ 起債に関すること。 

⑼ 財務統計調査等に関すること。 

⑽ 上下水道局に係る市長の権限に属する事務に

関すること（財政に関するものに限る。）。 

⑾ 行政評価に関すること。 

ＳＤＧ

ｓ推進

課 

⑴ ＳＤＧｓの推進に関すること。 

⑵ 公民連携に関すること。 

⑶ 行政改革の推進に関すること。 

⑷ 外部監査契約に基づく監査に関すること。 

財産活 ⑴ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）

- 257 -- 257 -



 

用課 に基づく市町村計画に関すること。 

⑵ 公共施設等マネジメントの推進に関するこ

と。 

⑶ 公共用地の取得の調整に関すること。 

リニア

交通室 

リニア

政策課 

⑴ リニア中央新幹線を活かしたまちづくりに関

すること。 

⑵ リニア中央新幹線事業に関すること。 

交通政

策課 

⑴ 公共交通体系基本構想に関すること。 

⑵ 赤字路線バス対策等に関すること。 

⑶ 総合交通体系に関すること。 

⑷ 鉄道対策に関すること。 

別表第１市民部、市民総室、総務課の項中第１９号を第２１号とし、第１８号

を第２０号とし、第１７号の次に次の２号を加える。 

 ⒅  税制に関すること。 

 ⒆ 固定資産評価審査委員会に関すること。 

別表第１市民部、市民総室、市民課の項中第１９号を削り、第２０号を第１９

号とし、第２１号を第２０号とし、第２２号を第２１号とし、同表市民部、市民

協働室の項の次に次のように加える。 

税務管理室 市民税課 ⑴ 個人市県民税及び法人市民税の賦課に関する

こと。 

⑵ 個人市県民税及び法人市民税の課税台帳等の

整備、保管に関すること。 

⑶ 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税

（次号において「諸税」という。）の賦課に関

すること。 

⑷ 諸税の課税台帳等の整備、保管に関するこ

と。 

⑸ 諸願届の受付、処理に関すること。 

⑹ 市税に係る諸証明及び手数料の収納に関する
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こと。 

資産税課 ⑴ 固定資産の評価及び固定資産税の賦課に関す

ること。 

⑵ 諸願届の受付、処理及び閲覧に関すること。 

⑶ 市税に係る諸証明及び手数料の収納に関する

こと。 

⑷ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 

⑸ 特別土地保有税の賦課に関すること。 

⑹ 都市計画税の賦課に関すること。 

収納推進課 ⑴ 口座振替納付、納期内納付に関すること。 

⑵ 市税、個人県民税、国民健康保険料、介護保

険料、後期高齢者医療保険料、墓地使用料、保

育料、市営住宅使用料及び市営住宅敷地貸付料

の収納整理に関すること。 

⑶ 督促状の発付に関すること。 

⑷ 市税及び諸収入金の窓口収納並びに株式会社

ゆうちょ銀行が取り扱う公金の収納に関するこ

と。 

⑸ 納税証明に関すること。 

⑹ 市税、個人県民税の未収金の徴収、徴収猶

予、換価猶予、延滞金の免除、滞納処分（差押

え）及び納税指導に関すること。 

⑺ 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。 

⑻ 滞納処分（差押物件の引揚げ及び公売等）及

び交付要求に関すること。 

別表第１福祉保健部の項を次のように改める。 

福祉部 福祉総

室 

総務課 ⑴ 福祉・保健情報に関すること（保健衛生部、

子ども未来部が所管するものを除く。）。 

⑵ 民生委員及び児童委員に関すること。 
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⑶ 社会福祉審議会に関すること。 

⑷ 福祉諸計画の調整に関すること。 

⑸ 地域福祉推進計画に関すること。 

⑹ 社会福祉協議会に関すること。 

⑺ 部内の文書の総括指導に関すること。 

⑻ 部内の庶務に関すること。 

指導監

査課 

⑴ 社会福祉法人の設立の許可、社会福祉連携推

進法人の認定に関すること。 

⑵ 社会福祉法人、社会福祉連携推進法人、社会

福祉施設等の指導監査に関すること。 

⑶ 介護保険サービス事業者等の指導監査に関す

ること。 

⑷ 障害福祉サービス事業者等の指導監査に関す

ること。 

⑸ 特定教育・保育施設等の指導監査に関するこ

と。 

⑹ 許可外保育施設等の指導監査に関すること。 

⑺ 有料老人ホームの指導監査に関すること。 

⑻ 公立保育所の指導監査に関すること。 

⑼ 高齢者虐待に関すること（養介護施設従事者

等に関するものに限る。）。 

福祉支援

室（福祉

事務所） 

生活福

祉課 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護の措置に関すること。 

⑵ 行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらに準ず

る者の取扱いに関すること。 

⑶ ホームレスに関すること。 

⑷ 引揚者等に関すること。 

⑸ 法外扶助に関すること。 

⑹ 災害援護に関すること。 
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⑺ 医療券交付及び統計に関すること。 

⑻ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付

けに関すること。 

⑼ 中国残留邦人等への支援に関すること。 

⑽ 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第

１０５号）による支援に関すること。 

⑾ 保護施設に関すること。 

⑿ 指定医療機関等に関すること。 

⒀ 無料低額診療事業等に関すること。 

障がい

福祉課 

⑴ 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保

健福祉手帳に関すること。 

⑵ 障害福祉サービスに関すること。 

⑶ 在宅障害児（者）に関すること。 

⑷ 自立支援医療に関すること。 

⑸ 重度心身障害者医療費の助成に関すること。 

⑹ 障害者センターに関すること。 

⑺ 障害者の社会参加促進に関すること。 

⑻ 心身障害児（者）に係る手当に関すること。 

⑼ 補装具費の給付に関すること。 

⑽ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）による地域生活支援事業に関すること。 

⑾ 社会福祉事業団に関すること。 

⑿ 障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福

祉計画の推進に関すること。 

⒀ 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法

律第１２７号）に関すること。 

⒁ 発達障害児（者）に関すること。 

⒂ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関
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すること。 

長寿介

護課 

⑴ 介護保険事業の企画及び運営に関すること。 

⑵ 介護保険事業計画に関すること。 

⑶ 介護保険サービスに関すること。 

⑷ 被保険者の資格に関すること。 

⑸ 介護保険料の賦課、徴収及び滞納処分に関す

ること。 

⑹ 保険給付に関すること。 

⑺ 介護認定審査会に関すること。 

⑻ 要介護及び要支援認定に関すること。 

⑼ 後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に

関すること。 

⑽ 第１号事業支給費の支給に関すること。 

⑾ 在宅高齢者に関すること。 

⑿ 高齢者の生きがい対策に関すること。 

⒀ 福祉センターに関すること。 

⒁ 上九の湯ふれあいセンターに関すること。 

⒂ 老人デイサービスセンターに関すること。 

⒃ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に

よる福祉の措置に関すること。 

⒄ 老人福祉施設に関すること。 

⒅ 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。 

⒆ 成年後見制度に関すること。 

⒇ 福祉総合相談に関すること。 

健康保

険課 

⑴ 国民健康保険事業の企画及び運営に関するこ

と。 

⑵ 国民健康保険運営協議会に関すること。 

⑶ 直営宮本診療所及び直営上九一色診療所に関

すること。 
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⑷ 被保険者の資格に関すること。 

⑸ 保険料の賦課に関すること。 

⑹ 保険給付に関すること。 

⑺ 保健事業に関すること。 

⑻ 一部負担金に関すること。 

⑼ 国民健康保険料の未収金の徴収、徴収猶予及

び滞納処分に関すること。 

⑽ 特定健診・特定保健事業に関すること。 

⑾ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」と

いう。）による保健事業に関すること。 

⑿ 後期高齢者医療制度に関すること。 

⒀ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第８３号）附則第３２条の規定によ

りなお従前の例によるとされた同法第７条の規

定による改正前の老人保健法（昭和５７年法律

第８０号。以下「改正前老人保健法」とい

う。）による保健事業（医療に限る。）に関す

ること。 

保健衛

生部 

保健衛

生総室 

総務課 ⑴ 福祉・保健情報に関すること（福祉部、子ど

も未来部が所管するものを除く。）。 

⑵ 保健所及び保健センター業務の調整に関する

こと。 

⑶ 保健所運営協議会に関すること。 

⑷ 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関

すること。 

⑸ 保健師の現任教育に関すること。 

⑹ 墓地及び埋火葬に関すること。 

⑺ 公衆衛生の普及及び向上に関すること。 
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⑻ 継続看護の推進に関すること。 

⑼ 医師の臨床研修に関すること。 

⑽ 看護師等実習の指導に関すること。 

⑾ 保健師の統括に係る支援に関すること。 

⑿ 簡易水道等事業に関すること。 

⒀ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に

関すること（地域保健課、衛生薬務課及び母子

保健課が所管するものを除く。）。 

⒁ 健康づくり及びその推進に関すること（地域

保健課及び母子保健課が所管するものを除

く。）。 

⒂ 部内の文書の総括指導に関すること。 

⒃ 部内の庶務に関すること。 

健康政

策課 

⑴ 健康都市構想に関すること。 

⑵ 保健計画の策定に関すること。 

⑶ 健康の杜センターに関すること。 

⑷ いきいきプラザに関すること。 

⑸ 地域包括支援体制に関すること。 

⑹ 介護予防・生活支援体制の推進に関するこ

と。 

⑺ 包括的支援事業に関すること（地域保健課が

所管するものを除く。）。 

⑻ 地域包括支援センターの運営に関すること。 

⑼ 地域包括支援センター運営協議会に関するこ

と。 

⑽ 在宅医療及び介護連携に関すること。 

⑾ 認知症の高齢者に関すること。 

地域保

健課 

⑴ 保健計画及び高齢者保健福祉計画の推進に関

すること（長寿介護課及び母子保健課が所管す
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るものを除く。）。 

⑵ 食育推進計画の策定及び推進に関すること。 

⑶ 食育基本法（平成１７年法律第６３号）によ

る地域の食育に関すること（母子保健課が所管

するものを除く。）。 

⑷ 健康増進法に関すること（保健衛生総室総務

課、衛生薬務課及び母子保健課が所管するもの

を除く。）。 

⑸ 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）に

よる地域保健事業に関すること（母子保健課が

所管するものを除く。）。 

⑹ 健康づくり及びその推進に関すること（保健

衛生総室総務課及び母子保健課が所管するもの

を除く。）。 

⑺ 保健センターに関すること。 

⑻ 結核検診に関すること。 

⑼ 難病及び特定疾病対策に関すること。 

⑽ がん患者支援に関すること。 

⑾ 歯科保健に関すること。 

⑿ 特定保健指導の支援に関すること。 

⒀ 栄養士等実習の指導に関すること。 

⒁ 地区担当保健師に関すること。 

⒂ 一般介護予防事業に関すること（長寿介護課

及び健康政策課が所管するものを除く。）。 

⒃ 包括的支援事業に関すること（健康政策課が

所管するものを除く。）。 

⒄ 高齢者虐待に関すること（指導監査課が所管

するものを除く。）。 

⒅ 家族介護支援事業に関すること。 
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生活衛

生室 

精神保

健課 

⑴ 精神保健に関すること。 

⑵ 自殺対策に関すること。 

母子健

康課 

⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に

よる保健所の業務に関すること。 

⑵ 母子保健事業に係る保健所の業務に関するこ

と。 

医務感

染症課 

⑴ 地域医療支援に関すること（母子保健課が所

管するものを除く。）。 

⑵ 地域医療センター管理に関すること。 

⑶ 救急医療に関すること。 

⑷ 災害時医療に関すること。 

⑸ 医療機関等の許可及び届出並びに監視指導等

に関すること。 

⑹ 衛生検査所に関すること。 

⑺ 死体の解剖及び保存の許可等に関すること。 

⑻ 移植医療に関すること。 

⑼ 医師、歯科医師その他の医療関係者に関する

こと。 

⑽ 調理師及び製菓衛生師に関すること。 

⑾ 予防接種に関すること。 

⑿ 感染症に関すること。 

⒀ 感染症審査協議会に関すること。 

衛生薬

務課 

⑴ 食品衛生に関すること。 

⑵ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する

こと。 

⑶ 家庭用品の規制に関すること。 

⑷ 薬事に関すること。 

⑸ 毒物及び劇物の取締りに関すること。 

⑹ 狂犬病予防に関すること。 
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⑺ 動物の愛護及び管理に関すること。 

⑻ 生活衛生関係営業に関すること。 

⑼ クリーニング師に関すること。 

⑽ 化製場等に関する法律（昭和２３年法律第

１４０号）に関すること。 

⑾ 建築物における衛生的環境の指導に関するこ

と。 

⑿ プールの維持管理指導に関すること。 

⒀ 献血の推進に関すること。 

⒁ 衛生上の試験検査に関すること。 

⒂ と畜に関すること。 

⒃ 温泉の利用に関すること。 

⒄ 斎場に関すること。 

⒅ 健康増進法に関すること（保健衛生総室総務

課、地域保健課及び母子保健課が所管するもの

を除く。）。 

別表第１子ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、総務課の項中第３号

を第６号とし、第２号を第５号とし、第１号中「福祉保健部」を「福祉部、保健

衛生部」に改め、同号の次に次の３号を加える。 

 ⑵  子ども施策の調査及び研究に関すること。 

 ⑶ こども計画の策定に関すること。 

 ⑷ 児童福祉専門分科会に関すること。 

別表第１子ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、子ども応援課の項中

第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上

げ、同表子ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、子育て支援課の項第２

号中「次世代育成支援行動計画」を「次世代育成支援行動計画等」に改め、同表

子ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、子ども保育課の項中第２号を削

り、第３号を第２号とし、第４号から第１５号までを１号ずつ繰り上げ、同表子

ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、母子保健課の項中第８号を削り、

第９号を第８号とし、同表環境部の項中 
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「              「 

環境総室 総務課  環境総室  総務課 

環境政策課  環境政策課 

環境対策室 ごみ収集課  ごみ収集課 

ごみ減量課  ごみ減量課 

環境保全課  環境保全課 

             」              」 

業部、商工観光室、中心市街地振興課の項中「（商業等の活性化）」を削る。 

（甲府市職員特別給与条例施行規則の一部改正） 

第２条 甲府市職員特別給与条例施行規則（昭和２６年９月規則第１９号）の一部

を次のように改正する。 

  第１３条中「行政経営部」を「総務部」に改める。 

（甲府市「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 甲府市「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則（昭和３５年

１０月規則第５３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「企画財務部」を「企画部」に改める。 

（甲府市臨時的任用職員に関する規則の一部改正） 

第４条 甲府市臨時的任用職員に関する規則（昭和３６年６月規則第２０号）の一

部を次のように改正する。 

第３条、第４条、第６条及び第６条の２第２項中「行政経営部長」を「総務部

長」に改める。 

第１号様式中「行政経営部」を「総務部」に改める。 

（甲府市役所庁中管理規則の一部改正） 

第５条 甲府市役所庁中管理規則（昭和３７年１１月規則第５０号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条中「行政経営部契約管財室管財課長」を「総務部契約管財室管財課長」

に改める。 

 別表中「行政経営部契約管財室契約課長」を「総務部契約管財室契約課長」

に、「行政経営部人事管理室研修厚生課長」を「総務部人事管理室人材マネジメ

ント課長」に、「行政経営部行政経営総室デジタル推進課長」を「総務部総務総

に改め、同表産 を 
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室デジタル推進課長」に改める。 

 （甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正） 

第６条 甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の一

部を次のように改正する。 

 第１号様式及び第２号様式中「行政経営部職員課」を「総務部職員課」に改め

る。 

（甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正） 

第７条 甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和３９年４月規則第

４８号）の一部を次のように改正する。 

 第７４条第１項中「企画財務部長」を「企画部長」に改める。 

（甲府市職員表彰規則の一部改正） 

第８条 甲府市職員表彰規則（昭和４１年３月規則第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

（休職等に係る待遇主管者等の設置に関する規則の一部改正） 

第９条 休職等に係る待遇主管者等の設置に関する規則（昭和４４年６月規則第

３９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「行政経営部」を「総務部」に改める。 

 （甲府市公印規則の一部改正） 

第１０条 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改

正する。 

 第９条第４項中「行政経営部行政経営総室総務課長」を「総務部総務総室総務

課長」に改める。 

 別表第１一般公印の表市印の項及び市長印の項中「行政経営部行政経営総室総

務課長」を「総務部総務総室総務課長」に改め、同表福祉事務所印の項及び福祉

事務所長印の項中「福祉保健部福祉保健総室総務課長」を「福祉部福祉総室総務

課長」に改め、同表保健所印の項中「福祉保健部保健衛生室精神保健課長」を

「保健衛生部保健衛生総室総務課長」に改め、同表斎場管理者印の項中「福祉保

健部保健衛生室生活衛生薬務課長」を「保健衛生部生活衛生室衛生薬務課長」に

改め、同表感染症診査協議会委員長印の項中「福祉保健部保健衛生室医務感染症
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課長」を「保健衛生部生活衛生室医務感染症課長」に改める。 

別表第１専用公印の表市印の項中「行政経営部人事管理室職員課長」を「総務

部人事管理室職員課長」に、「福祉保健部保険経営室健康保険課長」を「福祉部

福祉支援室健康保険課長」に改め、同表身分証明専用市印の項中「行政経営部人

事管理室職員課長」を「総務部人事管理室職員課長」に改め、同表市役所印の項

中「行政経営部行政経営総室総務課長」を「総務部総務総室総務課長」に、「企

画財務部課税管理室市民税課長」を「市民部税務管理室市民税課長」に改め、同

表市長印の項中「行政経営部行政経営総室総務課長」を「総務部総務総室総務課

長」に、「福祉保健部福祉保健総室障がい福祉課長」を「福祉部福祉支援室障が

い福祉課長」に、「福祉保健部健康支援室地域保健課長」を「保健衛生部保健衛

生総室地域保健課長」に改め、同表共済組合申請専用市長印の項中「行政経営部

人事管理室職員課長」を「総務部人事管理室職員課長」に改め、同表証明専用市

長印（番号入）の項中「企画財務部課税管理室市民税課長」を「市民部税務管理

室市民税課長」に、「企画財務部課税管理室資産税課長」を「市民部税務管理室

資産税課長」に、「企画財務部収納管理室収納課長」を「市民部税務管理室収納

推進課長」に改め、同表保健所専用市長印の項中「福祉保健部保健衛生室精神保

健課長」を「保健衛生部保健衛生総室総務課長」に改め、同表予防接種証明専用

市長印（番号入）の項中「福祉保健部保健衛生室医務感染症課長」を「保健衛生

部生活衛生室医務感染症課長」に改め、同表市長職務代理者印の項中「行政経営

部行政経営総室総務課長」を「総務部総務総室総務課長」に、「福祉保健部福祉

保健総室障がい福祉課長」を「福祉部福祉支援室障がい福祉課長」に改め、同表

共済組合申請専用市長職務代理者印の項中「行政経営部人事管理室職員課長」を

「総務部人事管理室職員課長」に改め、同表証明専用市長職務代理者印（番号

入）の項中「行政経営部行政経営総室総務課長」を「総務部総務総室総務課長」

に改め、同表保健所専用市長職務代理者印の項中「福祉保健部保健衛生室精神保

健課長」を「保健衛生部保健衛生総室総務課長」に改め、同表予防接種証明専用

市長職務代理者印（番号入）の項中「行政経営部行政経営総室総務課長」を「総

務部総務総室総務課長」に改め、同表中 

 「 

市長職務代理者が執行する期間は、市長印に １ 
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準じ、通常は行政経営部行政経営総室総務課

長において保管する。 

１ 

１ 

                                 」 

 「 

市長職務代理者が執行する期間は、市長印に

準じ、通常は総務部総務総室総務課長におい

て保管する。 

１ 

１ 

１ 

                                 」 

改め、同表甲府市会計管理者代理署名人収納課長印の項中「収納課長印」を「収

納推進課長印」に、「１６．５」を「１８」に、「企画財務部収納管理室収納課

長」を「市民部税務管理室収納推進課長」に改め、同表福祉事務所長印の項中

「福祉保健部福祉保健総室障がい福祉課長」を「福祉部福祉支援室障がい福祉課

長」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

  第１号様式、第３号様式、第６号様式の４及び第８号様式中「行政経営部総務

課長」を「総務部総務課長」に改める。 

（甲府市職員被服貸与規則の一部改正） 

第１１条 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表の１事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表３の項中「生

活衛生薬務課」を「衛生薬務課」に改める。 

 別表の２技術職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表５の項、同表

６の項及び同表７の項中「福祉保健部」を「福祉部、保健衛生部」に改める。 

 別表の３技能労務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表２の項中

を 

に  

別表第２中 

」  

を

 

 

に改める。 

」  

「

 

 

４４  

 

「

 

 

４４  
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「福祉保健部」を「福祉部、保健衛生部」に、同表３の項中「行政経営部」を

「総務部」に改める。 

（甲府市契約規則の一部改正） 

第１２条 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）の一部を次のように

改正する。 

 第１３号様式その１中「行政経営部契約管財室」を「総務部契約管財室」に改

める。 

（甲府市公有財産取扱規則の一部改正） 

第１３条 甲府市公有財産取扱規則（昭和５９年３月規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条及び第４条第２項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

第５条第１項中「行政経営部長及び企画財務部長」を「総務部長及び企画部

長」に改める。 

第１１条、第１３条第２項、第１８条第２項、第２６条、第３０条、第３１

条、第３２条第２項第４号及び第３６条から第４０条までの規定中「行政経営部

長」を「総務部長」に改める。 

 第１２号様式（その１）及び第１３号様式中「行政経営部長」を「総務部長」

に改める。 

（甲府市財務規則の一部改正） 

第１４条 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正 

 する。 

第４条、第５条及び第７条第１項中「企画財務部長」を「企画部長」に改め

る。 

 第８条第１項及び第２項中「企画財務部長」を「企画部長」に改め、同条第３

項中「行政経営部長」を「総務部長」に、「企画財務部長」を「企画部長」に改

める。 

 第９条及び第１０条中「企画財務部長」を「企画部長」に改める。 

 第１２条中「企画財務部長」を「企画部長」に、「行政経営部長」を「総務部

長」に改める。 

 第１３条から第１５条まで、第１６条第１項及び第３項、第１７条第１項及び
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第２項、第１８条第１項及び第２項、第１９条第１項及び第２項、第２０条第１

項及び第２項、第２１条、第２５条、第２６条（見出しを含む。）、第２７条か

ら第２９条まで並びに第５７条中「企画財務部長」を「企画部長」に改める。 

 第６５条の２第２項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 第９２条第２項の表中「収納課長、滞納整理課長」を「収納推進課長」に、

「福祉保健総室総務課長」を「福祉総室総務課長」に、「介護保険課長」を「長

寿介護課長」に、「生活衛生薬務課長」を「衛生薬務課長」に、「収納課収納

係、滞納整理課滞納整理係」を「収納推進課収納係、収納推進課滞納整理係」

に、「上九一色出張所住民係」を「上九一色出張所地域振興住民係」に、「介護

保険課保険給付係、介護保険課滞納整理係」を「長寿介護課保険給付係、長寿介

護課滞納整理係」に、「生活衛生薬務課生活衛生薬務係」を「衛生薬務課衛生薬

務係」に改め、「各保育所」の次に「、ごみ収集課収集衛生係」を加え、「ごみ

収集課収集衛生係長及び」を削る。 

 第９４条第２項中「収納課長」を「収納推進課長」に、「生活衛生薬務課長」

を「衛生薬務課長」に改め、同項第１号及び同条第３項第１号中「生活衛生薬務

課」を「衛生薬務課」に改める。 

 第１０４条第３項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 第１０６条、第１０７条並びに第１５０条第２項及び第３項中「企画財務部

長」を「企画部長」に改める。 

 第１０号様式及び第１４号様式（その１）から第１４号様式（その３）までの

規定中「企画財務部長」を「企画部長」に改める。 

（甲府市物品管理規則の一部改正） 

第１５条 甲府市物品管理規則（昭和６２年１月規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

第３４条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

（甲府市立保育所設置及び管理条例施行規則の一部改正） 

第１６条 甲府市立保育所設置及び管理条例施行規則（昭和６２年３月規則第１５

号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「子ども未来部子ども未来総室子育て支援課長」を「子ども未来部子

ども未来総室子ども保育課長」に改める。 

- 273 -- 273 -



 

（甲府市情報公開審査会規則の一部改正） 

第１７条 甲府市情報公開審査会規則（昭和６３年３月規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条中「行政経営部行政経営総室法制課」を「総務部総務総室法制課」に改

める。 

 （甲府市職員安全衛生管理規則の一部改正） 

第１８条 甲府市職員安全衛生管理規則（平成３年３月規則第１９号）の一部を次

のように改正する。 

第７条中「行政経営部人事管理室研修厚生課長」を「総務部人事管理室人材マ

ネジメント課長」に、「福祉保健部健康支援室健康政策課長」を「保健衛生部保

健衛生総室長」に改める。 

第２２条第３項中「行政経営部人事管理室研修厚生課」を「総務部人事管理室

人材マネジメント課」に、「福祉保健部健康支援室健康政策課」を「保健衛生部

保健衛生総室総務課」に改める。 

 別表第１中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

（甲府市ねたきり老人及び認知症老人介護慰労金支給条例施行規則の一部改正） 

第１９条 甲府市ねたきり老人及び認知症老人介護慰労金支給条例施行規則（平成

４年３月規則第５号）の一部を次のように改正する。 

第２号様式、第８号様式及び第９号様式中「介護保険課確認欄」を「長寿介護

課確認欄」に、「介護保険課認定係」を「長寿介護課認定係」に改める。 

（甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の一部改

正） 

第２０条 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

（平成５年１２月規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第６項第４号及び第４条第３項中「環境部環境対策室ごみ減量課」を

「環境部環境総室ごみ減量課」に改める。 

（甲府市介護保険条例施行規則の一部改正） 

第２１条 甲府市介護保険条例施行規則（平成１２年３月規則第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第１２号様式及び第１３号様式中「介護保険課」を「長寿介護課」に改める。 
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（甲府市長の職務を代理する者を定める規則の一部改正） 

第２２条 甲府市長の職務を代理する者を定める規則（平成１４年１１月規則第

３７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「行政経営部長」を「総務部長」に、「企画財務部長」を「企画部

長」に改める。 

（甲府市個人情報保護審査会規則の一部改正） 

第２３条 甲府市個人情報保護審査会規則（平成１５年１２月規則第４０号）の一

部を次のように改正する。 

第４条中「行政経営部行政経営総室法制課」を「総務部総務総室法制課」に改

める。 

（甲府市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

の一部改正） 

第２４条 甲府市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定め

る規則（平成１９年３月規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表中「行政経営部、市民部、福祉保健部」を「総務部、市民部

（税務管理室を除く。）、福祉部、保健衛生部」に、「企画財務部」を「企画  

部、市民部（税務管理室に限る。）」に改める。 

（甲府市退職手当審査会規則の一部改正） 

第２５条 甲府市退職手当審査会規則（平成２１年９月規則第３３号）の一部を次

のように改正する。 

第５条中「行政経営部人事管理室職員課」を「総務部人事管理室職員課」に改

める。 

（甲府市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に

関する規則の一部改正） 

第２６条 甲府市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の

閲覧に関する規則（平成３１年３月規則第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条中「行政経営部行政経営総室行政経営課」を「企画部財政経営室ＳＤＧ

ｓ推進課」に改める。 

附 則 
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１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部・室・課に勤務

を命ぜられていた課配属職員（課長を除く。）は、別に辞令を発せられない限 

 り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部・室・課に勤務を命ぜられ

たものとする。 

行政経営

部 

行政経営総

室 

総務課 総務部 総務総室 総務課  

法制課 法制課  

デジタル推

進課 

デジタル推

進課  

行政経営課 人事管理室 人材マネジ

メント課  人事管理室 研修厚生課 

職員課 職員課  

 契約管財室 契約課  契約管財室 契約課  

指導検査課 指導検査課  

管財課 管財課  

企画財務

部 

企画財務総

室 

総務課 企画部 企画総室 総務課  

企画財政課 財政経営室 財政課  

自治体連携

課 

企画総室 自治体連携

課  

財産活用課 財政経営室 財産活用課  

政策推進室 政策課 企画総室 政策課  

ＳＤＧｓ推

進課 

財政経営室 ＳＤＧｓ推

進課  

地域デザイ

ン課 

企画総室 地域デザイ

ン課  

リニア交通 リニア政策  リニア交通 リニア政策
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室 課 室 課  

交通政策課  交通政策課  

課税管理室 市民税課 市民部 税務管理室 市民税課  

資産税課 資産税課  

収納管理室 収納課 収納推進課  

滞納理性課 

福祉保健

部 

福祉保健総

室 

総務課 福祉部 福祉総室 総務課  

生活福祉課 福祉支援室 生活福祉課  

障がい福祉

課 

障がい福祉

課  

保険経営室 指導監査課 福祉総室 指導監査課  

介護保険課 福祉支援室 長寿介護課  

健康保険課 健康保険課  

健康支援室 健康政策課 保健衛生

部 

保健衛生総

室 

健康政策課  

地域保健課 地域保健課  

保健衛生室 精神保健課 生活衛生室 精神保健課  

母子健康課 母子健康課  

医務感染症

課 

医務感染症

課  

生活衛生薬

務課 

衛生薬務課  

環境部 環境対策室 ごみ収集課 環境部 環境総室 ごみ収集課  

ごみ減量課 ごみ減量課  

環境保全課 環境保全課  
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 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１１号 

   甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 

の一部を改正する規則 

 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（令和２年

３月規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１０項中「別表第１第１０項」を「別表第１第１３項」に改め、同項を

同条第１３項とし、同条第９項の次に次の３項を加える。 

１０ 条例別表第１第１０項の規則で定める事務は、甲府市重度心身障害者医療費 

助成金支給条例（昭和５２年９月条例第３０号）の規定による医療費の助成金の

支給に関する事務とする。 

１１ 条例別表第１第１１項の規則で定める事務は、甲府市心身障害児童福祉手当 

支給条例（昭和４５年３月条例第１５号）の規定による心身障害児童福祉手当の

支給に関する事務とする。 

１２ 条例別表第１第１２項の規則で定める事務は、新婚世帯に対する新生活に伴 

う費用に係る補助金の交付に関する事務とする。 

第３条第２項第１号中「情報」の次に「（以下「医療保険給付関係情報」とい  

う。）」を加える。 

 第５条第２項第１号中「小児」を「子ども」に改め、同項に次の１号を加える。 

 ⑷ 前項の事務に係る助成に係る子ども及び保護者の医療保険給付関係情報 
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 第６条第２項に次の１号を加える。 

 ⑶ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する 

者に係る医療保険給付関係情報 

 第９条第２項第１号中「情報」の次に「（以下「身体障害者手帳関係情報」とい

う。）」を加え、同項第２号中「情報」の次に「（以下「精神障害者保健福祉手帳

関係情報」という。）」を加える。 

 第１４条を第１７条とし、第１３条を第１６条とし、第１２条の次に次の３条を

加える。 

第１３条 条例別表第２第１１項の規則で定める事務は、第２条第１０項に掲げる 

事務とする。 

２ 条例別表第２第１１項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

 ⑴ 前項の事務に係る助成対象者、当該助成対象者と同一の世帯に属する者、当 

該助成対象者の配偶者若しくは保護者又は当該助成対象者の扶養義務者に係る

地方税関係情報 

 ⑵ 前項の事務に係る助成対象者、当該助成対象者と同一の世帯に属する者又は 

当該助成対象者の配偶者若しくは保護者に係る住民票関係情報 

 ⑶ 前項の事務に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保 

護実施関係情報 

 ⑷ 前項の事務に係る助成対象者に係る医療保険給付関係情報 

⑸ 前項の事務に係る助成対象者に係る年金給付関係情報 

 ⑹ 前項の事務に係る助成対象者に係る身体障害者手帳関係情報 

 ⑺ 前項の事務に係る助成対象者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報 

 ⑻ 前項の事務に係る助成対象者に係る療育手帳関係情報 

第１４条 条例別表第２第１２項の規則で定める事務は、第２条第１１項に掲げる 

事務とする。 

２ 条例別表第２第１２項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

 ⑴ 前項の事務の申請に係る障害児童の保護者に係る地方税関係情報 

 ⑵ 前項の事務の申請に係る障害児童、当該障害児童と同一の世帯に属する者又 

は当該障害児童の保護者に係る住民票関係情報 

 ⑶ 前項の事務の申請に係る障害児童の保護者に係る年金給付関係情報 
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 ⑷ 前項の事務の申請に係る障害児童に係る身体障害者手帳関係情報 

 ⑸ 前項の事務の申請に係る障害児童に係る療育手帳関係情報 

第１５条 条例別表第２第１３項の規則で定める事務は、第２条第１２項に掲げる 

事務とする。 

２ 条例別表第２第１３項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

 ⑴ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る地方税 

関係情報 

 ⑵ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る住民票 

関係情報 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１２号 

   職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年３月規則第４号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条の次に次の１条を加える。 

 （医師等の勤務時間の割振り） 

第２条の２ 任命権者は、甲府市職員給与条例施行規則（昭和２７年３月規則第７

号）第３条の２第２項に規定する診療業務に従事する医師及び歯科医師のうち、

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１１３条第２項の規定による医師労働時

間短縮計画で指定するものについては、同法第１２３条第１項に規定する継続し

た休息時間（以下「勤務間インターバル」という。）を与えなければならない。

ただし、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。 

２ 任命権者は、前項ただし書の規定により勤務間インターバルを確保できなかっ

た場合は、事後において、勤務間インターバルの時間に相当する休息時間（以下

「代償休息」という。）を確保するものとする。 

３ この規則に定めるもののほか、勤務間インターバル及び代償休息に関し必要な

事項は、別に定める。 

 第２６条第２項中「９月」を「１０月」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１３号 

   甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する

規則 

 甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年３月規則第

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３の第９号中「９月」を「１０月」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１４号 

   甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則（平成１８年３月規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１初任給基準表ア行政職給料表初任給基準表中「事務職員、技術職員」を

「事務職員（保育士を除く。）、技術職員（獣医師を除く。）」に改め、同表に次

のように加える。 

事務職員（保育士に限る。） 短大卒 １級１７号給 

大学卒 １級２９号給 

技術職員（獣医師に限る。） 大学卒 １級２９号給 

   附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日までに採用された事務職員（保育士に限る。）及び

技術職員（獣医師に限る。）（以下この項において単に「職員」という。）で、

施行の日以後引き続き在職する職員の同日における号給については、この規則に

よる改正後の甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則の適用を受けて新た

に職員となった者との均衡を考慮し、市長の定めるところにより必要な調整を行

うことができる。 

 

 

 

 

- 283 -- 283 -



 

 甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１５号 

   甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年３

月規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１８条の２ 条例第１４条の２の規定により準用する給与条例第４８条の４に規

定する勤勉手当を支給される職員の範囲（勤勉手当を支給される職員の範囲から

非常勤職員を除外する部分を除く。第２２条の２第１項において同じ。）、勤勉

手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤の

職員の例による。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２２条の２ 条例第２８条の２の規定により準用する給与条例第４８条の４に規

定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他期末手当の支

給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、

支給日は、別表第２の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄

に定める日とし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の

前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とす

る。 

２ 前条第２項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給につい
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て準用する。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 285 -- 285 -



 

 甲府市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１６号 

   甲府市財務規則の一部を改正する規則 

 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５１条第２項の表中「歳入」の次に「（法第２３５条の４第３項に規定する歳

入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。）」を加える。 

 第５１条の２第１項中「歳入」を「歳入等」に、「市長」を「市の機関」に改  

め、同条第２項中「歳入」を「歳入等」に、「第１２条の２の６第１項」を「第 

１２条の２の１３第１項」に改める。 

 第５３条を次のように改める。 

 （歳入の徴収等の委託等に係る指定公金事務取扱者） 

第５３条 市長は、法第２４３条の２第２項に規定する指定公金事務取扱者（以下

「指定公金事務取扱者」という。）に歳入の徴収及び歳入等の収納に関する事務

（以下「歳入の徴収等」という。）を委託しようとするときは、あらかじめ会計

管理者と協議するものとする。 

２ 市長は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ当該右欄に掲げる事項及び

その他必要な事項を告示しなければならない。 

歳入の徴収等を指定公金事務取扱

者に委託したとき。  

⑴ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又

は事務所の所在地 

⑵ 指定公金事務取扱者に委託した歳入の

徴収等 

⑶ 指定公金事務取扱者を指定した日  

⑷ 指定公金事務取扱者に歳入の徴収等を

委託した日 
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歳入の徴収等に係る指定公金事務

取扱者が、名称、住所又は事務所

の所在地を変更したとき。 

⑴ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又

は事務所の所在地 

⑵ 変更の内容 

⑶ 変更日 

歳入の徴収等に係る指定公金事務

取扱者の指定を取り消したとき。 

⑴ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又

は事務所の所在地 

⑵ 取消日 

 第５４条の見出しを「（指定公金事務取扱者が行う歳入の徴収等）」に改め、同

条第１項中「歳入の徴収事務の委託を受けた者及び収納事務の委託を受けた者（以

下「収入事務受託者」という。）」を「歳入の徴収等の委託を受けた指定公金事務

取扱者」に改め、「、又は」の次に「歳入等を」を加え、同条第２項中「収入事務

受託者」を「歳入の徴収等の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改め、同条第３

項中「第１５８条第３項」を「第１７３条の２第２項」に、「徴収し、又は収納し

た歳入」を「徴収した歳入又は収納した歳入等」に改め、同条第４項及び第５項を

削る。 

 第５４条の２を削る。 

 第５６条第１項中「私人」を「指定公金事務取扱者」に改める。 

 第６５条の２第１項中「期日」の次に「又は市長が指定した日」を加える。 

 第７０条中「第１６５条の７」を「第１６５条の６」に改める。 

 第８４条を次のように改める。 

 （支出事務の委託等に係る指定公金事務取扱者） 

第８４条 第５３条第１項の規定は、支出に関する事務を指定公金事務取扱者に委

託しようとする場合について準用する。 

２ 第５３条第２項の規定は、支出に関する事務を指定公金事務取扱者に委託した

場合、支出に関する事務に係る指定公金事務取扱者が名称、住所又は事務所の所

在地を変更した場合及び支出に関する事務に係る指定公金事務取扱者の指定を取

り消した場合について準用する。 

 第８５条第１項中「前条により支出の事務の委託を受けた者（以下「支出事務受

託者」という。）」を「支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に

改める。 
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 第８６条の見出しを「（指定公金事務取扱者が行う支出の事務）」に改め、同条

中「支出事務受託者」を「支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」

に改め、同条第６号を削る。 

 第１２５条第１項第１号イ中「農業集落排水事業費」及び「浄化槽事業費」を削

る。 

 第１４９条及び第１５０条第２項中「第２４３条の２第１項各号」を「第２４３

条の２の８第１項各号」に改める。 

 第２９号様式中「収入事務受託者」を「指定公金事務取扱者」に改める。 

 第５３号様式及び第５４号様式中「支出事務受託者」を「指定公金事務取扱者」

に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の甲府市財務規則（以下「改正

前の規則」という。）第５３条の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を

受けている者及び改正前の規則第８４条の規定による支出の事務の委託を受けて

いる者は、令和８年３月３１日までの間は、なお従前の例により、改正前の規則

第５３条の規定による歳入の徴収若しくは収納の事務又は改正前の規則第８４条

の規定による支出の事務を行うことができる。 

３ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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甲府市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１７号 

   甲府市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団の組織等に関する規則（昭和４１年１０月規則第４５号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項中「及び」の次に「方面隊を置き、方面隊に」を加え、同条第３項

中「編成」の次に「、方面隊の担当分団」を加え、「及び第２」を「から別表第３

まで」に改める。 

第４条の見出しを「（方面隊・分団）」に改め、同条第１項中「分団に」を「方

面隊に方面隊長を置き、分団に」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を第

４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 方面隊長は、分団長階級とし、上司の命を受け、方面隊を指揮監督する。 

第５条中「以上により」の次に「、方面隊長は、方面隊の担当分団の分団長によ

り」を加え、「当該分団員」を「、当該分団員」に改める。 

第６条中「分団長」を「方面隊長及び分団長」に改める。 

別表第１中 

「 

本部  １  ５       ６ 

富士川分団    １  ２  ５  ５ １２ ２５ 

琢美分団    １  ２  ４  ４  ９ ２０ 

相生分団    １  ２  ４  ４  ９ ２０ 

                                」 

「 

を  
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本部  １  ３       ４ 

東方面隊    １      １ 

西方面隊    １      １ 

南方面隊    １      １ 

北方面隊    １      １ 

中道・上九

方面隊 
   １      １ 

富士川分団    １  ２  ５  ５ １１ ２４ 

琢美分団    １  ２  ４  ４  ８ １９ 

相生分団    １  ２  ４  ４  ８ １９ 

                                」 

「 

１  ５ ３２ ６４ ２ ６ ２  ２ ６ ２  ７０７  １，３３３  

                                  」 

「 

１  ３ ３７ ６４ ２ ６ ２  ２ ６ ２  ７０４  １，３３３  

                                  」 

改め、別表第２を別表第３とし、別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第２条関係） 

  方面隊の担当分団 

  方面隊名           担当分団 

東方面隊 富士川分団、琢美分団、相生分団、春日分団、里垣

分団、甲運分団 

西方面隊 穴切分団、朝日分団、貢川分団、千塚分団、池田分

団、羽黒分団 

南方面隊 湯田分団、伊勢分団、国母分団、山城分団、玉諸分

団、大里分団、東分団 

北方面隊 新紺屋分団、相川分団、千代田分団、能泉分団、宮

本分団、北新分団 

中道・上九方面隊 右左口分団、滝川分団、下向山分団、白井分団、上

曽根分団、下曽根分団、上九一色分団 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

に、  

を  

に  
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甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１８号 

   甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則（平成２７年３月規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「法附則第６条第５項」を「地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２第１項」に改める。 

 別表の備考第８項中「若しくは医療型児童発達支援」を削る。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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甲府市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１９号 

   甲府市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則 

 甲府市児童手当事務取扱規則（平成２４年９月規則第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１０条第１項第１号中「同条第７項若しくは第８項」を「同法第５６条第６項

若しくは第７項」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２０号 

   甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規

則 

 甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則（平成３１年３月規則第

２５号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式中 

「 

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

所 

フ リ ガ ナ   

名 称   

事 業 所 の 所
在 地  

( 〒    ―     )  

事 業 の 種 類  

実
施
事
業  

指 定 申 請 を す る 事 業
の 支 援 開 始 予 定 年 月
日  

様 式  備 考  

児 童 発 達 支
援  

( 福 祉 型 児
童 発 達 支 援
セ ン タ ー )  

  付 表  

 

児 童 発 達 支
援  

( 児 童 発 達
支 援 セ ン タ
ー 以 外 )  

  付 表  

医 療 型 児 童
発 達 支 援  

  付 表  

放 課 後 等 デ
イ サ ー ビ ス  

  付 表  

居 宅 訪 問 型
児 童 発 達 支
援  

  付 表  

保 育 所 等 訪
問 支 援  

  付 表  

同 一 施 設 内 に お い て 行 う 事 業 等 の
種 類  

事 業 所 番 号  

を 
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                                  」 

「 

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

所 

フ リ ガ ナ   

名 称   

事 業 所 の 所
在 地  

( 〒    ―     )  

事 業 の 種 類  

実
施
事
業  

指 定 申 請 を す る 事 業
の 支 援 開 始 予 定 年 月
日  

様 式  備 考  

児 童 発 達 支
援  

( 児 童 発 達
支 援 セ ン タ
ー )  

  付 表  

 

児 童 発 達 支
援  

( 児 童 発 達
支 援 セ ン タ
ー 以 外 )  

  付 表  

放 課 後 等 デ
イ サ ー ビ ス  

  付 表  

居 宅 訪 問 型
児 童 発 達 支
援  

  付 表  

保 育 所 等 訪
問 支 援  

  付 表  

同 一 施 設 内 に お い て 行 う 事 業 等 の
種 類  

事 業 所 番 号  

           

           

           

                                  」 

改める。 

 第２号様式中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に、 

「 

児 童 発 達 支 援 事
業 所  

( 児 童 発 達 支 援
セ ン タ ー 以 外 )  

      

医 療 型 児 童 発 達
支 援 事 業 所  

      

                                  」 

「 

児 童 発 達 支 援 事
業 所  

      

に 

を 

に 
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( 児 童 発 達 支 援
セ ン タ ー 以 外 )  

                                  」 

改める。 

 第１２号様式から第１４号様式までの様式中 

「 

 1  児 童 発 達 支 援  

 2  医 療 型 児 童 発 達 支 援  

 3  放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス  

 4  居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援  

 5  保 育 所 等 訪 問 支 援  

                                  」 

「 

 1  児 童 発 達 支 援  

 2  放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス  

 3  居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援  

 4  保 育 所 等 訪 問 支 援  

                                  」 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

に 
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 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２１号 

   甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則（昭和５２年９月規則第 

３０号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１号中「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省

令」を「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」に、「第

５条第１項」を「附則第３条の４第１項」に改め、同条第２号中「訪問看護療養費

及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」を「訪問看護療養費及び公費

負担医療に関する費用の請求に関する命令」に改める。 

 第１号様式中 

「 

  

 を 

 

」 

「 

 

 

 

 

」 

「 

生年月日         年  月  日 

旧受給者番号 

( 更新の場合のみ記入すること。 )  

  

 

生年月日         年  月  日 

個人番号             

旧受給者番号 

( 更新の場合のみ記入すること。 )  

  

 

に、  
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」 

「 

 

 

 

 

」 

改める。 

第２号様式中 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 ( 対象者を

現に扶養し、又は

監護している者 )  

氏 名 
  

 

受給資格者

と の 続 柄 

 

 

住 所           電話        

保護者 ( 対象者を

現に扶養し、又は

監護している者 )  

氏 名 
  

 

受給資格者

と の 続 柄 

  

 

住 所           電話        

個人番号             

( ふりがな )  
住  所 

  

  

( ふりがな )  

 
住  所 

  

( ふりがな )  

 住  所 

  

( 受給資格者との続柄 )  

( ふりがな )  
住  所 

 

 

個人番号             

( ふりがな )  
住  所 

  

 

個人番号             

( ふりがな )   

住  所 

 

 

に  

を  

「  

「  

を  

に  
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」 

改める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１１条第１号の改正規定 

（「第５条第１項」を「附則第３条の４第１項」に改める部分に限る。）は、令

和６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当 

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

受給資格者との続柄  個人番号             

- 298 -- 298 -



 

 甲府市心身障害児童福祉手当支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２２号 

   甲府市心身障害児童福祉手当支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市心身障害児童福祉手当支給条例施行規則（昭和４５年３月規則第１９号） 

の一部を次のように改正する。 

第２条中「第５号及び第６号」を「第１号又は第２号及び第５号から第８号ま  

で」に、「第６号の」を「第６号から第８号までの」に改め、同条第６号を同条第

８号とし、同条第５号の次に次の２号を加える。 

 ⑹ 障害児童の保護者について前年（１月から６月までの間に申請する場合は、 

前々年とする。）の所得の状況を証する書面 

 ⑺ 障害児童の保護者について公的年金等の収入金額を明らかにできる証明書 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合には、提示又は添付する書類 

を省略することができる。 

 第１号様式を次のように改める。 
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附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当 

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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 甲府市簡易水道等事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２３号 

   甲府市簡易水道等事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規

則 

 甲府市簡易水道等事業の財務に関する特例を定める規則（令和２年３月規則第８

号）の一部を次のように改正する。 

 第４４条第２項中「第２１条の１２及び第２１条の１３」を「第２１条の１１及

び第２１条の１２」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規程  
 
 
 

甲府市規程第１号 

 甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改

正する。  

別表第１の２組織・人事及び研修に関する事項の表第１４号及び第２４号中  

「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

別表第１の３財務に関する事項、⑶支出負担行為に関する事項（予算科目別）

の表備考第２項中「行政経営部契約管財室契約課」を「総務部契約管財室契約  

課」に改める。 

別表第１の３財務に関する事項、⑷公有財産に関する事項の表第５号及び第８

号中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

別表第２市長直轄組織、市長室、国際交流の表に次のように加える。 

２  多 文 化 共 生 に 関 す る

事 項  

     

⑴  多 文 化 共 生 推 進 計

画 に 関 す る こ と 。  

 
   ○     

 

別表第２行政経営部の表中「行政経営部」を「総務部」に改め、同表行政経営

総室の表中「行政経営総室」を「総務総室」に改め、同表行政経営の表を削る。 

別表第２行政経営部、人事管理室、職員の表第４項に次のように加える。 

⑸  山 梨 県 市 町 村 職 員      ○    
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共 済 組 合 に 関 す る こ

と 。  

別表第２行政経営部、人事管理室、研修厚生の表中「研修厚生」を「人材マネ

ジメント」に改め、同表第３項中第１号を削り、第２号を第１号とし、同表に次

のように加える。 

７  事 務 管 理 に 関 す る 事

項  

     

⑴  事 務 改 善 に 関 す る

こ と 。  

 
 重 要  一般的   軽 易 

 

⑵  事 務 量 の 測 定 に 関

す る こ と 。  

   
 ○   

 

⑶  帳 票 の 管 理 に 関 す

る こ と 。  

   
 ○   

 

⑷  事 務 手 順 書 の 整 理

に 関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

８  提 案 制 度 に 関 す る 事

項  

     

⑴  提 案 募 集 に 関 す る

こ と 。  

 
 採 否   収 集 

 

⑵  提 案 審 査 委 員 会 の

庶 務 に 関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

９  組 織 管 理 に 関 す る 事

項  

     

⑴  組 織 の 総 合 調 整 に

関 す る こ と 。  

 
 重 要  一般的   軽 易  

⑵  事 務 分 掌 に 関 す る

こ と 。  

 
 同 上  同上   同 上  

⑶  定 員 査 定 に 関 す る

こ と 。  

 
 同 上  同上   同 上  

⑷  部 間 流 動 に 関 す る

こ と 。  

 
 重 要  

 定例的  

 軽 易   
 

⑸  事 務 室 の 配 置 に 関

す る こ と 。  

   
 ○   

 

別表第２企画財務部の表中「企画財務部」を「企画部」に改め、同表企画財務

総室の表中「企画財務総室」を「企画総室」に改め、同表総務の表第３項を削 

り、同表の次に次のように加える。 
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政策  

    項目         決定 区 分  
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  人口減少対策に関する

事項 

     

⑴  人口減少対策に関す

ること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

２  政策形成並びに政策課

題の調査及び研究並びに

特命事項に関する事項  

 

    

 

⑴  政策形成並びに政策

課題の調査及び研究並

びに特命事項に関する

こと。 

 

 重 要  一般的   軽易 

 

別表第２企画財務部、企画財務総室、企画財政の表を削る。 

別表第２企画財務部、企画財務総室、財産活用の表を次のように改める。 

地域デザイン  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  地域デザイン推進事業

に関する事項 

 
   

 

⑴  地域デザイン推進事

業に関すること。 

 
 重 要  一般的    

 

２  南部及び北部中山間地

域の振興に関する事項  

 
   

 

⑴  北部山間地域振興協

議会に関すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

⑵  南部及び北部中山間

地域の振興に関するこ

と。 

 

 同 上  同 上  同上 

 

３  過疎地域持続的発展計

画に関する事項 

 
   

 

⑴  過疎地域持続的発展

計画に関すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

 別表第２企画財務部、政策推進室の表を次のように改める。 

   財政経営室 

財政  
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    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  予算編成に関する事項      

⑴  当初予算及び補正予

算編成に伴う調査検討

に関すること。 

 

 ○    

  

⑵  議決予算（専決処分

を含む。）及び配当予

算を通知すること。 

   

 ○    

２  予算の執行に関する事

項 

     

⑴  予算の流用及び配当

替えに関すること。 

 1,000万 円

以 上 

500 万 円

以 上 1,000

万 円 未 満 

500 万円

未満 

 

⑵  予備費の充用に関す

ること。 

 200 万 円

以 上 

100 万 円

以 上 200

万 円 未 満 

100 万円

未満 

 

⑶  継続費等予算繰越計

算書を作成すること。 

   
 ○    

⑷  予算の執行状況の検

査に関すること。 

   
 ○    

３  資金計画に関する事項      

⑴  年間資金需要計画を

立てること。 

 
 ○    

  

⑵  各会計間の資金調製

に関すること。 

 
 ○    

  

４  起債に関する事項       

⑴  起債の申請をするこ

と。 

 
 ○    

  

⑵  起債の借入及び償還

をすること。 

   
 ○    

⑶  公債台帳の管理に関

すること。 

   
 ○    

５  一時借入金に関する事

項 
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⑴  一時借入金の借入及

び償還をすること。 

   
 ○    

６  地方交付税に関する事

項 

     

⑴  地方交付税の算定に

要する基礎数値の調査 

 及 び 報 告 に 関 す る こ 

 と。 

 

 ○    

  

⑵  地方交付税に関する

資料を作成すること。 

 
 ○    

  

７  その他財政管理に関す

る事項 

     

⑴  財政事情の公表及び

財政説明書の作成に関

すること。 

 

 ○    

  

⑵  財政状況等調査及び

報告に関すること。 

 
 ○    

  

⑶  財務統計資料の作成

に関すること。 

   
 ○    

⑷  財政調整基金及び土

地開発基金の管理に関

すること。 

 

 ○    

  

８  行政評価に関する事項      

⑴  行政評価に関するこ

と。 

 
 ○    

  

 

ＳＤＧｓ推進  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  ＳＤＧｓ推進に関する

事項 

     

⑴  ＳＤＧｓ推進に関す

ること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

２  公民連携に関する事項      
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⑴  公民連携に関するこ

と。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

３  行政改革の推進に関す

る事項 

     

⑴  行政改革の推進に関

すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

 

財産活用  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  土地政策に関する事項      

⑴  国土利用計画法（昭  

 和 ４ ９ 年 法 律 第 ９ ２ 

 号）に基づく市町村計

画に関すること。 

 

 ○    

  

２  公共施設等マネジメン

トの推進に関する事項  

     

⑴  公共施設等マネジメ

ントの推進に関するこ

と。 

 

 重 要  一般的   軽易 

 

⑵  公共用地の取得の調

整に関すること。 

 
 ○    

  

別表第２企画財務部、課税管理室の表及び収納管理室の表を削る。 

別表第２市民部、市民総室、総務の表に次のように加える。 

１４  固定資産評価審査委

員会に関する事項 

     

⑴  固定資産評価審査委

員会に関すること。 

   
 ○    

別表第２市民部、市民総室、市民の表中第４項を削り、第５項を第４項とし、

第６項を第５項とし、第７項を第６項とする。 

別表第２市民部、上九一色出張所の表の次に次のように加える。 

  税務管理室 

市民税 
 

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   
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１  市民税等に関する事項      

⑴  特別徴収義務者の指

定に関すること。 

   
 ○    

⑵  賦課資料の整備に関

すること。 

   
 ○    

⑶  課税状況等の調査及

び報告に関すること。 

  
 ○    

 

⑷  市 民 税 、 軽 自 動 車 

 税、市たばこ税、鉱産

税及び入湯税の申告書

の受理に関すること。 

   

 ○    

⑸  原動機付自転車及び

小型特殊自動車の標識

に関すること。 

   

 ○    

⑹  諸 証 明 に 関 す る こ 

 と。 

   
 ○    

 

資産税  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  固定資産税等に関する

事項 

     

⑴  賦課物件の異動処理

に関すること。 

   
 ○    

⑵  土地家屋及び償却資

産の評価額に関するこ

と。 

   

 ○    

⑶  課税状況等の調査及

び報告に関すること。 

  
 ○    

 

⑷  納税管理人に関する

こと。 

   
 ○    

⑸  償却資産申告書、住

宅用地申告書及び特別

土地保有税の申告書の

受理に関すること。 

   

 ○    
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⑹  国有資産等所在市町

村 交 付 金 に 関 す る こ 

 と。 

   

 ○    

⑺  諸 証 明 に 関 す る こ 

 と。 

   
 ○    

 

収納推進  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  納入奨励に関する事項      

⑴  口座振替納税に関す

ること。 

   
 ○    

２  収納整理に関する事項      

⑴  徴収金の督促に関す

ること。 

   
 ○    

⑵  徴収金の収納手続に

関すること。 

   
 ○    

⑶  納税証明に関するこ

と。 

   
 ○    

⑷  株式会社ゆうちょ銀

行が取り扱う公金の収

納に関すること。 

   

 ○    

⑸  収納簿の整理に関す

ること。 

   
 ○    

⑹  収入計算書に関する

こと。 

 
 ○    

  

３  徴収猶予、滞納処分及

び交付要求に関する事項  

     

⑴  徴収猶予に関するこ

と。 

   
 ○    

⑵  滞納処分に関するこ

と。 

 
 公 売   差押 

 

⑶  交付要求に関するこ

と。 

   
 ○    

４  徴収の嘱託及び受託に

関する事項 
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⑴  徴収の嘱託及び受託

に関すること。 

   
 ○    

別表第２福祉保健部の表中「福祉保健部」を「福祉部」に改め、同表福祉保健

総室の表中「福祉保健総室」を「福祉総室」に改め、同表総務の表第７項から第

１３項までを削る。 

別表第２福祉保健部、福祉保健総室、生活福祉の表を次のように改める。 

指導監査  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  指導監査に関する事項      

⑴  社会福祉法人、社会

福祉連携推進法人及び

社会福祉施設等の指導

監査に関すること。 

 

 重 要  一般的   軽易 

 

⑵  介護保険サービス事

業者等の指導監査に関

すること。 

 

 同 上  同 上  同上 

 

⑶  障害福祉サービス事

業者等の指導監査に関

すること。 

 

 同 上  同 上  同上 

 

⑷  特定教育・保育施設

等の指導監査に関する

こと。 

 

 同 上  同 上  同上 

 

⑸  許可外保育施設等の

指 導 監 査 に 関 す る こ 

 と。 

 

 同 上  同 上  同上 

 

⑹  有料老人ホームの指

導監査に関すること。 

 
 同 上  同 上  同上 

 

２  高齢者の虐待に関する

事項 

     

⑴  高齢者虐待に関する

こと（養介護施設従事

者等に関するものに限

る。）。 

 

   ○     
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別表第２福祉保健部、福祉保健総室、障がい福祉の表を削る。 

別表第２福祉保健部、保険経営室の表中「保険経営室」を「福祉支援室」に改

め、同表指導監査の表を次のように改める。 

生活福祉 
 

    項目 

 

 

        決 定 区 分 

 備 考   
 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  生活保護等に関する事

項 

     

⑴  保護の開始及び廃止

に関すること。 

  
 ○    

 

⑵  被保護者の返還する

額 の 定 め に 関 す る こ 

 と。 

  

 ○    

 

⑶  被扶養義務者からの

費用の徴収及び不正な 

 手 段 に よ り 保 護 を 受 

 け、又は受けさせた者

からの費用の徴収に関

すること。 

  

 ○    

 

⑷  保護金品の返還の免

除に関すること。 

  
 ○    

 

⑸  後見人の選任の請求

に関すること。 

  
 ○    

 

⑹  その他生活保護に関

すること。 

  
 重 要  一般的  

 

⑺  法外扶助の措置に関

すること。 

  
 ○    

 

２  行旅病人等に関する事

項 

     

⑴  行旅病人、行旅死亡

人及びこれらに準ずる

者の取扱い及び遺留金 

 品 の 処 理 に 関 す る こ 

 と。 

   

 ○    

⑵  行旅病人、行旅死亡

人及びこれらに準ずる

   
 ○    
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者の関係者に対する通

知に関すること。 

⑶  ホームレスの保護に

関すること。 

   
 ○    

３  災害援護に関する事項      

⑴  甲府市災害救助条例

（昭和３６年８月条例

第２３号）に基づく災

害援護の適用に関する

こと。 

 

 重 要  一般的   軽易 

 

⑵  災害弔慰金等の支給

に関すること。 

 
 ○    

  

⑶  災害援護資金の貸付

けに関すること。 

 
 ○    

  

４  引揚者等に関する事項      

⑴  引揚者及び遺族給付

金、請求書の進達に関

すること。 

   

 ○    

５  中国残留邦人等への支

援に関する事項 

     

⑴  中国残留邦人等への

支援に関すること。 

  
 重 要  一般的  

 

６  生活困窮者自立支援に

関する事項 

     

⑴  生活困窮者就労訓練

事業の認定及び認定の

取消しに関すること。 

  

 ○    

 

⑵  その他生活困窮者自

立支援に関すること。 

  
 重 要  一般的  

 

７  保護施設に関する事項      

⑴  保護施設の設置の認

可に関すること。 

 
 ○    
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⑵  保護施設の改善及び

停止の命令並びに認可

の 取 消 し に 関 す る こ 

 と。 

 

 ○    

  

⑶  その他保護施設に関

すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

８  指定医療機関等に関す

る事項 

     

⑴  指定医療機関等の指

定に関すること。 

   
 ○    

⑵  指定医療機関等の指

定の取消しに関するこ

と。 

 

 ○    

  

⑶  その他指定医療機関

等に関すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

９  無料低額診療事業等に

関する事項 

     

⑴  無料低額診療事業等

の開始、変更及び廃止

の届出に関すること。 

   

 ○    

⑵  その他無料低額診療

事業等に関すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

 

障がい福祉  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  身体障害児（者）、知

的障害児（者）及び精神

障害児（者）の福祉に関

する事項 

     

⑴  障害福祉サービスに

関すること。 

  
 重 要  一般的  

 

⑵  身体障害者手帳、療

育手帳及び精神障害者

保健福祉手帳の交付に

関すること。 

   

 ○    
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⑶  在宅障害児（者）の

支援に関すること。 

   
 ○    

⑷  特別障害者手当、障

害児福祉手当及び甲府

市心身障害児童福祉手

当の認定支給に関する

こと。 

   

 ○    

⑸  重度心身障害者の医

療費の助成に関するこ

と。 

   

 ○    

⑹  特別児童扶養手当の

進達に関すること。 

   
 ○    

⑺  補装具費の給付に関

すること。 

   
 ○    

⑻  障害者相談員に関す

ること。 

   
 ○    

⑼  障害者計画及び障害

福祉計画並びに障害児

福祉計画の推進に関す

ること。 

  

 ○    

 

⑽  自立支援医療に関す

ること。 

   
 ○    

⑾  発達障害児（者）に

関すること。 

   
 ○    

２  戦傷病者、戦没者遺族

等の援護に関する事項  

     

⑴  戦没者遺族の援護に

関すること。 

   
 ○    

⑵  戦傷病者遺族の援護

に関すること。 

   
 ○    

⑶  戦没者及び定例未伝

達者勲記勲章伝達に関

すること。 

 

 ○    

  

別表第２福祉保健部、保険経営室、介護保険の表中「介護保険」を「長寿介 

護」に改め、同表中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第８項まで

を１項ずつ繰り上げ、同表に次のように加える。 
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８  老人福祉に関する事項      

⑴  老 人 福 祉 法 （ 昭 和 

 ３ ８ 年 法 律 第 １ ３ ３ 

 号）による福祉の措置

に関すること。 

  

 重 要  一般的  

 

⑵  老人クラブの育成に

関すること。 

   
 ○    

⑶  敬老祝金に関するこ

と。 

  
 ○    

 

⑷  多世代同居用等住宅

融資に関すること。 

   
 ○    

⑸  若竹ねぎらい事業に

関すること。 

   
 ○    

⑹  高齢者等の家族介護

者 の 支 援 に 関 す る こ 

 と。 

   

 ○    

⑺  在宅高齢者等の日常

生活の支援に関するこ

と。 

   

 ○    

⑻  高齢者の生きがい対

策に関すること。 

   
 ○    

⑼  老人福祉施設の指導

及 び 助 成 に 関 す る こ 

 と。 

   

 ○    

９  福祉センターに関する

事項 

     

⑴  福祉センターの運営

管理に関すること。 

   
 ○    

⑵  福祉センターの建設

に関すること。 

  
 ○    

 

１０  上九の湯ふれあいセ

ンターに関する事項 

     

⑴  上九の湯ふれあいセ

ンターに関すること。 

   
 ○    

１１  老人デイサービスセ      

- 316 -- 316 -



ンターに関する事項 

⑴  老人デイサービスセ

ンターに関すること。 

   
 ○    

１２  高齢者保健福祉計画

に関する事項 

     

⑴  高齢者保健福祉計画

の推進に関すること。 

  
 ○    

 

１３  成年後見制度に関す

る事項 

     

⑴  成年後見制度に関す

ること。 

   
 ○    

１４  福祉総合相談に関す

る事項 

     

⑴  福祉総合相談窓口に

関すること。 

   
 ○    

⑵  サービスの総合調整

に関すること。 

   
 ○    

⑶  介護支援情報の提供

に関すること。 

   
 ○    

 別表第２福祉保健部、健康支援室の表及び保健衛生室の表を削る。 

 別表第２福祉保健部の表の次に次のように加える。 

  保健衛生部 

   保健衛生総室 

総務  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  福祉・保健情報に関す

る事項 

     

⑴  福祉・保健情報に関

すること。 

  
 ○    

 

２  保健所及び保健センタ

ー業務の調整に関する事

項 

     

⑴  保健所及び保健セン

ター業務の調整に関す

ること。 

 

 重 要  一般的   軽易 

 

- 317 -- 317 -



３  保健所運営協議会に関

する事項 

     

⑴  保健所運営協議会に

関すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

４  人口動態統計その他地

域保健に係る統計に関す

る事項 

     

⑴  人口動態統計その他

地域保健に係る統計に

関すること。 

  

 ○    

 

５  保健師の現任教育に関

する事項 

     

⑴  保健師の現任教育に

関すること。 

   
 ○    

６  墓地、納骨堂又は火葬

場に関する事項 

     

⑴  墓地、納骨堂又は火

葬場の経営の許可に関

すること。 

 

 ○    

  

７  公衆衛生に関する事項      

⑴  公衆衛生の普及及び

向上に関すること。 

  
 重 要  一般的  

 

８  看護師等実習の指導に

関する事項 

     

⑴  看護師等実習の指導

に関すること。 

  
  ○   

 

９  医師の臨床研修に関す

る事項 

     

⑴  医師の臨床研修に関

すること。 

  
 ○    

 

１０  保健師の活動に関す

る事項 

     

⑴  保健師の統括に係る

支援に関すること。 

 
 重 要 

 
 一般的  

 

 

健康政策  
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    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  健康都市構想に関する

事項 

     

⑴  健康都市構想に関す

ること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

２  健康の杜センター及び

いきいきプラザに関する

事項 

     

⑴  健康の杜センター及

びいきいきプラザの運

営管理に関すること。 

   

 ○    

３  地域支援事業に関する

事項 

     

⑴  地域支援事業に関す

ること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

４  地域包括支援センター

運営協議会に関する事項  

     

⑴  地域包括支援センタ

ー運営協議会の運営に

関すること。 

 

 重 要  一般的   軽易 

 

 

地域保健  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  保健計画に関する事項      

⑴  保健計画の推進に関

すること。 

 
 重 要  一般的    

 

２  食育基本法（平成１７

年法律第６３号）による

地域の食育に関する事項  

     

⑴  食育推進計画の推進

に関すること。 

 
 重 要  一般的    

 

３  健康増進法（平成１４

年法律第１０３号）等に

よる保健事業に 関する事

項 
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⑴  成人保健に関するこ

と。 

  
 重 要  一般的    

⑵  地域介護予防事業に

関すること。 

  
 同 上  同上 

 

⑶  地域担当保健師に関

すること。 

  
 同 上  同上 

 

４  歯科保健事業に関する

事項 

     

⑴  成人歯科健診及び保

健指導に関すること。 

   
 ○    

５  健康づくり及びその推

進に関する事項 

     

⑴  健康づくり及びその

推進に関すること。 

   
 ○    

⑵  食生活改善推進員に

関すること。 

   
 ○    

⑶  調理実習材料の購入

契約及び検収に関する

こと。 

    総 務 部 契 約 管

財 室 契 約 課 の

決 定 区 分 に 準

ず る 。  

６  地域保健法（昭和２２

年法律第１０１号）によ

る家庭訪問指導に関する

事項 

     

⑴  保健・栄養相談指導

に関すること。 

   
 ○    

７  結核等の検診に関する

事項 

     

⑴  結核等の検診に関す

ること。 

   
 ○    

８  難病及び特定疾病対策

に関する事項 

     

⑴  難病及び特定疾病対

策に関すること。 

   
 ○    

９  高齢者虐待に関する事

項 
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⑴  高齢者虐待に関する

こと（指導監査課が所  

 管するものを除く。）。 

  

 ○    

 

１０  栄養士等実習の指導

に関する事項 

     

⑴  栄養士等実習の指導

に関すること。 

   
 ○    

１１  保健センターに関す

る事項 

     

⑴  保健センターの運営

管理に関すること。 

   
 ○    

   生活衛生室 

精神保健  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  精神保健に関する事項      

⑴  精神保健に関するこ

と。 

  
 重 要  一般的    

２  自殺対策に関する事項      

⑴  自殺対策に関するこ

と。 

  
 重 要  一般的    

 

母子健康  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）の規

定による保健所の業務に

関する事項 

     

⑴  児童福祉法の規定に

よる保健所の業務に関

すること。 

  

 重 要  一般的    

２  母子保健事業に係る保

健所の業務に関する事項 
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⑴  母子保健事業に係る

保健所の業務に関する

こと。 

  

 重 要  一般的    

 

医務感染症  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  地域医療に関する事項      

⑴  地域医療センターの

管理に関すること。 

  
 重 要  一般的    

⑵  救急医療に関するこ

と。 

  
 同 上  同上 

 

⑶  災害時医療に関する

こと。 

  
 同 上  同上 

 

⑷  医療機関等の許可及

び届出並びに監視指導

等に関すること。 

  

 同 上  同上 

 

⑸  衛生検査所に関する

こと。 

  
 同 上  同上 

 

⑹  死体の解剖及び保存

の 許 可 等 に 関 す る こ 

 と。 

  

 同 上  同上 

 

⑺  移植医療に関するこ

と。 

  
 同 上  同上 

 

⑻  医師、歯科医師その

他の医療関係者に関す

ること。 

  

 同 上  同上 

 

⑼  調理師及び製菓衛生

師に関すること。 

  
 同 上  同上 

 

２  感染症に関する事項       

⑴  予防接種に関するこ

と。 

   
 ○    

⑵  感 染 症 に 関 す る こ 

 と。 

  
 重 要  一般的    

⑶  感染症審査協議会に

関すること。 

  
 同 上  同上 

 

 

- 322 -- 322 -



衛生薬務  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  生活衛生に関する事項      

⑴  食品衛生に関するこ

と。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

⑵  食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関す

ること。 

 

 同 上  同 上  同上   

⑶  家庭用品の規制に関

すること。 

  
 ○    

 

⑷  生活衛生関係営業に

関すること。 

  
 ○    

 

⑸  クリーニング師に関

すること。 

  
 ○    

 

⑹  化製場等に関する法

律（昭和２３年法律第

１４０号）に関するこ

と。 

 

 重 要  一般的  

  

⑺  建築物における衛生

的環境の指導に関する

こと。 

 

 同 上  同 上 

  

⑻  プールの維持管理指

導に関すること。 

   
 ○    

⑼  衛生上の試験検査に

関すること。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

⑽  死亡獣畜取扱場以外

における死亡獣畜に関

すること。 

  

 ○    

 

⑾  と畜に関すること。   
 重 要  一般的   軽易 

 

⑿  温泉の利用に関する

こと。 

 
 同 上  同 上  同上 

 

２  薬事に関する事項       

⑴  薬事に関すること。    
 重 要  一般的  
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⑵  毒物及び劇物の取締

りに関すること。 

  
 同 上  同上 

 

３  動物愛護及び管理に関

する事項 

     

⑴  動物の愛護及び管理

に関すること。 

  
 重 要  一般的  

 

⑵  狂犬病予防に関する

こと。 

  
 同 上  同上 

 

４  献血の推進に関する事

項 

     

⑴  献血の推進に関する

こと。 

   
 ○    

５  斎場に関する事項       

⑴  斎場の管理運営に関

すること。 

   
 ○    

⑵  胞衣産汚物の処理に

関すること。 

   
 ○    

 別表第２子ども未来部、子ども未来総室、総務の表に次のように加える。 

２  子ども施策に関する事

項 

     

⑴  子ども施策の調査及

び研究に関する こと。 

 
 重 要  一般的   軽易 

 

３  児童福祉専門分科会に

関する事項 

     

⑴  児童福祉専門分科会

の運営に関すること。 

 
 重 要   一般的  

 

４  こども計画の策定に関

する事項 

     

⑴  こども計画の策定に

関すること。 

 
 ○      

 

 別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子ども応援の表中第１項を削り、第

２項を第１項とし、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

 別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子育て支援の表第４項中「次世代育

成支援行動計画」を「次世代育成支援行動計画等」に改める。 

 別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子ども保育の表第１項第１号を次の

ように改める。 
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⑴  子ども・子育て支援

事 業 計 画 に 関 す る こ 

 と。 

 

  ○    

 

 別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子ども保育の表第２項を削り、同表

第３項を同表第２項とし、同表第４項第２号中「行政経営部契約管財室契約課」

を「総務部契約管財室契約課」に改め、同項を同表第３項とし、同表中第５項を

第４項とし、第６項から第８項までを１項ずつ繰り上げる。 

 別表第２子ども未来部、子ども未来総室、母子保健の表第２項第６号を削り、

同表第５項第３号中「行政経営部契約管財室契約課」を「総務部契約管財室契約

課」に改める。 

 別表第２環境部、環境総室の表に次のように加える。 

ごみ収集  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  廃棄物の収集に関する

事項 

     

⑴  一般廃棄物の収集に

関すること。 

  

 ○    

 

⑵  一般廃棄物処理業、

浄化槽清掃業等の許可

及び取消しに関するこ

と。 

 

 ○    

  

⑶  一般廃棄物の収集及

び運搬手数料の決定に

関すること。 

 

 重 要   軽易 

 

⑷  一般廃棄物とあわせ

て処理することができ

る産業廃棄物の収集に

関すること。 

   

 ○    

⑸  し尿処理に関するこ

と。 

   
 ○    

⑹  塵芥収集、浄化槽清

掃業等の手数料徴収に

関すること。 

   

 ○    
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２  特定家庭用機器再商品

化法（平成１０年法律第

９７号）に関する事項  

     

⑴  特定家庭用機器再商

品化法に関すること。 

   
 ○    

３  そ族、昆虫の駆除等に

関する事項 

     

⑴  そ族の駆除に対する

相談並びに昆虫の駆除

及 び 消 毒 に 関 す る こ 

 と。 

   

 ○    

４  環境美化に関する事項      

⑴  環境美化運動の推進

に関すること。 

   
 ○    

⑵  環境パトロール車の

運用に関すること。 

   

 ○    

⑶  消毒機等の貸与及び

運用に関すること。 

   

 ○    

⑷  あき地に繁茂した雑

草に係る措置の指導及

び勧告に関すること。 

   

 ○    

⑸  あき地に繁茂した雑

草の除去命令に関する

こと。 

  

 ○    

 

⑹  不法投棄物の措置の

指導及び勧告に関する

こと。 

   

 ○    

⑺  不法投棄物の措置の

命令に関すること。 

  
 ○    

 

⑻  不法投棄物の措置の

命令に違反した者に対

する氏名の公表及び過

料に関すること。 

 

 ○    
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⑼  飲料販売業者に対す

る回収容器設置の指導 

 及 び 勧 告 に 関 す る こ 

 と。 

   

 ○    

⑽  飲料販売業者に対す

る回収容器設置の命令

に関すること。 

  

 ○    

 

⑾  飲料販売業者に対す

る回収容器設置の命令

に違反した者に対する

氏名の公表及び過料に

関すること。 

 

 ○    

  

⑿  廃棄物が散乱してい

る土地の措置の指導及

び勧告に関すること。 

   

 ○    

⒀  廃棄物が散乱してい

る土地の措置の命令に

関すること。 

  

 ○    

 

⒁  廃棄物が散乱してい

る土地の措置の命令に

違反した者に対する氏

名の公表及び過料に関

すること。 

 

 ○    

  

５  有価物及び資源物回収

に関する事項 

     

⑴  有価物及び資源物回

収に関すること。 

   
 ○    

６  廃棄物の多量排出事業

者に関する事項 

     

⑴  多量排出事業者に関

すること。 

   
 ○    

７  使用済自動車の再資源

化等に関する事項 
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⑴  引取業者、フロン類

回収業者、解体業者、

破砕業者に対する引取

り、引渡し、再資源化

に必要な行為の実施に

関する指導及び助言に

関すること。 

   

 ○    

⑵  引取業者、フロン類

回収業者、解体業者、

破砕業者に対する引取

り、引渡し、再資源化

に必要な行為の実施に 

 係る勧告に関するこ  

 と。 

   

 ○    

⑶  フロン類回収業者に

対する勧告に関するこ

と。 

   

 ○    

⑷  フロン類回収業者に

対する措置の命令に関

すること。 

  

 ○    

 

⑸  引取業者の登録及び

更新に関すること。 

   
 ○    

⑹  引取業者の登録の取

消し及び事業の停止の

命令に関すること。 

 

 ○    

  

⑺  フロン類回収業者の

登録及び更新に関する

こと。 

   

 ○    

⑻  フロン類回収業者の

登録の取消し及び事業

の停止の命令に関する

こと。 

 

 ○    

  

⑼  解体業の許可及び更

新に関すること。 

   
 ○    
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⑽  解体業（破砕業にお

いて準用する場合を含

む。）の許可の取消し

及び事業の停止の命令

に関すること。 

 

 ○    

  

⑾  破砕業の許可及び更

新に関すること。 

   
 ○    

⑿  破砕業の事業範囲の

変更の許可に関するこ

と。 

   

 ○    

⒀  破砕業者に対する勧

告に関すること。 

   
 ○    

⒁  破砕業者に対する措

置 の 命 令 に 関 す る こ 

 と。 

  

 ○    

 

⒂  解体業等の許可及び

処分に関する山梨県警

察本部長等の意見聴取

に関すること。 

   

 ○    

⒃  解体事業者に対する

報 告 徴 収 に 関 す る こ 

 と。 

   

 ○    

⒄  情報管理センターに

対する報告徴収に関す

ること。 

   

 ○    

⒅  引取業者、フロン類

回収業者、解体業者、

破砕業者に対する立入

検査に関すること。 

  

 ○    

 

８  有害使用済機器の保管

等に関する事項 

     

⑴  有害使用済機器の保

管等（変更を含む。）

の届出に関すること。 

   

 ○    

⑵  有害使用済機器の保

管等を業とする者に対

する報告徴収に関する

こと。 

   

 ○    
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⑶  有害使用済機器の保

管等を業とする者に対

する立入検査に関する

こと。 

  

 ○    

 

⑷  有害使用済機器保管

等業者に対する改善命

令に関すること。 

  

 ○    

 

⑸  有害使用済機器の保

管等を業とする者に対

する措置命令に関する

こと。 

  

 ○    

 

⑹  有害使用済機器保管

等業者の事業の全部又

は一部の廃止の届出に

関すること。 

  

  ○    

９  産業廃棄物に関する事

項 

     

⑴  産業廃棄物の処理に

関すること。 

 
 重 要   軽易 

 

⑵  産業廃棄物処理業等

の許可及び取消しに関

すること。 

 

 重 要  軽 易  

 

⑶  産業廃棄物管理票に

関すること。 

   
 ○    

⑷  廃棄物処理センター

に関すること。 

 
 ○    

  

⑸  廃棄物が地下にある

土地の形質に関するこ

と。 

 

 ○    

  

⑹  報告の徴収に関する

こと。 

   
 ○    

⑺  立入検査に関するこ

と。 

  
 ○    

 

⑻  環境衛生指導員に関

すること。 

 
 ○    

  

⑼  不法投棄物の措置の

命令に関すること。 

 
 ○    
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⑽  関係機関への照会、

協力要請等に関するこ

と。 

   

 ○    

１０  廃棄物処理施設に関

する事項 

     

⑴  廃棄物処理施設の許

可及び取消し検査等に

関すること。 

 

 ○    

  

⑵  熱回収の機能を有す

る廃棄物処理施設の認

定に関すること。 

 

 ○    

  

⑶  非常災害に係る一般

廃棄物処理施設に関す

ること。 

 

 ○    

  

⑷  報告の徴収に関する

こと。 

   
 ○    

⑸  事 故 等 に 関 す る こ 

 と。 

   
 ○    

１１  特定産業廃棄物特別

措置法に関する事項 

     

⑴  特定産業廃棄物に起

因する支障の除去等に

関すること。 

 

 ○    

  

１２  ポリ塩化ビフェニ ル

廃棄物の適正な処理に関

する事項 

     

⑴  高濃度ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物の処分等

に関すること。 

 

 ○    

  

⑵  ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の処分等に関す

ること。 

   

 ○    

⑶  改善命令等に関する

こと。 

  
 ○    

 

 

ごみ減量  

    項目         決 定 区 分  備 考   
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 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  廃棄物の減量化、再資

源化に関する事項 

     

⑴  減量化、再資源化リ

サイクル運動に関する

こと。 

   

 ○    

⑵  廃棄物減量等推進審

議会に関すること。 

 
 ○    

  

⑶  廃棄物減量等推進研

究会に関すること。 

 
 ○    

  

⑷  リサイクル推進員に

関すること。 

   
 ○    

⑸  有価物及び資源物の

事務に関すること。 

   
 ○    

⑹  減量・資源化等の報

奨金に関すること。 

 100 万 円

以 上 

20 万 円 以

上 100 万

円 未 満 

20 万円未

満 

 

⑺  減量化運動に関する

こと。 

 500 万 円

以 上 1,000

万 円 未 満 

100 万 円

以 上 500

万 円 未 満 

100 万円

未満 

 

⑻  資源物の処分の決定

及 び 契 約 に 関 す る こ 

 と。 

 200 万 円

以 上 500

万 円 未 満 

50 万 円 以

上 200 万

円 未 満 

50 万円未

満 

 

⑼  ボ カ シ に 関 す る こ 

 と。 

   
 ○    

２  リサイクルプラザに関

する事項 

     

⑴  リサイクルプラザに

関すること。 

 
 ○    

  

３  一般廃棄物処理計画に

関する事項 

     

⑴  一般廃棄物処理計画

及び広域化計画に関す

ること。 

 

 ○    

  

４  環境教育に関する事項      
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⑴  環境教育に関するこ

と。 

  
 ○    

 

 

環境保全  

    項目         決 定 区 分 
 備 考   

 副市長    部長等    室 長    課  長   

１  公害防止及び指導に関

する事項 

     

⑴  特定事業開始、変更

及び廃止の届出の受理

に関すること。 

   

 ○    

⑵  公害防止についての

必要な措置指導又は勧

告及びこれらに伴う改

善後の確認に関するこ

と。 

   

 ○    

⑶  公害防止についての

措置命令及び一時停止

命令並びにこれらに伴

う改善後の確認に関す

ること。 

 

 ○    

  

⑷  事業所等の公害調査

に関すること。 

   
 ○    

⑸  公害に係る事業所等

の立入検査に関するこ

と。 

  

 ○    

 

⑹  公害に係る苦情処理

に関すること。 

   
 ○    

⑺  公害防止設備資金の

貸付けに関すること。 

  
 ○    

 

⑻  環境の常時監視に関

すること。 

   
 ○    

２  環境保全問題に関する

事項 

     

⑴  環境保全問題に関す

ること。 

   
 ○    

⑵  環境保全思想に関す

ること。 

   
 ○    
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３  北部山間地域の水質保

全対策に関する事項 

     

⑴  北部山間地域の水質

保 全 対 策 に 関 す る こ 

 と。 

 

 重 要  軽 易  

 

４  生活排水対策に関する

事項 

 
   

 

⑴  生活排水対策に関す

ること。 

 
 重 要   軽易 

 

⑵  浄化槽保守点検業者

の登録に関すること。 

 
 重 要  軽 易  

 

 別表第２環境部、環境対策室の表を削る。 

 別表第２産業部、農林振興室、就農支援の表第５項第４号並びに林政の表第４

項第２号並びに別表第２まちづくり部、まち開発室、公園緑地の表第１項第８号

及び第４項第３号並びに別表第２市立甲府病院、病院事務総室、総務の表第２項

第１号中「行政経営部契約管財室契約課」を「総務部契約管財室契約課」に改め

る。 

 （甲府市役所当直勤務規程の一部改正） 

第２条 甲府市役所当直勤務規程（昭和２４年２月庁達第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

  第９条第１項第１号中「行政経営部人事管理室職員課長」を「総務部人事管理

室職員課長」に改める。 

  第１２条中「行政経営部人事管理室職員課長」を「総務部人事管理室職員課 

 長」に、「行政経営部契約管財室管財課長」を「総務部契約管財室管財課長」に

改める。 

  第１号様式中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市職員記章規程の一部改正） 

第３条 甲府市職員記章規程（昭和２５年１０月訓令第２号）の一部を次のように

改正する。 

  第９条中「行政経営部人事管理室職員課長」を「総務部人事管理室職員課長」

に改める。 
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 （甲府市財産価格審議会規程の一部改正） 

第４条 甲府市財産価格審議会規程（昭和３３年９月規程第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条第４項中「行政経営部長、企画財務部長」を「総務部長、企画部長」 

 に、「行政経営部行政経営総室長、行政経営部契約管財室長」を「総務部総務総

室長、総務部契約管財室長」に、「行政経営部契約管財室管財課長、企画財務部

企画財務総室企画財政課長、企画財務部課税管理室資産税課長」を「総務部契約

管財室管財課長、企画部財政経営室財政課長、市民部税務管理室資産税課長」に

改める。 

  第４条第２項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市職員研修規程の一部改正） 

第５条 甲府市職員研修規程（昭和３７年５月規程第４号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条、第６条の２第２項、第１０条及び第１１条中「行政経営部長」を「総

務部長」に改める。 

 （甲府市表彰審査委員会規程の一部改正） 

第６条 甲府市表彰審査委員会規程（昭和３７年９月規程第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第１項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市文書取扱規程の一部改正） 

第７条 甲府市文書取扱規程（昭和３８年５月規程第４号）の一部を次のように改

正する。 

  第４条の３第２項、第５条（見出しを含む。）、第６条第１号、第１１条第１

項及び第２項、第１２条第２項並びに第１４条中「行政経営部行政経営総室総務

課長」を「総務部総務総室総務課長」に改める。 

  第１５条中「行政経営部人事管理室職員課長」を「総務部人事管理室職員課 

 長」に、「行政経営部行政経営総室総務課長」を「総務部総務総室総務課長」に

改める。 

  第１６条、第１６条の２第１号、第１７条第２項、第２５条第２項、第２６条

第１項、第３７条、第３８条、第３９条第３項、第４０条第１項から第４項まで
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の規定並びに第４１条第１項及び第４項中「行政経営部行政経営総室総務課長」

を「総務部総務総室総務課長」に改める。 

  第１号様式及び第１０号様式中「行政経営部総務課長」を「総務部総務課長」

に改める。 

 （甲府市庁用自動車等管理規程の一部改正） 

第８条 甲府市庁用自動車等管理規程（昭和４０年１２月規程第６号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条第１項中「行政経営部長」を「総務部長」に改め、同条第２項中「行政

経営部長」を「総務部長」に、「行政経営部契約管財室管財課長」を「総務部契

約管財室管財課長」に改める。 

  第６条第２項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

  第１２条第１項及び第１２条の２第１項中「行政経営部」を「総務部」に改め

る。 

  第１４条第３項及び第１５条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

  第１６条第１項中「行政経営部」を「総務部」に改める。 

  第１７条第１項及び第２項、第２９条第１項並びに第３３条中「行政経営部 

 長」を「総務部長」に改める。 

  第４号様式中「甲府市行政経営部契約管財室管財課」を「甲府市総務部契約管

財室管財課」に改める。 

  第１０号様式中「行政経営部（管財課）」を「総務部（管財課）」に改める。 

  第１５号様式中「甲府市行政経営部契約管財室」を「甲府市総務部契約管財 

 室」に改める。 

 （甲府市帳票規程の一部改正） 

第９条 甲府市帳票規程（昭和４２年８月規程第１０号）の一部を次のように改正

する。 

  第５条第２項及び第３項、第６条並びに第８条中「行政経営部長」を「総務部

長」に改める。 

  別記様式中「行政経営部行政経営総室行政経営課」を「総務部人事管理室人材

マネジメント課」に改める。 

 （甲府市職員名札はい用規程の一部改正） 
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第１０条 甲府市職員名札はい用規程（昭和４３年７月規程第１０号）の一部を次

のように改正する。 

  第８条中「行政経営部人事管理室職員課長」を「総務部人事管理室職員課長」

に改める。 

 （甲府市事務手順書管理規程の一部改正） 

第１１条 甲府市事務手順書管理規程（昭和４５年２月規程第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第２号中「企画財務部」を「企画部」に改め、同条第３号中「行政経営

部」を「総務部」に改め、同条第５号中「福祉保健部」を「福祉部・保健衛生 

 部」に改める。 

  第４条及び第５条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

  第１号様式中「行政経営部」を「総務部」に改める。 

 （甲府市工事検査規程の一部改正） 

第１２条 甲府市工事検査規程（昭和４５年５月規程第３号）の一部を次のように

改正する。 

  第８条第２項中「行政経営部契約管財室指導検査課」を「総務部契約管財室指

導検査課」に改める。 

  第９条の２第２項中「行政経営部契約管財室契約課」を「総務部契約管財室契

約課」に改める。 

  第１２条の２中「行政経営部契約管財室長」を「総務部契約管財室長」に改め

る。 

  第１８条、第１９条、第２１条及び第２３条第１項中「行政経営部長」を「総

務部長」に改める。 

  第４号様式中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市庁舎防火管理規程の一部改正） 

第１３条 甲府市庁舎防火管理規程（昭和４９年２月規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条の２第１項第１号中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

  別表第１中「行政経営部長」を「総務部長」に、「地域保健課長」を「保健衛

生部長」に、「生活衛生薬務課生活衛生薬務係長」を「衛生薬務課衛生薬務係 
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 長」に改める。 

  別表第２中「健康政策課長」を「保健衛生総室総務課長」に、「生活衛生薬務

課生活衛生薬務係長」を「衛生薬務課衛生薬務係長」に改める。 

  別表第３中「行政経営部契約管財室管財課庁舎車両係」を「総務部契約管財室

管財課庁舎車両係」に改める。 

 （職員分限懲戒諮問会規程の一部改正） 

第１４条 職員分限懲戒諮問会規程（昭和５２年７月規程第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１０条中「行政経営部人事管理室職員課」を「総務部人事管理室職員課」に

改める。 

 （甲府市統計書発行規程の一部改正） 

第１５条 甲府市統計書発行規程（昭和５２年７月規程第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市私有車公務使用規程の一部改正） 

第１６条 甲府市私有車公務使用規程（昭和５３年１月規程第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条第１項中「行政経営部契約管財室管財課長」を「総務部契約管財室管財

課長」に改める。 

  第５条第４項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

  第２号様式中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市公報発行規程の一部改正） 

第１７条 甲府市公報発行規程（平成２年６月規程第１０号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条中「行政経営部行政経営総室総務課長」を「総務部総務総室総務課長」

に改める。 

  第５条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市物品供給入札者指名選考委員会規程の一部改正） 

第１８条 甲府市物品供給入札者指名選考委員会規程（平成１７年９月規程第８ 

 号）の一部を次のように改正する。 
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  第５条第１項中「行政経営部長」を「総務部長」に、「行政経営部契約管財室

長」を「総務部契約管財室長」に改める。 

  第８条中「行政経営部契約管財室契約課物品係長」を「総務部契約管財室契約

課物品係長」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第４条関係） 

               委 員 

総務部長 総務部総務総室長 総務部契約管財室長 企画部企画総室長 

市民部市民総室長 総務部契約管財室契約課長 

 （甲府市情報システム管理規程の一部改正） 

第１９条 甲府市情報システム管理規程（平成２３年１０月規程第２号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

 （甲府市職員提案制度規程の一部改正） 

第２０条 甲府市職員提案制度規程（平成２５年１０月規程第３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条中「行政経営部行政経営総室行政経営課長」を「総務部人事管理室人材

マネジメント課長」に、「「行政経営課長」を「「人材マネジメント課長」に改

める。 

  第７条第１項中「行政経営課長」を「人材マネジメント課長」に改める。 

  第８条第３項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

  第９条、第１２条第２項及び第１３条第３項中「行政経営課長」を「人材マネ

ジメント課長」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第８条関係） 

総務部長、企画部長、総務部総務総室長、総務部人事管理室長、企画部企

画総室長、総務部人事管理室職員課長、総務部人事管理室人材マネジメン

ト課長、企画部財政経営室財政課長 
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  第３号様式及び第６号様式中「行政経営課長」を「人材マネジメント課長」に

改める。 

 （甲府市法令審査会規程の一部改正） 

第２１条 甲府市法令審査会規程（令和元年１０月規程第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条第１項中「行政経営部長及び行政経営総室長」を「総務部長及び総務総

室長」に改める。 

 （甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正） 

第２２条 甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程（令和２年３月

規程第３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「行政経営部長」を「総務部長」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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告示 
 

甲府市告示第９３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （市民長契）第２号 

（２）業務名称      上九一色出張所庁舎清掃業務委託 

（３）履行期間      令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和６年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社、市内営業所を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７  

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ  

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年３月１日（金）～令和６年３月８日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホ

ームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情

報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年３月１日（金）～令和６年３月８日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年３月２１日（木） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 ８－２会議室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

１０／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく
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する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、か

つ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                           甲府市告示第９４号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第６５６９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第９５号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市病院事業の財務に関する特例を

定める規則（昭和３９年４月１日規則第４８号）第１９条の２の２規定により告示

する。 

 

  令和６年３月１日 

                   

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  （１）株式会社ジャックス 

     東京都渋谷区恵比寿四丁目１番１８号 恵比寿ネオナート 

  （２）三菱東京ＵＦＪニコス株式会社 

     東京都文京区本郷三丁目３３番５号  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

   市立甲府病院での診療報酬等 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

   令和６年３月１日から 
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甲府市告示第９６号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送し

たが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはいつでも

交付する。 

 

  令和６年３月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）企発第２４８５３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第９７号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        参加差押通知書 企発第２５０５２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第９８号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０８００５９３ 

２ 事業所の名称      ニチイケアセンター甲斐 

３ 事業所の所在地      甲斐市篠原１６５９ 

４ 当該事業所の申請者      東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 

              株式会社ニチイ学館 

              代表取締役 森  信 介 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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                           甲府市告示第９９号 

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和６年３月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

                       

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第１００号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年

１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告示する。  

 

  令和６年３月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

         国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証  

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号等    別紙のとおり 
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甲府市告示第１０１号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）企発第２５４０５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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                         甲府市告示第１０２号  

 

次の市税に係わる督促状は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該資料は収納課において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは

いつでも交付する。 

 

令和６年３月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和５年度軽自動車税督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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                          甲府市告示第１０３号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。                      

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 

つでも交付する。 

 

  令和６年３月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名・発送日    軽自動車税 過誤納金還付通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第１０４号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

令和６年３月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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                          甲府市告示第１０５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年３月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字天屋２７番１、２７番４、２７番５、２８番１及び２８番３ 

から２８番５まで 

   以上７筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上阿原町４５３番地１ 

   株式会社ＮＥＸＴ ＤＯＯＲ 

代表取締役 黒 澤 紀 仁 
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甲府市告示第１０６号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）企発第２５４５１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第１０７号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和６年３月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                           別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１０８号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年３月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 福発第６９０４号 

             充当通知書 福発第６９０４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第１０９号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月１１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７１６００６２０ 

２ 事業所の名称      ケアポートアトム 

３ 事業所の所在地      南アルプス市加賀美２８９２番地３ 

４ 当該事業所の申請者      南アルプス市古市場６２１番地１ 

              有限会社ケアプラン山梨 

              代表取締役 藤 巻 徹 郎 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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                          甲府市告示第１１０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年３月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上阿原町字整理地１１６９番１、１１６９番３、１１６９番４、 

   １１７０番１、１１７１番１、１１７１番４、１１７１番５、１１７２番１、 

   １１７２番３、１１７３番１及び１１７３番２ 

   以上１１筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 水路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   千葉県市川市市川一丁目４番１０号市川ビル８階  

   株式会社デベロップ 

   代表取締役 岡 村 健 史 
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甲府市告示第１１１号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和６年３月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和６年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和５年度甲府市一般会計補正予算（第１２号） 

２ 令和５年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）  

３ 令和５年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）  

４ 令和５年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）  

５ 令和５年度甲府市一般会計補正予算（第１３号）  

 

 

 

 

     令和６年３月１２日 原案可決 
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甲府市告示第１１２号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）企発第２５５５５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第１１３号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２５５８７号 

             充当通知書 企発第２５５８８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第１１４号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたため、調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書類名        法人市民税決定通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部課税管理室市民税課 
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甲府市告示第１１５号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和６年３月１４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第１１６号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月１４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７１６０１１７２ 

２ 事業所の名称      スマイル 

３ 事業所の所在地      南アルプス市藤田２１１４番地３ 

４ 当該事業所の申請者      南アルプス市藤田２１１４番地３ 

              株式会社スマイル 

              代表取締役 坂 口 秀 幸 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第１１７号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援

総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１及

び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月１４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０４２１０ 

２ 事業所の名称      デイサロン花水木 

３ 事業所の所在地      甲府市朝日二丁目１６番１９号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市住吉三丁目１５番１１号 

              レヂオンス甲府２０７ 

              合同会社エースプランニング 

              代表社員 厚 芝 好 美 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第１１８号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月１５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０２０９９ 

２ 事業所の名称      甲府市上九一色デイサービスセンター  

３ 事業所の所在地      甲府市古関町１１７４番地 

４ 当該事業所の申請者      甲府市相生二丁目１７番１号 

              社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 

              会長 山 田 文 夫 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第１１９号  

 

 甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律  

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項  

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に  

より縦覧に供する。 

 

  令和６年３月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 
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甲府市告示第１２０号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書   企発第２５６２６号 

             充当通知書   企発第２５６２７号 

             差押解除通知書 企発第２５６３９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第１２１号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年３月１８日  

 

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 名  称   北大路自治会  

２ 変更事項  

 代表者の氏名・住所  

     

 

 
変 更 後  変 更 前  

代表者  

氏 名  
青 島  進  松 本 公 夫  

代表者  

住 所  
甲府市湯田一丁目１２番１５号  甲府市湯田一丁目１３番１２号  

３ 変更年月日  令和６年３月１０日  
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                         甲府市告示第１２２号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和６年３月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和５年度固定資産税・都市計画税第３期督促状 

             令和５年度固定資産税 償却資産 第３期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１２３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和６年３月２２日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和６年３月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市伊勢四丁目地内（荒川付近） 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：ポメラニアン風 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：黒 

６ その他の特徴：成犬（老犬）、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第１２４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年３月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市西高橋町字整理地５番１から５番７まで、６番２、６番７から６番 

１４まで、８番２、８番３、９番１及び９番３から９番１３まで 

   以上３０筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、水路、ごみ集積所及び下水道  

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市向町２９０番地３ 

   株式会社リ・スタイル 

   代表取締役 中 込 哲 太 郎 
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                          甲府市告示第１２５号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年３月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第７０９４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第１２６号  

 

子ども・子育て支援法第５８条の６第１項の規定に基づく同法第３０条の１１第

１項の確認の辞退の届出があったため、同法第５８条の１１第２項の規定により公

示する。 

 

令和６年３月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ サービスの種類     認可外保育施設 

２ 事業所の名称      キッズライン（片岡 美咲） 

３ 事業所の所在地      個人の居宅訪問型事業のため非公開 

４ 当該事業所の設置者      片岡 美咲 

５ 確認年月日          令和６年３月１４日 
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甲府市告示第１２７号  

 

子ども・子育て支援法第５８条の６第１項の規定に基づく同法第３０条の１１第

１項の確認の辞退の届出があったため、同法第５８条の１１第２項の規定により公

示する。 

 

令和６年３月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ サービスの種類     認可外保育施設 

２ 事業所の名称      ニューライフインターナショナルスクール 

３ 事業所の所在地      甲府市朝日五丁目４番１６号 

４ 当該事業所の設置者      特定非営利活動法人 

ニューライフインターナショナルスクール 

５ 確認年月日          令和６年３月１１日 
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甲府市告示第１２８号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するため、同条第３項の規定に

より公示する。 

 

  令和６年３月２１日 

                     

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧期間 令和６年４月１日から令和６年４月３０日まで 

（ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦覧場所 甲府市役所本庁舎３階 資産税課 
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甲府市告示第１２９号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２５６３０号 

             充当通知書 企発第２５６３１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第１３０号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２５６４７号 

             充当通知書 企発第２５６４８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第１３１号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を次のよ

うに認定する。その関係図面は、まちづくり部まち整備室道路河川課において、こ

の告示の日から令和６年４月８日まで一般の縦覧に供する。  

 

  令和６年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 市道概要 

路線番号 路線名 起 点 

終 点 

重要な

経過地 

１６４５ 富竹甲斐線 甲府市富竹一丁目４２０番１地先 

甲府市徳行四丁目１５３１番１地先 

な し 

１６４６ 上石田甲斐線 甲府市上石田一丁目４６０番１地先 

甲府市徳行四丁目１５０３番３地先 

な し 

２５３２ 白井渋川線 甲府市白井町字吉間１４０９番１地先 

甲府市白井町字油川端２０５１番４地先 

な し 

２ 認定年月日 令和６年４月１日 
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甲府市告示第１３２号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとお

り道路の区域を決定する。その関係図面は、まちづくり部まち整備室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和６年４月８日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和６年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類   市道 

２ 路線番号    １６４５ 

３ 路線名     富竹甲斐線 

４ 道路の区域 

区 間 幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

備 考 

甲府市富竹一丁目４２０番１地先 

甲府市徳行四丁目１５３１番１地先 

５．６～ 

９．２ 

１５４６．５  

５ 区域決定年月日 令和６年４月１日 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １６４６ 

３ 路線名    上石田甲斐線 

４ 道路の区域 

区 間 幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

備 考 

甲府市上石田一丁目４６０番１地先 

甲府市徳行四丁目１５０３番３地先 

６．５～ 

１２．０ 

１７３６．６  

５ 区域決定年月日 令和６年４月１日 

 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ２５３２ 

３ 路線名    白井渋川線 

４ 道路の区域 

区 間 幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

備 考 

甲府市白井町字吉間１４０９番１地先 

甲府市白井町字油川端２０５１番４地先 

８．６～ 

１１．６ 

１５４．２  

５ 区域決定年月日 令和６年４月１日 
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甲府市告示第１３３号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は、まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和６年４月８日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和６年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一      

 

道路の

種類 

路 線 名 区   間 延 長 

（メートル） 

供用開始の 

年月日 

市 道 

 

富竹甲斐線 甲府市富竹一丁目 

４２０番１地先から 

甲府市徳行四丁目 

１５３１番１地先まで 

１５４６．５ 令和６年 

４月１日 

市 道 

 

上石田甲斐線 甲府市上石田一丁目 

４６０番１地先から 

甲府市徳行四丁目 

１５０３番３地先まで 

１７３６．６ 令和６年 

４月１日 

市 道 

 

白井渋川線 甲府市白井町字吉間 

１４０９番１地先から 

甲府市白井町字油川端 

２０５１番４地先まで 

１５４．２ 令和６年 

４月１日 
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甲府市告示第１３４号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２５５６２号 

             充当通知書 企発第２５５６３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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                          甲府市告示第１３５号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。                              

 

  令和６年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       介護保険料 過誤納金還付通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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                         甲府市告示第１３６号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和５年度介護保険料第４期分督促状 

令和５年度介護保険料第５期分督促状  

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１３７号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和６年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和５年度市県民税督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１３８号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和６年３月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和６年３月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

  令和５年度甲府市一般会計補正予算（第１４号） 

      

 

 

令和６年３月２５日 原案可決 
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甲府市告示第１３９号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和６年３月市議会定例会において

議決を経た予算を、別紙のとおり公表する。  

 

令和６年３月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和６年度 甲府市一般会計予算 

２ 令和６年度 甲府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 令和６年度 甲府市交通災害共済事業特別会計予算 

４ 令和６年度 甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

５ 令和６年度 甲府市介護保険事業特別会計予算 

６ 令和６年度 甲府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

７ 令和６年度 甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

８ 令和６年度 甲府市地方卸売市場事業会計予算 

９ 令和６年度 甲府市病院事業会計予算 

10 令和６年度 甲府市下水道事業会計予算 

11 令和６年度 甲府市水道事業会計予算 

12 令和６年度 甲府市農業集落排水事業会計予算 

13 令和６年度 甲府市簡易水道等事業会計予算 

14 令和６年度 甲府市浄化槽事業会計予算 

 

令和６年３月２５日 原案可決 
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甲府市告示第１４０号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項の規定に基づき、指定居

宅サービス事業者に係る指定を取り消したので、同法第７８条第１項の規定により

公示する。 

                                      

令和６年３月２６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５１７５ 

２ 事業所の名称      デイサービス和の里国母 

３ 事業所の所在地      甲府市国母三丁目９番７号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市下石田二丁目１５番５号 

              有限会社エース開発 

              取締役 小 林 義 照 

５ サービスの種類      通所介護 

６ 指定取消年月日        令和６年３月２２日 

７ 指定取消の理由     

（１）不正請求（介護保険法第７７条第１項第６号） 

令和３年５月から令和４年９月まで、指定を受けた場所ではなく、関連施設

である市外の「サービス付き高齢者向け住宅」内で通所介護に類似するサービ

スを提供していたにもかかわらず、指定を受けた場所で通所介護を提供してい

たものとして、不正に介護報酬を請求していた。 

（２）帳簿書類の提出の拒否（介護保険法第７７条第１項第７号） 

法第７６条第１項に基づく監査により職員勤務実績等の文書の提出を命じ

たが提出をしなかった。 

（３）虚偽答弁（介護保険法第７７条第１項第８号） 

令和３年５月から令和４年９月まで、指定を受けた場所で通所介護を提供し

ていなかったにもかかわらず、監査時に「令和４年９月までは同所で通所介護

を提供していた。」と虚偽の答弁をした。 

（４）不正不当な行為（介護保険法第７７条第１項第１１号） 

令和３年５月から令和４年９月まで、指定を受けた場所で通所介護を提供し

ていなかったにもかかわらず、関係する居宅介護支援事業所の介護支援専門員

や利用者家族に説明をしていなかったうえ、利用者家族に対して関連施設であ

る市外のサービス付き高齢者向け住宅内で通所介護を利用できると虚偽の説明

をしていた。 
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                          甲府市告示第１４１号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年３月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第７５７９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第１４２号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として次の者を指定した

ので、同要綱第１０の規定により公示する。  

 

令和６年３月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７２３００３７８ 

２ 事 業 所 の 名 称   ヘルパーステーション一心 

３ 事 業 所 の 所 在 地   中央市布施１９９０番地２ ウィルピア１０６号室 

４ 当該事業所の申請者     甲斐市富竹新田９７０番地３  

              株式会社こころね 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      令和６年４月１日 
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甲府市告示第１４３号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月２７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９６１７９０００１ 

２ 事業所の名称      医療法人仁和会 

              ヘルパーステーションコスモス 

３ 事業所の所在地      甲斐市万才２８７番地８ 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市万才２８７番地７ 

              医療法人仁和会 

              理事長 曽 根 順 子 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第１４４号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月２７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７１７００１７２ 

２ 事業所の名称      老人功労者デイサービスかおり 

３ 事業所の所在地      甲斐市竜王新町２０５７番地１２ 

４ 当該事業所の申請者      南アルプス市下今井２２０番地３ 

             有限会社猪又 

              代表取締役 猪 又 洋 一 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日          令和６年３月１５日 
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                          甲府市告示第１４５号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和６年３月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名       令和４年度国民健康保険料３期督促状 

令和４年度国民健康保険料４期督促状 

令和４年度国民健康保険料５期督促状 

令和４年度国民健康保険料６期督促状  

令和４年度国民健康保険料７期督促状  

令和４年度国民健康保険料８期督促状  

令和４年度国民健康保険料９期督促状  

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市企画財務部収納管理室収納課 

- 395 -- 395 -



甲府市告示第１４６号  

 

子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づく特定子ども・子育て

支援施設等として次の者を確認したので、同法第５８条の１１の規定により公示す

る。 

 

令和６年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ サービスの種類     別紙のとおり 

２ 事業所の名称      別紙のとおり 

３ 事業所の所在地      別紙のとおり 

４ 当該事業所の設置者      別紙のとおり 

５ 確認年月日          令和６年３月６日 
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甲府市告示第１４７号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり

道路の区域を変更する。その関係図面は、まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和６年４月１２日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ８７１ 

３ 路線名    富竹下飯田線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区間 

幅員 

（メートル） 

延長 

（メートル） 

旧 
甲府市富竹二丁目４９８番４地先から 

甲府市富竹二丁目４９８番７地先まで 

８．７～ 

  １０．２ 
６７．０ 

新 
甲府市富竹二丁目４９８番４地先から 

甲府市富竹二丁目４９８番７地先まで 

９．３～ 

  ２７．２ 
６７．０ 
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甲府市告示第１４８号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は、まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和６年４月１２日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路 線 名 区   間 延 長 

（メートル） 

供用開始の 

年月日 

市 道 砂田６号線 甲府市砂田町 

１１５９番１地先から 

甲府市砂田町１１８９番 

地先まで 

１２３．０ 令和６年 

３月２９日 

市 道 浜下曽根線 甲府市下曽根町字堰向 

１２８３番４地先から 

甲府市上曽根町字上瀬古 

３２８０番１地先まで 

５１０．０ 令和６年 

３月２９日 
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甲府市告示第１４９号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８４条第１項の規定に基づき、指定居

宅介護支援事業者に係る指定の取消しを決定したので、同法第８５条第１項の規定

により公示する。 

                                      

令和６年３月２９日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５４１５ 

２ 事業所の名称      ケアプランすずらん 

３ 事業所の所在地      甲府市国母三丁目９番８号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市国母三丁目９番７号 

              株式会社弘生会 

              代表取締役 小 林 知 生 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 指定取消年月日        令和６年４月２６日 

７ 指定取消の理由     

（１）運営基準違反（介護保険法第８４条第１項第３号） 

   課題分析の未実施、サービス担当者会議の未実施、居宅サービス計画の説明

及び同意の未実施、居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等の未実施

のものが確認された。 

（２）不正請求（介護保険法第８４条第１項第６号） 

運営基準違反に該当する状態にもかかわらず、運営基準減算を行うことなく、

不正に介護報酬を請求し、受領していた。 

（３）虚偽報告（介護保険法第８４条第１項第７号） 

居宅介護支援業務に当たって必要とされる書類の説明・同意及び交付、利用

者の居宅への訪問などを、実際には行っていないにもかかわらず、それらが行

われたかのように書類や記録を作成し、虚偽の報告を行った。 

（４）虚偽答弁（介護保険法第８４条第１項第８号） 

居宅サービス計画に位置付けた指定通所介護事業所が、事業所として指定を

受けた場所で指定通所介護を提供していないことを知っていたにもかかわらず、

監査時に「知らなかった」と答弁した。 

（５）不正不当な行為（介護保険法第８４条第１項第１１号） 

居宅サービス計画に位置付けた指定通所介護事業所が、事業所として指定を受け

た場所で通所介護の提供をしていないことを知っていたにもかかわらず、不正不当な

実績報告に基づいた給付管理票を作成し、通所介護費の不正請求をほう助した。ま

た、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護事業所が、訪問介護としてのサー

ビス提供をしていないことを知っていたにもかかわらず、不正不当な実績報告に基づ

いた給付管理票を作成し、訪問介護費の不正請求をほう助した。 
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甲府市告示第１５０号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ジョブタスｅ 

２ 事業者の所在地  山梨県甲斐市富竹新田４７０番地の７ 

３ 事業所名     ジョブタス甲府事業所 

４ 事業所の所在地  甲府市中央二丁目１０番８号 シマズビル３Ｆ 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

６ 主たる対象者   特定無し 

７ 指定事業所番号  １９１０１０３７５１ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５１号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     合同会社がじゅまる 

２ 事業者の所在地  甲府市長松寺町６番７号 日信ビル３階 

３ 事業所名     がじゅまる 

４ 事業所の所在地  甲府市長松寺町６番７号 日信ビル３階 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

６ 主たる対象者   知的障害者、精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０３７９３ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５２号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社グローアップ 

２ 事業者の所在地  甲府市住吉三丁目８番７号 

３ 事業所名     発達支援教室ライフキッド 

４ 事業所の所在地  甲府市上阿原町９７１番地１ 

５ 事業の種類    児童発達支援 

           放課後等デイサービス 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９５０１０３８０２ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５３号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     一般社団法人こまねこ 

２ 事業者の所在地  甲府市国母八丁目１１番３２号 

３ 事業所名     きらねこ・ミケ 

４ 事業所の所在地  甲府市中央二丁目６番１４号 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９５０１０３７６０ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５４号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人笹の葉会 

２ 事業者の所在地  山梨県中巨摩郡昭和町河西１１４９番地２  

３ 事業所名     すばる多機能型重症児デイサービスセンター甲府  

４ 事業所の所在地  甲府市大里町５１６３ 

５ 事業の種類    児童発達支援 

           放課後等デイサービス 

６ 主たる対象者   重症心身障害児 

７ 指定事業所番号  １９５０１０３８２８ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５５号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人笹の葉会 

２ 事業者の所在地  山梨県中巨摩郡昭和町河西１１４９番地２  

３ 事業所名     すばる放課後等デイサービスセンター甲府  

４ 事業所の所在地  甲府市大里町５１６３ 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９５０１０３８１０ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５６号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     学校法人聖愛幼稚園 

２ 事業者の所在地  甲府市羽黒町６１８番地 

３ 事業所名     児童発達・放デイ聖愛和戸 

４ 事業所の所在地  甲府市横根町４９０番地１ 

５ 事業の種類    児童発達支援 

           放課後等デイサービス 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９５０１０３７８６ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５７号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     合同会社ＴＯＮＡＲＩ 

２ 事業者の所在地  笛吹市石和町松本８９１番地１ 

３ 事業所名     おいもさん 

４ 事業所の所在地  甲府市徳行二丁目１５番２５号 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９５０１０３７７８ 

８ 指定年月日    令和６年４月１日 
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甲府市告示第１５８号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）（以下、「障害者総合支援法」という。）第２９条第１項に規定する指定

障害福祉サービス事業者、同法第５１条の１４第１項に規定する指定一般相談支援

事業者、同法第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者及び

児童福祉法第２４条の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業者から

次のとおり事業の廃止の届出があったので、障害者総合支援法第５１条第２号、第

５１条の３０第１項第２号、第５１条の３０第２項第２号及び児童福祉法第２４条

の３７第２項の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ＮＥＸＴ・ＤＯＯＲ 

２ 事業者の所在地  甲府市高畑一丁目１６番８号 

３ 事業所名     相談支援事業所こっとん 

４ 事業所の所在地  甲府市高畑一丁目１６番８号 

５ 事業の種類    自立生活援助 

           指定一般相談支援（地域移行、地域定着支援）  

           指定特定相談支援 

           指定障害児相談支援 

６ 指定事業所番号  １９１０１０２２７４ 

           １９３０１０１５７９ 

           １９７０１０１５８８ 

７ 廃止年月日    令和６年３月３１日 
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甲府市告示第１５９号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者から次のとお

り事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ジョブタスｅ 

２ 事業者の所在地  山梨県甲斐市富竹新田４７０番地の７ 

３ 事業所名     ジョブタス甲府事業所 

４ 事業所の所在地  甲府市中央二丁目１０番８号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ａ型 

６ 指定事業所番号  １９１０１０２６８８ 

７ 廃止年月日    令和６年３月３１日 
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甲府市告示第１６０号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項に規定する

障害児通所支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、同法第２１

条の５の２５第２号の規定により公示する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     甲斐レスピット株式会社 

２ 事業者の所在地  甲府市宝一丁目５番１８号  

３ 事業所名     ぴおーね 

４ 事業所の所在地  甲府市宝一丁目５番１８号 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０１０２０ 

７ 廃止年月日    令和６年３月３１日 
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甲府市告示第１６１号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年

１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告示する。  

 

  令和６年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

         国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証  

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号等    別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１６２号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、別紙のとお

り道路の区域を変更する。その関係図面は、まちづくり部まち整備室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和６年４月１２日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１６３号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、別紙のとお

り道路の供用を開始する。その関係図面は、まちづくり部まち整備室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和６年４月１２日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１６４号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第３の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として

次の者を指定したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年３月２９日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５７９５ 

２ 事業所の名称      訪問介護ステーションケアリー甲斐竜王 

３ 事業所の所在地      甲府市国母四丁目２２番６号 

４ 当該事業所の申請者      岐阜県岐阜市柳津町北塚 

四丁目４９番地（４０１号） 

株式会社ケアリー 

代表取締役 舩 見 友 美 

５ サービスの種類      訪問介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス）  

６ 指定年月日          令和６年４月１日 
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甲府市告示第１６５号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び介護保険法第１１５条の２第１項の規定に基づく指定介護予防

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０

の規定により公示する。 

 

令和６年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９６０１９０４１９ 

２ 事業所の名称      訪問看護ステーションケアリー甲斐竜王 

３ 事業所の所在地      甲府市国母四丁目２２番６号 

              レジデンスカサイ３０１号室 

４ 当該事業所の申請者      岐阜県岐阜市柳津町北塚 

              四丁目４９番地（４０１号） 

              株式会社ケアリー 

              代表取締役 舩 見 友 美 

５ サービスの種類      訪問看護 

              介護予防訪問看護 

６ 指定年月日          令和６年４月１日 
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                          甲府市告示第１６６号  

 

 次の公印を廃止したので、甲府市公印規則第１４条の規定により、これを告示す

る。 

 

  令和６年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

  

１ 廃止した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  部長等印 

 （３）ひな形 １３ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２４ｍｍ 

 （６）印材  木  

 （７）用途  部長等名をもってする文書 

 （８）個数  ３個 

 

 

 

 

 

 

 

   （行政経営部）     （企画財務部）     （福祉保健部）                           

２ 廃止した公印 

 （１）種別  専用公印 

 （２）名称  甲府市会計管理者代理署名人収納課長印  

 （３）ひな形 ４４ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  径１６．５ｍｍ 

 （６）印材  木  

 （７）用途  株式会社ゆうちょ銀行が取り扱う公金の収納に係る払出請求等  

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

 

印  影 

印  影 

印  影 印  影 
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３ 公印の廃止日 令和６年３月３１日 
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議会局  
 

 甲府市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月１２日 

 

 

                 甲府市議会議長  坂 本 信 康 

 

 

甲府市議会規則第１号 

甲府市議会会議規則の一部を改正する規則 

 甲府市議会会議規則（昭和５０年３月議会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 第９条第１項中「午後１時」を「午前１０時」に改める。 

 第１７０条第２項中「速記法によって速記」を「議長の定める方法により記録」

に改める。 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市議会議会局事務分掌規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和６年３月２２日 

 

 

                 甲府市議会議長 坂 本 信 康 

 

 

甲府市議会規程第２号 

   甲府市議会議会局事務分掌規程の一部を改正する規程 

 甲府市議会議会局事務分掌規程（平成８年３月議会規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１議会総室、総務課の項第１１号中「他都市等の照会文書」を「他都市か

らの視察」に改め、同表議会総室、政策調査課の項に次の１号を加える。 

⑺ 他都市等の照会文書に関すること。 

別表第１議会総室、議事課の項中第７号を削り、第８号を第７号とする。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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教育委員会          

                                      

 甲府市学校職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会  

                 教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第１号 

甲府市学校職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市学校職員初任給、昇給等の基準に関する規則（平成３０年２月教委規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

別表第３昇格時号給対応表１高等学校教育職給料表昇格時号給対応表中 

 

２６  ２５ 46  

２７  ２６ 47  

２８  ２６ 48  

２９  ２７ 49  

２９  ２７ 50  

３０  ２８ 51  

３０  ２８ 52  

３１  ２９ 53  

３１  ２９ 54  

３２  ３０ 55  

３２  ３０ 56  

３３  ３１ 57  

「 「 
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３３  ３１ 58  

３３  ３２ 59  

３４  ３２ 60  

３４  ３３ 61  

３４  ３３ 62  

３５  ３４ 63  

３５  ３４ 64  

３５  ３５ 65  

３６  ３５ 66  

３６  ３６ 67  

３６  ３６ 68  

３７  ３７ 69  

３８  ３７ 70  

３９  ３８ 71  

４０  ３８ 72  

４１  ３９ 73  

４１  ３９ 74  

４２  ４０ 75  

４２  ４０ 76  

４３  ４１ 77  

４３  ４１ 78  

４４  ４２ 79  

４４  ４２ 80  

４５  ４３ 81  

４５  ４３ 82  

４６  ４４ 83  

４６  ４４ 84  

４７  ４５ 85  

４７  ４５ 86  

４８  ４６ 87  
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４８  ４６ 88  

４９  ４７ 89  

４９  ４７ 90  

５０  ４８ 91  

５０  ４８ 92  

５１  ４９ 93  

５１  ４９ 94  

５２  ５０ 95  

５２  ５０ 96  

５３  ５１ 97  

５３  ５１ 98  

５４  ５２ 99  

５４  ５２ 100  

５５ 

 

 ５３ 101  

５５  ５３ 102  

５６  ５４ 103  

５６  ５４ 104  

５７  ５５ 105  

５７  ５５ 106  

５７  ５６ 107  

５８  ５６ 108  

５８  ５７ 109  

５８  ５７ 110  

５９  ５７ 111  

５９  ５７ 112  

５９  ５８ 113  

６０  ５８ 114  

６０  ５８ 115  

６０  ５８ 116  

６１  ５９ 117  

に改め、同表２商科専門学校教育職給料表中 を 
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６１  ５９ 118  

６１  ５９ 119  

６１  ５９ 120  

６１  ６０ 121  

６２  ６０ 122  

６２  ６０ 123  

６２  ６０ 124  

６２ 

 

 ６１ 125  

６２  ６１ 126  

６３  ６１ 127  

６３  ６１ 128  

６３  ６１ 129  

６３  ６１ 130  

６３  ６２ 131  

６４  ６２ 132  

６４ 

 

 ６２ 133  

６４  ６２ 134  

６４ 

 

 ６２ 135  

６４  ６２ 136  

６５  ６３ 137  

６５  ６３ 138  

６５  ６３ 139  

６５  ６３ 140  

６５  ６３ 141  

６６  ６３ 142  

６６  ６４ 143  

６６  ６４ 144  

６６  ６４ 145  

６６  ６４ 146  

６７  ６４ 147  
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６７  ６４ 148  

６７  ６５ 149  

６７  ６５ 150  

６７  ６６ 151  

６８  ６６ 152  

６８  ６７ 153  

     」       」 

 

２６  ２５ 38  

 ２７  ２６ 39  

２８  ２６ 40  

２９  ２７ 41  

２９  ２７ 

 

42  

２９  ２８ 

 

43  

２９  ２８ 44  

３０  ２９ 45  

３０  ２９ 46  

３０  ２９ 47  

３０  ２９ 48  

３１  ３０ 49  

３１  ３０ 50  

３１  ３０ 51  

３１  ３０ 52  

３２  ３１ 53  

３２  ３１ 54  

３２  ３１ 55  

３２  ３１ 56  

３３  ３２ 57  

３３  ３２ 58  

３４  ３２ 59  

「 「 
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３４  ３２ 60  

３５  ３３ 61  

３５  ３３ 62  

３６  ３４ 63  

3  ３６  ３４ 64  

３７  ３５ 65  

３７  ３５ 66  

３７  ３６ 67  

３８  ３６ 68  

３８  ３７ 69  

３８  ３７ 70  

３９  ３７ 71  

３９  ３８ 72  

３９  ３８ 73  

４０  ３８ 74  

４０  ３９ 75  

４０  ３９ 76  

４１  ３９ 77  

４１  ４０ 78  

４２  ４０ 79  

４２  ４０ 80  

４３  ４１ 81  

４３  ４１ 82  

４４  ４２ 83  

４４  ４２ 84  

４５  ４３ 85  

４５  ４３ 86  

４６  ４４ 87  

４６  ４４ 88  

４７  ４５ 89  

 

を に、  
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４７  ４５ 90  

４８  ４５ 91  

 ４８  ４６ 92  

４９  ４６ 93  

４９  ４６ 94  

４９  ４７ 95  

４９  ４７ 96  

５０  ４７ 97  

５０  ４８ 98  

５０  ４８ 99  

５０  ４８ 100  

５１  ４９ 101  

５１  ４９ 102  

５１  ４９ 103  

５１  ４９ 104  

５２  ５０ 105  

５２  ５０ 106  

５２  ５０ 107  

５２  ５０ 108  

５３  ５１ 109  

５３  ５１ 110  

５３  ５１ 111  

５３  ５１ 112  

５３  ５２ 113  

５４  ５２ 114  

５４  ５２ 115  

５４  ５２ 116  

５４  ５３ 

５３ 

117  

５４  ５３ 118  

５５  ５３ 119  
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５５  ５３ 120  

５５  ５３ 121  

５５  ５３ 122  

５５  ５４ 123  

５６  ５４ 124  

５６  ５４ 125  

５６  ５４ 126  

５６  ５４ 127  

５６  ５４ 128  

５７  ５５ 129  

５７  ５５ 130  

５７  ５５ 131  

５７  ５５ 132  

５８  ５５ 133  

５８  ５５ 134  

５８  ５６ 135  

５８  ５６ 136  

 ５９  ５６ 137  

５９  ５６ 138  

５９  ５６ 139  

５９  ５６ 140  

６０  ５７ 141  

」       」 

 

４６   ４５ 66  

４７   ４６ 67  

４８   ４６ 68  

４９   ４７ 58  

４９   ４７ 70  

５０   ４８ 71  

「  「 

を に、  
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５０   ４８ 72  

５１   ４９ 73  

５１   ５０ 74  

５２   ５１ 75  

」       」 

 

４２  ４１ 67  

４２  ４２ 68  

４３  ４２ 69  

４３  ４２ 70  

４４  ４３ 71  

４４  ４３ 72  

４５  ４３ 73  

４５  ４４ 74  

４５  ４４ 75  

４６  ４４ 76  

４６  ４５ 77  

４６  ４５ 78  

４ 7   ４６ 79  

４７  ４６ 80  

４７  ４７ 81  

４８  ４７ 82  

４８  ４８ 83  

４８  ４８ 84  

４９  ４９ 85  

４９  ４９ 86  

４９  ４９ 87  

４９  ４９ 88  

５０  ５０ 89  

５０  ５０ 90  

「 「 

を に改める。  
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５０  ５０ 91  

５０  ５０ 92  

５１  ５１ 93  

５１  ５１ 94  

５１  ５１ 95  

５１  ５１ 96  

５１  ５１ 97  

５２  ５２ 98  

５２  ５２ 99  

５２  ５２ 100  

５２ 

 

 ５２ 

 

101  

５２  ５２ 102  

５３  ５３ 103  

５３  ５３ 104  

５３  ５３ 105  

５３  ５３ 106  

５３  ５３ 107  

５４  ５４ 108  

５４  ５４ 109  

５４  ５４ 110  

５５  ５４ 111  

５５  ５４ 112  

      」       」 

別表第４降格時号給対応表１高等学校教育職給料表中 

「       「 

４５  ４６ 25  

４６  ４８ 26  

４７  ５０ 27  

４８  ５２ 28  

５０  ５４ 29  
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５２  ５６ 30  

５４  ５８ 31  

５６  ６０ 32  

５９  ６２ 33  

６２  ６４ 34  

６５  ６６ 35  

６８  ６８ 36  

６９  ７０ 37  

７０  ７２ 38  

７１  ７４ 39  

７２  ７６ 40  

７４  ７８ 41  

７６  ８０ 42  

７８  ８２ 43  

８０  ８４ 44  

８２  ８６ 45  

８４  ８８ 46  

８６  ９０ 47  

８８  ９２ 48  

９０  ９４ 49  

９２  ９６ 50  

９４  ９８ 51  

９６  １００ 52  

９８  １０２ 53  

１００  １０４ 54  

１０２  １０６ 55  

１０４  １０８ 56  

１０７  １１２ 57  

１１０  １１６ 58  

１１３  １２０ 59  

を に、 
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１１６  １２４ 60  

１２１  １３０ 61  

１２６  １３６ 62  

１３１  １４２ 63  

１３６  １４８ 64  

１４１  １５０ 65  

１４６  １５２ 66  

１５１  １５３ 67  

」       」 

 

「        「 

３０  ３１ 3  

３１  ３２ 4  

 ３２  ３３ ５  

３３  ３４ ６  

３４  ３５ 7  

３５  ３６ 8  

３６  ３７ 9  

３７  ３８ 10  

３８  ３９ 11  

３９  ４０ 12  

４０  ４１ 13  

４１  ４２ 14  

 ４２  ４３ 15  

４３  ４４ 16  

４４  ４５ 17  

４５  ４６ 18  

４６  ４６ 19  

４７  ４７ 20  

４８  ４９ 21  

に改め、同表２商科専門学校教育職給料表中 を 
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４９  ５０ 22  

５０  ５０ 23  

５１  ５１ 24  

５２  ５２ 25  

５３  ５３ 26  

５４  ５４ 27  

５５  ５５ 28  

５６  ５６ 29  

５７  ５７ 30  

５８  ５９ 31  

５９  ６０ 32  

６１  ６１ 33  

６２  ６２ 34  

６３  ６３ 35  

６４  ６４ 36  

６５  ６５ 37  

６６  ６６ 38  

６７  ６７ 39  

 ６８  ６８ 40  

６９  ６９ 41  

７０  ７０ 42  

７１  ７１ 43  

７２  ７２ 44  

７３  ７３ 45  

７４  ７４ 46  

７５  ７５ 47  

７６  ７６ 48  

７８  ７８ 49  

８０  ８０ 50  

８１  ８１ 51  
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８２  ８２ 52  

８３  ８３ 53  

８４  ８４ 54  

８５  ８５ 55  

８９  ８６ 56  

９０  ８９ 57  

９２  ９０ 58  

９４  ９３ 59  

」       」 

 

「       「 

１８  １９ 7  

１９  ２０ 8  

２０  ２１ 9  

２２  ２２ 10  

２３  ２３ 11  

２４  ２４ 12  

２５  ２５ 13  

２６  ２６ 14  

 ２７  ２７ 15  

２８  ２８ 16  

２９  ２９ 17  

３０  ３０ 18  

３１  ３１ 19  

３２  ３２ 20  

３３  ３３ 21  

３４  ３４ 22  

３５  ３５ 23  

３６  ３６ 24  

３７  ３８ 25  

を に 、  
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３８  ４０ 26  

３９  ４２ 27  

４０  ４４ 28  

４４  ４８ 29  

４８  ５２ 30  

５２  ５６ 31  

５６  ６０ 32  

５８  ６２ 33  

６０  ６４ 34  

６２  ６６ 35  

６４  ６８ 36  

６７  ７１ 37  

７０  ７４ 38  

７３  ７７ 39  

 ７６  ８０ 40  

７８  ８２ 41  

８０  ８４ 42  

８２  ８６ 43  

８４  ８８ 44  

８６  ９１ 45  

８８  ９４ 46  

９０  ９７ 47  

９２  １００ 48  

９６  １０４ 49  

１００  １０８ 50  

１０４  １１２ 51  

１０８  １１６ 52  

１１３  １２２ 53  

１１８  １２８ 54  

１２３  １３４ 55  
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１２８  １４０ 56  

１３２  １４１ 57  

１３６  １４１ 58  

１４０  １４１ 59  

」       」 

 

「       「 

６５  ６６ 45  

６６  ６８ 46  

６７  ７０ 47  

６８  ７２ 48  

７０  ７３ 49  

７２  ７４ 50  

７４  ７５ 51  

」       」 

 

「       「 

６６  ６７ 41  

６８  ７０ 42  

７０  ７３ 43  

７２  ７６ 44  

７５  ７８ 45  

７８  ８０ 46  

８１  ８２ 47  

８４  ８４ 48  

８８  ８８ 49  

９２  ９２ 50  

９７  ９７ 51  

１０２  １０２ 52  

１０７  １０７ 53  

を 

を に改める。 

に、 
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１１０  １１２ 54  

      」       」 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲府市職員初任  

給、昇給等の基準に関する規則（次項において「新規則」という。）の規定は、

令和５年４月１日から適用する。 

２ 令和５年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給

料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給

の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規

定による号給がこの規則による改正前の甲府市職員初任給、昇給等の基準に関す

る規則（以下この項において「旧規則」という。）の規定による号給に達しない

職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわ

らず、旧規則の規定による号給とするものとする。 

３ この規則の施行の日から令和６年３月３１日までの間において、新たに給料表

の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号

給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規

定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は

異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。 
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 甲府市立甲府商科専門学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第２号 

甲府市立甲府商科専門学校学則の一部を改正する規則 

甲府市立甲府商科専門学校学則（平成３年１月教委規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表を次のように改める。 
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別表（第７条関係） 

学

科

年

次

単

位
授業

時数

学

科

年

次

単

位
授業

時数

専門 講義 簿記原理Ⅰ 8 136 専門 講義 ＰｙｔｈｏｎⅠ 8 136

専門 演習 簿記演習Ⅰ 5 170 専門 演習 Ｐｙｔｈｏｎ演習Ⅰ 4 136

専門 講義 会計学Ⅰ 4 68 専門 演習 ハードウェア演習 1 34

専門 演習 会計学演習ⅠA 3 102 専門 講義 ソフトウェア 4 68

専門 演習 会計学演習ⅠB 4 136 専門 講義 情報処理ⅠＡ 4 68

専門 講義 租税法Ⅰ 4 68 専門 演習 情報処理演習ⅠＡ 6 204

専門 講義 ＡＩ基礎 4 68

専門 講義 アプリケーション概論Ⅰ 4 68 専門 演習 AI基礎演習 3 102

専門 演習 アプリケーション演習Ⅰ 2 68

その他 講義 ビジネス実務Ⅰ 2 68

その他 講義 ビジネス実務Ⅰ 2 68 その他 講義 社会人基礎力 2 68

その他 講義 社会人基礎力 2 68 その他 講義 山梨地域経済概論 1 34

その他 講義 山梨地域経済概論 1 34 その他 講義 スポーツⅠ 1 34

その他 講義 スポーツⅠ 1 34

40 1,020 40 1,020

専門 演習 税務会計演習 1 34 その他 講義 ビジネス実務Ⅱ 2 68

その他 講義 ビジネス実務Ⅱ 2 68 その他 講義 スポーツⅡ 1 34

その他 講義 スポーツⅡ 1 34

専門 講義 簿記原理Ⅱ 6 102 専門 講義 情報処理ⅡＡ 6 102

専門 演習 簿記演習ⅡＡ 3 102 専門 演習 情報処理演習ⅡＡ 3 102

専門 講義 経営学総論 6 102 専門 講義 表計算応用 6 102

専門 演習 経営分析 3 102 専門 演習 表計算応用演習 3 102

専門 講義 会計学Ⅱ 6 102 専門 講義 情報処理概論 6 102

専門 演習 会計学演習Ⅱ 2 68 専門 演習 情報処理概論演習 3 102

専門 講義 租税法Ⅱ 6 102 専門 講義 情報処理ⅡＢ 6 102

専門 演習 経営学演習 2 68 専門 演習 情報処理演習ⅡＢ 3 102

その他 講義 英会話 3 102 専門 講義 ＤＴＰ 6 102

その他 講義 中国語 3 102 専門 演習 Ｗｅｂコンテンツ演習 3 102

専門 演習 簿記演習ⅡＢ 3 102 その他 講義 英会話 3 102

専門 講義 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 6 102 その他 講義 中国語 3 102

専門 講義 販売総論 6 102 専門 演習 簿記演習ⅡＢ 3 102

専門 講義 ３ＤＣＧ 6 102 専門 講義 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 6 102

専門 講義 グラフィック基礎 6 102 専門 講義 販売総論 6 102

専門 講義 表計算応用 6 102 専門 講義 ３ＤＣＧ 6 102

専門 演習 表計算応用演習 3 102 専門 講義 グラフィック基礎 6 102

専門 講義 情報処理概論 6 102 専門 講義 ＰｙｔｈｏｎⅡ 6 102

専門 演習 情報処理概論演習 3 102 専門 講義 ＡＩ応用 6 102

専門 講義 簿記原理Ⅱ 6 102

専門 演習 簿記演習ⅡＡ 3 102

専門 講義 経営学総論 6 102

専門 演習 経営分析 3 102

専門 講義 情報処理Ⅲ 6 102

専門 演習 情報処理演習Ⅲ 3 102

45 1,020 45 1,020

85 2,040 85 2,040

注２　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ａ」とある科目については、（ア）又は（イ）のいずれか一方を選択して履修し、「Ｂ」とある科目については、（ウ）又は（エ）のいずれか一

方を選択して履修する。

注４　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｅ」とある科目については、（キ）又は（ク）のいずれか一方を選択して履修し、「Ｆ」とある科目については、（キ）、（ク）、（コ）のいずれかを

選択して履修する。

注５　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｇ」とある科目については、（サ）又は（シ）のいずれか一方を選択して履修し、「Ｈ」とある科目については、（オ）、（カ）、（ス）のいずれか

を選択して履修する。

注６　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｉ」とある科目については、（ア）、（イ）、（セ）のいずれかを選択して履修する。　

注７　上記の科目のほか、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ (職業体験) を履修科目とみなし、履修単位数は1単位とする。

Ｇ

Ｉ

Ｈ

Ｃ

注１　科目欄に必履修とある科目は、必ず履修する科目である。

合　　　 計

Ｅ

備

考
科目

備

考
科目

必

　

履

　

修

一  年  次  計

一

　

年

　

次

必

　

履

　

修

Ａ

一  年  次  計

Ｂ

選

　

　

択

学年別授業科目及び履修単位数

注３　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｃ」とある科目からは1科目を選択して履修し、「Ｄ」とある科目からは（オ）又は（カ）のいずれか一方を選択して履修する。

Ｆ

二  年  次  計

合　　　 計

会

　

計

　

情

　

報

　

科

選

　

　

択

Ｄ

二

　

年

　

次

必

履

修

Ｃ
二

　

年

　

次

必

履

修

情

　

報

　

処

　

理

　

科

一

　

年

　

次

二  年  次  計

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(コ)

(キ)

(ク)

(サ)

(シ)

(オ)

(カ)

(ア)

(イ)

(ア)

(イ)

(セ)

(ス)
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   附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後において、１ 

学年の学生となった学生（転入その他の理由によりこれと同等とみなされる者を

含む。）について適用し、これ以外の学生については、なお従前の例による。 
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甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

               教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

 甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

甲府府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

別表教育総室、総務課の項中第１６号を第１７号とし、第１５号を第１６号とし、

第１４号の次に次の１号を加える。 

 ⒂ 教育ＩＣＴの総括管理に関すること。 

 別表生涯学習室、スポーツ課の項に次の１号を加える。 

 ⑽ 中学校部活動の地域移行の運営に関すること。  

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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甲府市学校運営協議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第４号 

   甲府市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 甲府市学校運営協議会規則（令和２年３月教委規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条第２項中「無償とする」を「甲府市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１０月条例第２２号）の定めるところによ

る」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 年度途中で委員を交代した場合の報酬は、月割計算により支払うものとする。 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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 甲府市社会教育指導員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第５号 

   甲府市社会教育指導員に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市社会教育指導員に関する規則（昭和４７年４月教委規則第８号）の一部

を次のように改正する。 

第４条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を

第４号とする。 

第６条の次に次の１条を加える。  

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規程第１号 

   甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会事務局事案決定規程（昭和４８年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２部長以下の個別決定事案、スポーツの表に次のように加える。 

 

４ 中学校部活動の地域移行の

運営に関する事項 
        

⑴  中学校部活動の地域移行

の運営に関すること。 
 重要 一般的   軽易   

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会私有車公務使用規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規程第２号 

   甲府市教育委員会私有車公務使用規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会私有車公務使用規程（昭和５３年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

第４条中「学校教育課長、」の次に「公民館にあっては生涯学習課長、」を加え

る。 

第１１条第３項中「私有車公務使用許可・借上書」の次に「又は私有車公務継続

使用許可・借上書」を加える。 

第１号様式中「の損害賠償について７，０００万円（原動機付自転車については

５，０００万円）以上及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について 

２００万円（原動機付自転車については１００万円）以上」を「及び他人の財産に

損害を与えたときの損害賠償について無制限（原動機付自転車も含む。）」に改め

る。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

- 444 -- 444 -



甲府市教育委員会告示第３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年３月１日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第１００１号 

（２）業務名称      小中学校自家用電気工作物保安管理業務  

（３）履行期間      令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和６年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること  

（２）第三種電気主任技術者以上の資格を有する者を雇用しており、かつ、定期点  

検時に電気主任技術者を配置できる者であること。  

（３）電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）第５２条の２第２号 

に該当し、市が同規則第５２条第２項の規定による承認を受けるに足りる委託  

契約の相手方としての要件を具備する者であること。  

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。なお、 

事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして参加  

することができる。 

（５）協会とその協会員は、同時に入札に参加することはできない。なお、協会が  

入札に参加する場合は、協会員を所属しているものとして参加することができ  

る。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（８）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指
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名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（９）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（10）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（11）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年３月１日（金）～令和６年３月１１日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年３月１日（金）～令和６年３月１１日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年３月２５日（月） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

１０／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 
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なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約                             

本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に  

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に 

 ついて減額又は削除があった場合、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第１号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第 

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和６年３月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，０６７人 

２ １／３の数        ５１，１０９人 

３ １／６の数        ２５，５５５人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５３，３２７人 
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公平委員会  
 

甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 山 口 一 男 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月公平委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表市長部局の部本庁の項中「給与係長」の次に「、事務効率係長」を加え、

「企画財務総室総務課庶務係長、行政経営係長、企画財政係長」を「企画総室総務

課庶務係長、財政係長」に、「、ＳＤＧｓ推進係長」を「、総合計画係長、ＳＤＧ

ｓ推進係長、行政改革係長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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 農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第３号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会３月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和６年３月  

２８日午後２時００分に甲府市南公民館において開催し、付議すべき事項について

審議することを公告する。 

 

  令和６年３月２２日 

                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋  敦 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 令和６年４月告示分農用地利用集積計画について 

３ 令和６年度甲府市農業委員会活動基本目標（案）について 

４ 令和６年度甲府市農業委員会年間事業計画（案）について 

 ５ 甲府市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）につい  

   て 

 ６ 「令和６年度最適化活動の目標」（案）について  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第２号 

甲府市上下水道局電気保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月２９日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道局電気保安規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道局電気保安規程(昭和４２年７月管理規程第４号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１項第１号から第３号まで及び第６号から第１２号までの規定中「局」

を削り、同項第４号中「局本局庁舎」を「本局」を改め、同項第５号中「局北部第

１配水地」を「北部第１配水池」に改め、同条第３項中「東京電力株式会社」を「電

気事業者」に改める。 

第３条中「（以下「職員」という。）」を「及び運転管理受託事業者従事者（以下「職

員等」という。）」に改める。 

第４条第２項中「所属」を削り、同条第３項中「一般職員」を「職員等」に改め

る。 

第７条第２項中「作製」を「作成」に改める。 

第１６条第１項中「主任技術者を」の次に「主体と」を加える。 

第１８条第３項第１号中「変電所、受電室等」を「受変電及び配電設備」に改め、

同条第４項を次のとおり改める。 

４ 区分開閉器等の操作にあたっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものと

する。 

第２２条中「、変電所その他」を「及び」に改める。 
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別表（第１３条関係）を次のように改める。 

定期点検及び測定試験の基準 

   点検 測定試験 

受変電及び配電

設備 

各種機器について 年1回 絶縁抵抗測定 年1回 

接地抵抗測定 年1回 

保護継電器試験 年1回 

計器校正 年1回 

制御装置動作試験 年1回 

蓄電池温度測定 年1回 

蓄電池電圧及び内部抵抗値測定 年1回 

配電設備 各種工作物について 年1回 絶縁抵抗測定 年1回 

接地抵抗測定 年1回 

負荷設備 機器類 年1回 

配線関係 月1回 

絶縁抵抗測定 年1回 

接地抵抗測定 年1回 

非常用発電設備 機関主要部分 年1回 

発電機 年1回 

機関燃料系統 月1回 

機関の始動停止 月1回 

絶縁抵抗測定 年1回 

接地抵抗測定 年1回 

継電器試験 年1回 
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別図（第２条関係）を次のように改める。 

 甲府市平瀬町４３７番地３ 

平瀬浄水場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中巨摩郡昭和町西条１４１３番地及び同町西条２３８７番地 

昭和浄水場及び昭和北方水源 
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甲府市下石田二丁目２３番１号 

本局 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 甲府市上曽根町１００４番地１ 

北方第１配水池 
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  甲府市大津町１６４５番地 

甲府市浄化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 甲府市住吉三丁目２８番１号 

 住吉中継ポンプ場 
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  甲府市朝気二丁目１番２０号 

池添ポンプ場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府市山宮町３３７１番地３８０ 

山宮第２配水池 
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甲府市上曽根町２５９５番地１ 

北部第２配水池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府市愛宕町３７２番地 

中区配水池 
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  甲斐市大久保１４００番地９７ 

敷島団地ポンプ場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第３号 

甲府市上下水道局工事検査規程及び休職等に係る待遇主管者等の設置に関する規

程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月２９日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道局工事検査規程及び休職等に係る待遇主管者等の設置に関す

る規程の一部を改正する規程 

（甲府市上下水道局工事検査規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局工事検査規程(平成１９年４月管理規程第２３号)の一部

を次のように改正する。 

  第２条第２項中「行政経営部長」を「総務部長」に、「行政経営部」を「総務部」

に改める。 

（休職等に係る待遇主管者等の設置に関する規程の一部改正） 

第２条 休職等に係る待遇主管者等の設置に関する規程(平成２２年３月管理規程

第２号)の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「行政経営部」を「総務部」に改める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第４号 

甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月２９日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

   甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道局会計規程（昭和４５年４月管理規程第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３４条第２項中「第２１条の１２及び第２１条の１３」を「第２１条の１１及 

び第２１条の１２」に改める。 

   附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

- 460 -- 460 -



甲府市上下水道局告示第１６号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和６年３月１８日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指定年月日   令和６年３月１８日 

 指 定 番 号   第２５３号 

 指 定 店 名   株式会社牛田 

 所 在 地   北杜市高根町村山東割１９１７－４  

 代表者氏名   牛田 英二 
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甲府市上下水道局告示第１７号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和６年３月２１日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指 定 番 号   第４８２号 

   指定業者名   株式会社クリーン・システム 

   所 在 地   韮崎市藤井町南下條７３３－１ 

   代 表 者   増井 圭一 
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甲府市上下水道局告示第１８号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和６年３月２５日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指定年月日   令和６年３月２５日 

 指 定 番 号   第２５４号 

 指 定 店 名   ＳＴ水道メンテナンス株式会社 

 所 在 地   甲府市千塚２－５－１２ 

 代表者氏名   武川 健 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

企画財務部 課税管理室資産税課 主事 石塚 愛子 

市民部 市民総室市民課 主事 依田 綾香 

市民部 市民総室市民課 主事 小宮山 美夏 

福祉保健部 福祉保健総室総務課 主事 谷内 亮麿 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 係長 有賀 良子 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 主任 梅澤 佳代子 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 主事 田中 沙季 

福祉保健部 保険経営室 室長 渡辺 努 

福祉保健部 保険経営室指導監査課 主事 吉澤 萌 

福祉保健部 保険経営室介護保険課 主事 長田 拓也 

福祉保健部 保険経営室介護保険課 係長 石山 正彦 

福祉保健部 保険経営室健康保険課 主事 角田 あん野 

福祉保健部 健康支援室 室長 千田 崇史 

福祉保健部 健康支援室健康政策課 係長 西室 新 

福祉保健部 健康支援室地域保健課 主任 花輪 加津美 

福祉保健部 健康支援室地域保健課 技師 渡辺 友美 

福祉保健部 保健衛生室 室長 樋口 真二 

福祉保健部 保健衛生室生活衛生薬務課 主任 三部 聡子 

子ども未来部 子ども未来総室子育て支援課 課長補佐 小尾 恵子 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 野田 竜三 

環境部 環境対策室環境保全課 課長 石原 正浩 

環境部 環境対策室環境保全課 技能主任 福島 浩美 

産業部 農林振興室農政課 係長 渡邉 健次郎 

産業部 農林振興室就農支援課 課長 伊東 みき 

産業部 農林振興室林政課 主任 松永 智美 

まちづくり部 まち整備室道路河川課 技師 岩間 紀樹 

市立甲府病院 診療部 医師 橋本 優美 

市立甲府病院 診療部 医師 森 優喜 

市立甲府病院 診療部 医長 大森 一平 

市立甲府病院 診療部 科長 赤澤 祥弘 

市立甲府病院 診療部 医師 藤田 未佳 
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市立甲府病院 診療部 科長 桑本 寛子 

市立甲府病院 診療部 医長 中里 桂一郎 

市立甲府病院 診療支援部 主任 村松 陽太 

市立甲府病院 薬剤部 主査 伊藤 昌弘 

市立甲府病院 薬剤部 主任 吉川 彰則 

市立甲府病院 看護部 看護部長 小石川 好美 

市立甲府病院 看護部 主任 桃園 京子 

市立甲府病院 看護部 看護師長 秋山 里香 

市立甲府病院 看護部 技師 数野 哲也 

市立甲府病院 看護部 主任 山口 美保 

市立甲府病院 看護部 技師 藤原 麻由礼 

市立甲府病院 看護部 主任 加藤 有希 

市立甲府病院 看護部 主任 安永 早希 

（各通） 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和６年 ３月３１日 

 

（教育委員会） 

教育部 教育総室学事課 主事 遠山 史子 

教育部 生涯学習室スポーツ課 課長補佐 岩間 啓悟 

（各通） 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和 ６年 ３月３１日 

 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局 代表監査委員 望月 伸 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和 ６年 ３月３１日 

 

（上下水道局） 

業務部     営業管理室給排水課       係長    松浦 健 

工務部       下水道管理室下水道課      技師    水上 直紀 

（各通） 

退職を承認する 

以 上    発 令 日  令和６年３月３１日 
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